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Ⅰ 組織の概要

１ 設置と役割

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「行政機関情報公開法」と略

称します。）に基づいて会計検査院長(*)が行った行政文書の開示決定等や行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律（以下「行政機関個人情報保護法」と略称

します。）に基づいて会計検査院長(*)が行った保有個人情報の開示決定等、訂正決

定等及び利用停止決定等に不服のある人は、その取消し又は変更を求めて不服申立

てをすることができます。不服申立てを受けた会計検査院長は、原則として、会計

検査院情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」と略称します。）に諮問し、

審査会の答申を踏まえて裁決をしなければなりません。

このように、審査会は、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての

不服申立ての審査に当たって第三者的な立場からの判断を加えることにより、客観

的で合理的な解決を図ることを目的として設置されています（会計検査院法第１９

条の２第１項）。

そして、審査会は、上記の目的を果たすため、会計検査院法第１９条の４の規定

により準用される情報公開・個人情報保護審査会設置法（以下「準用審査会設置法」

と略称します。）等に定められた権限に基づき、審議に必要な事実関係について調

査し、これを基に審議を行った結果を会計検査院長に答申することとなっています。

なお、一般の行政機関等については、内閣府に情報公開・個人情報保護審査会が

設置されていますが、会計検査院は内閣に対し独立の地位を有することから、同審

査会とは別に会計検査院に審査会が設置されているものです。

(*) 会計検査院では、開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関する会計検査院長の権限を事

務総長に委任しており、当該決定は事務総長が行っています。

なお、審査会は、平成１３年４月に発足した際は会計検査院情報公開審査会とし

て設置されていましたが、１７年４月１日の行政機関個人情報保護法等の施行に伴

い、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に改組されています。
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２ 委員について

（１）任 命

審査会の委員は３人で、全員が非常勤となっています。委員は、衆参両議院の同

意を得て、会計検査院長が任命します。

（会計検査院法第１９条の２第２項、第３項、第１９条の３第１項）

（２）任 期

委員の任期は３年で、再任されることができます。

（会計検査院法第１９条の３第４項、第５項）

（３）義 務

委員には、次のような義務があります。

① 職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

② 在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。

（会計検査院法第１９条の３第８項、第９項）

（４）２１年度の委員

会 長 小木曽 国 隆 公証人

会長代理 河 野 正 男 中央大学経済学部教授

委 員 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授
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(参考) 委員の推移

第４期審査会委員（平成２２年４月１日～２５年３月３１日）

会 長 小木曽 国 隆 公証人

会長代理 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

委 員 大 塚 成 男 千葉大学法経学部教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：２２年４月２１日

第３期審査会委員（平成１９年４月１日～２２年３月３１日）

会 長 小木曽 国 隆 公証人

会長代理 河 野 正 男 中央大学経済学部教授

委 員 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：１９年４月２３日

第２期審査会委員（平成１６年４月１日～１９年３月３１日）

会 長 碓 井 光 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授

会長代理 河 野 正 男 中央大学経済学部教授

委 員 早 坂 禧 子 桐蔭横浜大学大学院法務研究科教授

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：１６年４月１２日

第１期審査会委員（平成１３年４月１日～１６年３月３１日）

会 長 碓 井 光 明 東京大学大学院法学政治学研究科教授

会長代理 隅 田 一 豊 横浜国立大学大学院国際社会科学研究科教授

委 員 五 代 利矢子 評論家

（参考）会長の互選及び会長代理の指名：１３年４月１３日

（注） 各委員の本務は、任命時のものである。
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３ 調査権限及び審議の流れ

（１）審査会の調査権限

① インカメラ審理

原処分庁（会計検査院長から委任を受けた事務総長）が行った開示・不開示、訂

正・不訂正等の判断が適法、妥当かどうか、部分開示等の範囲が適切かなどについ

て審査会が迅速かつ適切に判断できるようにするためには、審査会の委員が当該決

定に係る行政文書又は保有個人情報を実際に見分することが極めて有効です。

このため、審査会が必要と認めるときには、当該決定に係る行政文書等について

提示を求めて見分すること（インカメラ審理）ができるとされており、諮問庁（会

計検査院長）は、審査会からこの提示の求めがあったときはこれを拒んではならな

いとされています。なお、この権限は、審査会が行政文書等の開示等の可否を適切

に判断できるようにすることを目的とするものであり、委員以外の者が、審査会に

提示された当該行政文書等を閲覧することは不適当ですので、何人も審査会に対し

て当該行政文書等の開示を求めることはできないとされています（準用審査会設置

法第９条第１項及び第２項）。

審査会では、不服申立事件の調査審議に当たっては、この権限を活用して、実際

に委員が行政文書等を見分するなどして調査審議を行っています。

② ヴォーン・インデックスの作成・提出の請求

審査会の審議に際し、行政文書等に含まれる情報の量が多く、複数の不開示情報

の規定が複雑に関係するような不服申立事件については、不開示等とされた文書又

は情報と不開示等の理由とを一定の方式で分類・整理した書類（一般に「ヴォーン

・インデックス」と呼ばれています。）を諮問庁に作成させ、その説明を聴くこと

が、不服申立事件の概要と争点を明確にし、不開示（特に部分的な不開示）等とす

ることの適否を迅速かつ適正に判断する上で有効かつ適切であると考えられます。

このため、審査会は、諮問庁に対しヴォーン・インデックスの作成・提出を求め

ることができるとされています（準用審査会設置法第９条第３項）。

③ その他の調査権限

審査会は、不服申立人、参加人（不服申立てに参加することを認められた利害関

係人）又は諮問庁に対し、意見書や資料の提出を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させたり鑑定を求めたりすること、その他必要な調査を行

うことができるとされています（準用審査会設置法第９条第４項）。
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審査会では、調査審議を行うに当たって不服申立人、諮問庁の双方に対し意見書

等の提出・説明を求めたり、調査審議の進ちょくに応じ、説明の不足する点につい

て追加意見書等の提出や再度の説明を求めたりするなど、この条項に基づいた調査

を的確に行って、必要な情報を十分に入手できるよう留意しています。

（２）不服申立人等の権利の保護

① 口頭意見陳述の申立て

不服申立人、参加人及び諮問庁は、審査会に対し口頭で意見を述べる機会を与え

るよう求めることができ、審査会は、必要がないと認めるとき以外はその機会を与

えなければならないとされています（準用審査会設置法第１０条）。

② 意見書等の閲覧・提出

不服申立人、参加人及び諮問庁は、審査会に対して意見書又は資料を提出するこ

とができます。ただし、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは

その期間内に提出しなければなりません（準用審査会設置法第１１条）。

また、不服申立人、参加人及び諮問庁は、審査会に対し、他の当事者が提出した

意見書等の閲覧を求めることができ、審査会は第三者の利益を害するおそれがある

と認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができな

いとされています（準用審査会設置法第１３条）。これは、不服申立ての当事者が

相手方の主張を知って反論を尽くすことができるようにすることを目的としている

ものです。

なお、審査会では、意見書等の閲覧を認める場合には、調査審議の効率化、争点

の明確化等の観点から、原則として、閲覧に供することに代えてその写しを交付す

ることとしています。

（３）指名委員による調査

提示された行政文書等の見分、口頭意見陳述の聴取等の調査は、審査会により指

名された委員によって行うことも可能とされています（準用審査会設置法第１２

条）。この規定により、遠方に居住する不服申立人や参加人の意見を聴取するため、

一部の委員が実際に現地に赴いて口頭意見陳述の機会を設け、聴取した内容を審査

会の場で報告して委員全員で審議するなどということもできることになっていま

す。
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（４）基本的な調査審議の流れ

審査会に対して諮問が行われると、審査会では、前記のようなインカメラ審理等

の調査権限に基づいて行う調査や不服申立人等からの意見書等の提出・説明などに

より、諮問事件の論点を抽出し、更に慎重な審議を行って答申を決定します。

これらの調査審議の手続きの基本的な流れは、下の図のようになりますが、実際

の諮問事件に即した調査審議の手続きは、事件の内容により異なります。

［調査審議の流れ］

諮 問

意見書等の提出（会計検査院長）

インカメラ審理

意見書等の提出（不服申立人・参加人）

論点について審議 必要に応じて追加意見書等
の提出（会計検査院長及び
不服申立人・参加人）

答申案について審議

答 申
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４ 情報の提供について

審査会では、会議の開催記録及び答申の内容を逐次公表しています。また、諮問

の処理状況等の統計資料については当年報において公表することとしています。

これら審査会が行う情報提供の内容等は、下表のとおりとなっています。

内 容 公表時期 公表の方法

開催記録 開催日時、場所、出席委員、 審査会開催後 会計検査院のウェブサイト(※)

議事の項目、その他必要な に掲載

事項

答 申 準用審査会設置法第１６条 答申後 報道機関への配布、会計検査院

の規定により公表すること の情報公開・個人情報保護窓口

とされている答申の内容 への備置き及び会計検査院のウ

ェブサイト(※)に掲載

年 報 会議開催実績、諮問の処理 毎年度 関係者への配布、会計検査院の

状況、年度内に行われた答 情報公開・個人情報保護窓口へ

申などの活動状況 の備置き及び会計検査院のウェ

ブサイト(※)に掲載

(※) 会計検査院のウェブサイトのＵＲＬは次のとおりです。

http://www.jbaudit.go.jp/



- 8 -

Ⅱ 平成２１年度の運営状況

１ 審査会の開催実績

審査会は、おおむね月に１回開催しています。平成２１年度の開催回数は９回で、

開催日、主な議事内容等については表１のとおりです。

なお、審査会の開催記録は会計検査院のウェブサイトにも掲載されています。

表１

開催日 主な議事内容

第94回 平成21年 １．平成１９年（情）諮問第６号〔航空幕僚監部の平成１０年度

4月23日 「航空自衛隊の部隊史」の特定の頁のうちの一部開示決定に関

する件〕 … 調査審議

２．平成２０年（情）諮問第２号〔陸上幕僚監部の平成１０年度

「陸上自衛隊史」の特定の頁のうちの一部開示決定に関する件〕

… 調査審議

３．平成２０年（情）諮問第１号〔国民年金保険料の強制徴収に

係る検査資料等の不開示決定等に関する件〕 … 調査審議

第95回 5月27日 １．平成２１年（情）諮問第３号 〔会計検査院事務総長が平成２

０年８月に特定番号で受け付けた行政文書開示請求に対する不

開示決定に関する件〕… 調査審議

２．平成２１年（情）諮問第１号 〔平成１９年度決算検査報告に

掲記された特定の地方公共団体における国土交通省所管国庫補

助金の不適正な経理処理について、補助金予算科目が特定でき

る資料の不開示決定に関する件〕… 会計検査院からの口頭説明

聴取等の調査審議

３．平成２０年（情）諮問第２号 … 調査審議

４．平成２０年（情）諮問第１号 … 調査審議

第96回 7月 1日 １．平成２１年（情）諮問第２号〔陸上幕僚監部の平成１８年度

「陸上自衛隊史」の特定の頁のうちの一部開示決定に関する件〕

… 調査審議

２．平成２０年（情）諮問第１号 … 調査審議

３．平成１９年（情）諮問第２号〔検査課業務の手引の不開示決

定に関する件〕 … 調査審議

第97回 7月29日 １．平成２１年（情）諮問第３号 … 会計検査院からの口頭説明

聴取等の調査審議

２．平成１９年（情）諮問第２号 … 調査審議
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第98回 9月 9日 １．平成２０年（情）諮問第１号 … 会計検査院からの口頭説明

聴取等の調査審議

２．平成１９年（情）諮問第２号 … 調査審議

３．平成２１年（情）諮問第３号 … 調査審議

第99回 10月14日 １．平成２１年（情）諮問第３号 … 調査審議

２．平成２１年（情）諮問第４号〔会計検査院事務総長が平成２

１年２月に特定番号で受け付けた行政文書開示請求に対する不

開示決定に関する件〕 … 調査審議

３．平成２１年（情）諮問第１号 … 調査審議

４．平成２０年（情）諮問第１号 … 調査審議

第100回 11月11日 １．平成２１年（情）諮問第４号 … 調査審議

２．平成２１年（情）諮問第２号 … 調査審議

３．平成２１年（情）諮問第１号 … 調査審議

第101回 12月 9日 １．平成２１年（情）諮問第４号 … 調査審議

２．平成２０年（情）諮問第１号 … 調査審議

第102回 平成22年 平成２０年（情）諮問第１号 … 調査審議

3月10日
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２ 諮問事件の処理状況

平成２１年度においては、情報公開関係の１件が審査会に諮問され、前年度以前

に諮問され２１年度に処理が持ち越された情報公開関係７件と合わせた計８件の諮

問事件の同年度末現在の処理状況は表２のとおりとなっています。

表２ 諮問事件の処理状況

〈情報公開関係〉 単位：件

答 申 区 分
諮問件数 ２１年度 ２１年 ２１年

における 諮問庁の 諮問庁の 諮問庁の 度にお 度末現
答申件数 判断は妥 判断は一 判断は妥 ける取 在の処

当でない 部妥当で 当 下げ件 理中の
ない 数 件数

８ ８ ０ ４ ４ ０ ０

（注）諮問件数には、前年度からの持越し７件を含む。

〈個人情報保護関係〉

該当なし
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（参考） 諮問事件の処理状況の推移
〈情報公開関係〉 単位：件

答 申 区 分
年 度 諮 問 答申件数 取下げ 各年度

件 数 諮 問 庁 諮問庁の 諮問庁の 件 数 末現在
の 判 断 判断は一 判断は妥 の処理
は 妥 当 部妥当で 当 中の件
で な い な い 数

平成13年度 １０ １ ０ ０ １ ０ ９

平成14年度 １６ ６ ０ ５ １ ０ １０

平成15年度 １９ １１ ０ ５ ６ ０ ８

平成16年度 ８ ４ ０ ０ ４ ０ ４

平成17年度 ８ ４ ０ ２ ２ ０ ４

平成18年度 １０ ６ ０ ３ ３ ０ ４

平成19年度 １０ ３ ０ ０ ３ ０ ７

平成20年度 １３ ６ ０ ０ ６ ０ ７

平成21年度 ８ ８ ０ ４ ４ ０ ０

（注）諮問件数には、前年度末現在の処理中の件数を含む。

〈個人情報保護関係〉 単位：件

答 申 区 分
年 度 諮 問 答申件数 取下げ 各年度

件 数 諮 問 庁 諮問庁の 諮問庁の 件 数 末現在
の 判 断 判断は一 判断は妥 の処理
は 妥 当 部妥当で 当 中の件
で な い な い 数

平成17年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成18年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

平成19年度 ４ ２ ０ ０ ２ ０ ２

平成20年度 ４ ４ ０ ０ ４ ０ ０

平成21年度 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

（注）諮問件数には、前年度末現在の処理中の件数を含む。
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３ 答 申

審査会における調査審議の結果得られた結論は、答申として決定し、答申書を会

計検査院長に交付します。また、不服申立人及び参加人に対して答申書の写しを送

付するとともに、一般に対しては答申の内容（答申から個人情報等を除いたもの）

を公表しています（準用審査会設置法第１６条）。

会計検査院長は、審査会の答申を踏まえ、不服申立てに対する裁決を行います。

会計検査院長が裁決を行うに当たっては、法令上、答申を尊重すべき義務が特に規

定されているわけではありませんが、審査会が設けられた趣旨にかんがみ、当然こ

れを尊重すべきであり、これに従わない場合には、答申に示された理由を上回る説

得力をもった理由を対外的に明らかにすることが実際上必要になると考えられま

す。

審査会では、平成２１年度に、表３のとおり、情報公開関係８件の答申を行いま

した。

各答申の内容は１４頁以降のとおりとなっています（各答申の掲載頁は表３参

照）。

表３ 答申の状況等

〈情報公開関係〉

諮問 諮問日 掲 (参考)裁決の状況

事 件 名 答申区分 載

番号 答申日 頁 裁決日 裁決

平成 19. 9.14 航空幕僚監部の平成１０年度 諮問庁の 14 21. 5.13 申立て

19年 21. 4.24 「航空自衛隊の部隊史」の特 判断は 一部認

(情) 定の頁のうちの一部開示決定 一部妥当 容（答

諮問 に関する件 ではない 申と同

第６ 様）

号

平成 20. 3.24 陸上幕僚監部の平成１０年度 諮問庁の 30 21. 6.11 申立て

20年 21. 6. 4 「陸上自衛隊史」の特定の頁 判断は 一部認

(情) のうちの一部開示決定に関す 一部妥当 容（答

諮問 る件 ではない 申と同

第２ 様）

号
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諮問 諮問日 掲 (参考)裁決の状況

事 件 名 答申区分 載

番号 答申日 頁 裁決日 裁決

平成 19. 3.22 検査課業務の手引の不開示決 諮問庁の 44 21.10.26 申立て

19年 21. 9.10 定に関する件 判断は 一部認

(情) 一部妥当 容（答

諮問 ではない 申と同

第２ 様）

号

平成 21. 3.19 会計検査院事務総長が平成２ 諮問庁の 76 21.11. 4 申立て

21年 21.10.15 ０年８月に特定番号で受け付 判断は 棄却（答

(情) けた行政文書開示請求に対す 妥当 申と同

諮問 る不開示決定に関する件 様）

第３

号

平成 21. 2.20 平成１９年度決算検査報告に 諮問庁の 80 21.11.26 申立て

21年 21.11.16 掲記された特定の地方公共団 判断は 棄却（答

(情) 体における国土交通省所管国 妥当 申と同

諮問 庫補助金の不適正な経理処理 様）

第１ について、補助金予算科目が

号 特定できる資料の不開示決定

に関する件

平成 21. 2.26 陸上幕僚監部の平成１８年度 諮問庁の 94 21.11.26 申立て

21年 21.11.16 「陸上自衛隊史」の特定の頁 判断は 棄却（答

(情) のうちの一部開示決定に関す 妥当 申と同

諮問 る件 様）

第２

号

平成 21. 9. 2 会計検査院事務総長が平成２ 諮問庁の 106 22. 3. 5 申立て

21年 21.12.10 １年２月に特定番号で受け付 判断は 棄却（答

(情) けた行政文書開示請求に対す 妥当 申と同

諮問 る不開示決定に関する件 様）

第４

号

平成 20. 3.10 国民年金保険料の強制徴収に 諮問庁の 110 22. 3.29 申立て

20年 22. 3.11 係る検査資料等の不開示決定 判断は 一部認

(情) 等に関する件 一部妥当 容（答

諮問 ではない 申と同

第１ 様）

号
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諮問事件：

諮問番号：平成１９年（情）諮問第６号

事 件 名：航空幕僚監部の平成１０年度「航空自衛隊の部隊史」の特定の頁

のうちの一部開示決定に関する件

諮 問 日：平成１９年 ９月１４日

答 申 日：平成２１年 ４月２４日

答申書

第１ 審査会の結論

航空幕僚監部の平成１０年度「航空自衛隊の部隊史」全文の開示請求の

対象として特定された「平成１０年度航空自衛隊史」における特定の頁に

つき、その一部を不開示とした決定については、不開示とした部分のうち、

以下の部分を開示することが妥当である。

① １０検査年次において会計検査院が実施した会計検査に係る具体的な

検査事項等の検査活動の内容に関する情報が記録されているとされた部

分のうち、７０頁９行目２９文字目から同１０行目２４文字目までの記

載

② １０検査年次において会計検査院が実施した会計検査に係る具体的な

検査事項等の検査活動の内容に関する情報が記録されているとされた部

分のうち、７０頁１２行目「(3)細部状況」を表す次頁にわたる表中、

「区分」欄の行にある「対象基地及び対象部隊等」欄の右隣の欄の記載

及び「時期」欄の列にある「計」欄の行の右端の欄に記載された合計数

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく開示

請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が１９年７月２６日付け１

９０普第２０９号により行った一部開示決定について、不開示とした部分

の決定の取消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、意見書及び審査請求書

の記載によると、おおむね以下のとおりである。

ア 記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべき

である。
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イ 会計検査院の主張は、本件の不開示部分を公表した場合、当該受検庁

に不利益が生じ、それによって受検庁からの検査協力が得られなくなる

ということに要約できる。

そこで本件の不開示部分を公表した場合に当該受検庁に不利益が生ず

るか否かについては、当該受検庁が判断すべき事項である。

会計検査院の主張は全て推測に過ぎず、当該受検庁に対してその公表

について意見を聴取した形跡すら見られない。

まずは受検庁の判断を仰ぐべきである。

ウ 本件開示決定通知書は、当該文書のどの部分を不開示としたか具体的

に特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる。また、技術

的なミスによって誤った部分に被膜が施される可能性があるため、不開

示部分の特定（何頁の何行目という形で）がなされるべきである。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 事案の移送

本件開示請求は、防衛大臣に対し、「航空幕僚監部の平成１０年度「航

空自衛隊の部隊史」全文」の開示を求めたものである。

この開示請求に対し、防衛大臣は、航空幕僚監部で作成した「平成１

０年度航空自衛隊史」を特定した上、当該航空自衛隊史のうち７０頁及

び７１頁（以下、これらの２頁を「本件対象文書」という。）について

は、これらに記録された情報の一部に会計検査院の検査事務に係るもの

が含まれているとして、法第１２条第１項の規定に基づき、処分庁に事

案を移送した。

(2) 不開示決定

事案の移送を受けた処分庁は、本件対象文書の「会計監査及び会計検

査」についての情報が記録された部分のうち、１０検査年次において会

計検査院が実施した会計検査に係る具体的な検査事項、検査の結果等に

関する情報については不開示とし、会計検査の実施状況、内部監査の実

施状況及び広報についての情報については、法に規定する不開示情報の

いずれにも該当しないとの判断から、当該情報が記録された部分は開示

とする旨の一部開示決定を行った。

(3) 審査請求の提起

審査請求人は、上記一部開示決定の処分を不服として、１９年８月６

日付けで審査請求を提起した。

２ 本件対象文書に記録された情報の内容
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(1) 航空自衛隊史

航空幕僚監部等の各部隊等は、「航空自衛隊の部隊史に関する達」（昭

和３９年５月３０日航空自衛隊達第２８号）に基づき、各部隊等におけ

る業務実施の経過を明らかにし、併せて将来における隊務等の運営のた

めの参考に資するため、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間

における各部隊等の主要な史実を記録した部隊史を作成することとされ

ている。

上記部隊史のうち航空幕僚監部で作成するものを「航空自衛隊史」と

称し、航空幕僚監部に関する事項及び航空自衛隊全般に関する主要事項、

すなわち、業務計画に従って実施した事項として、「編制及び編成に関

する事項」、「情報に関する事項」、「防衛及び警備に関する事項」、「監

理及び監察に関する事項」、「その他特に重要な事項」等を記載するこ

ととされている。

(2) 本件対象文書に記録された情報

本件対象文書は、航空幕僚監部で作成した「平成１０年度航空自衛隊

史」（１０年４月１日から１１年３月３１日までの１年間における航空

幕僚監部の部隊史）のうち「会計監査及び会計検査」等が記録された７

０頁及び７１頁であり、主な記載内容は、次のとおりである。

ア 「(1) 平成１０年度会計実地監査実施状況」

ここには、１０年度に、航空幕僚監部が実施した会計実地監査にお

ける各方針とともに、これらの各方針に基づき航空幕僚監部が特定の

航空自衛隊の基地・部隊等（「７８基地等」）を対象として会計実地

監査を実施したことが記録されている。

イ 「(2) 平成９年度会計決算検査受検状況」

ここには、１０年１月から同年１２月までの間に、会計検査院が航

空幕僚監部及び特定の航空自衛隊の基地・部隊等（「基地等５０か

所」）を対象として実地検査を実施したこと、そして、不開示とした

部分として、同院が実施した会計検査に係る具体的な検査事項等の検

査活動の内容（７０頁９行目２９文字目から同１０行目２４文字目ま

での記載。以下「不開示部分１」という。）及び検査の結果等（同１

０行目２５文字目から同１１行目２７文字目までの記載。以下「不開

示部分２」という。）に関する情報が記録されている。

ウ 「(3) 細部状況」

ここには、表形式により、１０年１月から１１年３月までの間の各

月ごとに、航空幕僚監部が前記アの監査の対象とした特定の航空自衛
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隊の基地・部隊等（「７８基地等」）のそれぞれの名称及びその合計

数、会計検査院が上記イの実地検査の対象とした航空幕僚監部及び特

定の航空自衛隊の基地・部隊等（「基地等５０か所」）のそれぞれの

名称及びその合計数、並びに、不開示とした部分として、同院が実施

した会計検査に係る具体的な検査事項等の検査活動の内容（７０頁１

２行目「(3)細部状況」を表す次頁にわたる表中、「区分」欄の行に

ある「対象基地及び対象部隊等」欄の右隣の欄の記載、「時期」欄の

列にある「４月」欄から「７月」欄までの各行の右端の欄の記載及び

「時期」欄の列にある「計」欄の行の右端の欄に記載された合計数。

以下「不開示部分３」といい、不開示部分１、不開示部分２及び不開

示部分３を合わせて「本件不開示部分」という。）に関する情報が記

録されている。

３ 具体的な検査事項、検査の結果等に関する情報の不開示情報該当性

本件不開示部分は、会計検査院が１０検査年次において実施した会計検

査に係る具体的な検査事項、検査の結果等に関する情報である。

一般に、これらの情報が公にされた場合には、次の(1)から(4)までのよ

うなおそれがある。

(1) 受検庁等の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、現行制度上、捜査機関が行う犯罪

捜査等とは異なり、あくまでも受検庁等の理解と協力を得て行われるも

のである。したがって、検査の実施に当たっては、会計検査院が「常時」

会計検査を実施し、「会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正

を図る」（会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２０条第２項）

という会計検査の目的の適切かつ効果的な達成を図るためには、同院と

受検庁が検査する者と検査される者としての一定の緊張関係を保ちつ

つ、一定の信頼関係・協力関係に立つことが必要となる。

そして、検査過程では、会計検査院と受検庁との間で率直な意見の交

換ないし真剣かつ真摯な討議が行われることが重要である。なぜなら、

会計検査院が常時会計検査を実施することを通じ上記のような検査の目

的を適切かつ効果的に達成していくためには、検査の結果等に関する相

互の率直な意見の交換ないし真剣かつ真摯な討議を通じ、同院と受検庁

が事実関係の正確な把握及びこれに対する適切な評価を共有することが

必要となるからである。

このようなことから、会計検査院では、審理・判断の過程を経て最終

的な検査官会議の議決を経た最終的・確定的な検査の結果等に関する情
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報以外のもの、すなわち、検査過程又は審理・判断の過程における未成

熟な検査の結果等に関する情報については、従来、不公表としている。

また、受検庁等では、審理・判断の過程を経て最終的な検査官会議の

議決を経た最終的・確定的なもの以外の検査の結果等に関する情報につ

いては、その性質上公表されないものであることを前提として会計検査

院の検査に協力し、各種の検査資料の提出等、これらに関する所要の説

明を含む同院との率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣か

つ真摯な討議等を行っているのであり、最終的・確定的なもの以外の検

査の結果等に関する情報がその性質上公表されないものであることは、

受検庁等の同院の検査に対する理解と協力の前提である。

そして、不開示部分１及び不開示部分３は、いずれも１０検査年次の

検査過程において、会計検査院が実施した会計検査に係る具体的な検査

事項等の検査活動の内容に関する情報であり、このような検査活動は、

航空幕僚監部等の同院の会計検査に対する理解と協力を得て行われてい

る。

また、不開示部分２は、１０検査年次において会計検査院が実施した

会計検査に係る具体的な検査の結果等に関する情報であり、審理・判断

の過程を経て最終的な検査官会議の議決を経たもの以外の検査の結果等

に関する情報であるとともに、検査過程又は審理・判断の過程それ自体

に関する情報でもある。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院の検

査過程又は審理・判断の過程における情報の不公表に対する当該受検庁

又は受検庁一般等の信頼を損ね、同院の検査に対する受検庁等の理解と

協力の前提を掘り崩し又は同院に対する不信感を呼び起こし、現在又は

将来の検査過程における各種の検査資料の円滑な提出を含む同院と受検

庁との間の率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯

な討議の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある。

よって、このような情報を公にすることは、会計経理の適正を期し、

是正を図るなどの会計検査の目的の適切かつ効果的な実現を図ることに

著しい支障を及ぼすおそれ、すなわち、会計検査院の正確な事実の把握

を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にするなどのおそれがあり、また、特定の受検庁等に不

当に不利益を及ぼすおそれがある。

(2) 受検庁等による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

また、上記(1)のとおり、会計検査院の実施する会計検査は受検庁等
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の理解と協力を得て行われるものであるが、同院が検査の結果等を決算

検査報告等に掲記し、公表することが受検庁に対する社会的非難を招来

するなど多方面に大きな影響を及ぼす場合があることなどから、同院に

よる実地検査の実施に当たっては、受検庁等による関係者の口裏合わせ、

関係書類の改ざんといった隠ぺい工作等の不適切な会計検査対応が行わ

れる例も見受けられる。

このような不適切な会計検査対応は、組織的な不正経理等の事態に対

する検査ではしばしば見受けられるところであるが、必ずしもそのよう

な検査事例に限られるものではない。また、会計検査院が行う資料提出

要求に対し、当該資料を提出した場合にこれが公にされるおそれがある

などとして、受検庁等においてその提出をちゅうちょし又はこれに難色

を示す場合も少なくない。

このような会計検査の現実を踏まえれば、このような情報が公にされ

た場合には、現在又は将来の検査過程において、当該受検庁又は受検庁

一般等により当該不開示情報の開示を理由ないし口実とする不適切な会

計検査対応が行われ、会計検査院として必要な検査資料の提出等が得ら

れない事態を招来するおそれがあり、もって同院による正確な事実の把

握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするなどのおそれがある。

(3) 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

会計検査院では、その実施した検査の結果等に関する情報については、

同院内部における慎重かつ周到な審理・判断の過程を経て最終的な検査

官会議の議決を経た最終的・確定的なもののみを各年度の決算検査報告

等に掲記し、その正式な指摘事項等として公表することとする一方で、

それ以外の検査の結果等に関する情報については不公表としてきたとこ

ろである。したがって、最終的な検査官会議の議決を経ていない検査の

結果等に関する情報は、最終的・確定的な検査の結果等に関する情報と

は質的・性格的に異なる未成熟な情報であり、現行の会計検査制度上そ

の公表が予定されないものである。

また、外部の圧力・干渉等を排除し、会計検査院内部の審理・判断の

過程の各段階の出席者相互間において自由で率直な議論ないし意見交換

等が活発に行われ多角的な観点からの審議・検討を重ねることを実質的

に保障するため、検査過程又は審理・判断の過程それ自体に関する情報

についても、当該検査過程又は審理・判断の過程が継続中であるか終了

しているかにかかわらず不公表としてきたところである。
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そして、不開示部分１及び不開示部分３は、いずれも１０検査年次の

検査過程において、会計検査院が実施した会計検査に係る具体的な検査

事項等の検査活動の内容に関する情報であり、当該情報からは、同院の

具体的な検査事項、検査上の関心、検査手法等を知り又は推認すること

が可能であり、また、当該情報は、検査上の秘密に属する情報に該当す

る。

また、不開示部分２は、１０検査年次において会計検査院が実施した

会計検査に係る具体的な検査の結果等に関する情報であり、審理・判断

の過程を経て最終的な検査官会議の議決を経たもの以外の検査の結果等

に関する情報であるとともに、検査過程又は審理・判断の過程それ自体

に関する情報でもある。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院内部

における公正・慎重な審理・判断を確保するために設けられた審理・判

断の過程の手続的な意義を損ねるのみならず、同院に対する外部の不当

な圧力・干渉等を招来するなどして、同院内部の審理・判断の過程の各

段階における出席者相互間の自由で率直な意見交換等に基づく多角的な

観点からの慎重かつ周到な審理・判断に支障を及ぼすおそれがある。

(4) 具体的な検査上の関心、検査手法等に関する情報が外部に流出するお

それ

会計検査院の検査活動は、その性質上一定の密行性ないし秘密性を有

するものであり、ある検査箇所に係る具体的な検査事項、検査上の関心、

検査手法、検査の結果等に関する情報は、基本的に検査上の秘密に属す

るものであって、これらに関する情報については、現在又は将来の検査

過程における同種又は類似の検査事項に対する厳正かつ効果的な検査の

実施のために同院内部に蓄積され、外部には秘匿されるべき性質のもの

である。

そして、不開示部分１及び不開示部分３は、いずれも１０検査年次の

検査過程において、会計検査院が実施した会計検査に係る具体的な検査

事項等の検査活動の内容に関する情報であり、当該情報からは、同院の

具体的な検査事項、検査上の関心、検査手法等を知り又は推認すること

が可能であり、また、当該情報は、検査上の秘密に属する情報に該当す

る。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院が現

在又は将来の検査過程で同種又は類似の検査事項に対する検査を実施す

る場合において、上記のような検査上の秘密に属する情報又はこれを推



- 21 -

認することが可能な情報を受検庁一般等に察知され、同院の実地検査の

実施等に備え、あらかじめ周到な実地検査対策を施され又は所要の検査

資料の収集が阻害されるなどして、厳正かつ効果的な検査の実施に支障

を及ぼすおそれがある。

すなわち、このような情報を公にすることは、会計検査院の正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にするなどのおそれがあり、また、特定の受検

庁等に不当に利益を与えるおそれがある。

４ 本件不開示部分の不開示情報該当性

(1) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

ア 前記３の(1)、(2)及び(4)において論じた点を踏まえると、本件不

開示部分は、この情報を「公にすることにより」、会計検査院が検査

過程で「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当

な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」（法第５

条第６号イ）があり、不開示情報に該当する。

イ 本件不開示部分は、会計検査院が行う検査の過程又は審理・判断の

過程における事務に関する情報であり、法第５条第６号柱書きに規定

する「国の機関」が行う「事務」に関する情報に該当する。そして、

本件不開示部分が公にされた場合に生ずるおそれとは、前記３の(3)

で論じたとおりである。

したがって、本件不開示部分は、この情報を「公にすることにより」、

会計検査院の「検査」に関する「事務」の「性質上」、「当該事務」

の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」（法第５条第６号柱書き）が

あり、不開示情報に該当する。

(2) 法第５条第５号該当性

本件不開示部分は、会計検査院内部又は同院と受検庁等との間の「審

議、検討又は協議」に関する情報であり、法第５条第５号に規定する「国

の機関」の「内部又は相互間」における「審議、検討又は協議に関する

情報」に該当する。

そして、前記３の(1)、(3)及び(4)において論じた点を踏まえると、

本件不開示部分を公にすることにより、会計検査院と受検庁との間の率

直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な討議の実施

に著しい支障を及ぼすおそれ、同院内部における率直な意見の交換等を

不当に損ね、同院の独立機関としての意思決定の中立性を不当に損ねる

おそれ及び同院の現在又は将来の検査過程における厳正かつ効果的な検
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査の実施に支障を及ぼすなどし、特定の受検庁等に不当に利益を与え又

は不利益を及ぼすおそれがある。

したがって、本件不開示部分は、この情報を「公にすることにより」、

検査過程又は審理・判断の過程における「率直な意見の交換若しくは意

思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」及び会計検査院の検査に関

係する「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」

（法第５条第５号）があり、不開示情報に該当する。

(3) 不開示部分の特定

本件審査請求人は、１９年８月６日付けの審査請求書において、「本

件開示決定通知書は、当該文書のどの部分を不開示としたか具体的に特

定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる」などと主張して

いる。

しかし、処分庁は、本件開示決定通知書の別紙「第２ 不開示とした

部分及びその理由」のうち「（不開示とした部分）」に係る記載により

内容的に本件不開示部分を特定するとともに、当該記載と本件開示実施

文書（１９年８月１０日に本件審査請求人あてに発送したスキャナによ

り電子化してフロッピーディスクに格納したＰＤＦファイル）の両者に

よっても本件不開示部分を特定しているため、本件審査請求人の主張は

認められない。

(4) 部分開示の要否

処分庁は、前記３、４の(1)及び(2)のとおり、本件不開示部分の不開

示情報該当性について検討を行った上、法第５条第６号（イ及び柱書き）

及び第５号に規定する不開示情報に該当する「ひとまとまり」の部分を

除いた残りの部分を既に部分開示しており、この「ひとまとまり」の不

開示情報とは、「最小限の有意な情報」における不開示情報と同旨であ

るから、これを更に細分化して部分開示することはできない。

(5) 諮問庁の所見

以上のことから、本件対象文書の一部を不開示とした処分は妥当であ

る。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成１９年 ９月１４日 諮問書の収受

② 平成２０年 １月２３日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 １月３１日 諮問庁の職員（会計検査院第２局防衛検査

第３課長ほか）からの口頭説明の聴取、本
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件対象文書の見分及び審議

④ 同年 ２月１３日 審査請求人から意見書を収受

⑤ 同年 ８月 ６日 審議

⑥ 同年１０月 ８日 審議

⑦ 平成２１年 １月２０日 審議

⑧ 同年 ２月１９日 審議

⑨ 同年 ３月１８日 審議

⑩ 同年 ４月２３日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件諮問事件は、開示請求を受けた防衛大臣が、本件対象文書を開示請

求の対象文書として特定した上で、処分庁に移送した事案に係るものであ

る。

上記移送を受けて、処分庁は、１９年７月に本件対象文書の一部である

本件不開示部分を不開示とする決定を行った。そして、この処分に対する

審査請求を受けて、諮問庁は当審査会に対する諮問を行っている。

審査請求人は、本件一部開示決定の取消しを求めているため、同決定を

対象として、以下、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書、本件不開示部分について

本件対象文書は、防衛大臣に対し、航空幕僚監部の平成１０年度「航空

自衛隊の部隊史」全文として開示請求があった「平成１０年度航空自衛隊

史」のうち、会計検査院の検査事務に係る情報が含まれているとして、処

分庁に移送された７０頁及び７１頁の２頁分である。

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件不開示部分については、１０検査年次において会計検査院が実施した会

計検査に係る検査事項等の検査活動の内容及び検査の結果等に関する情報

が記録されていると認められる。

３ 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱い等について

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関する

情報の取扱い等については、次のような事情が認められる。

(1) 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えのように直接

的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過程に

おいて、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、同院が指定し

た形式に基づく各種の検査資料の作成・提出を求めるなどして、事実関



- 24 -

係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合に

は、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、当該

事態及びその発生原因に関する所見等を記載した質問文書を受検庁に発

遣し、質問文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領することな

どの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるととも

に、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を

有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生原因の

究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

(2) 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣から

独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等が及

ぼす影響の大きさなどにかんがみ、同院内部に何段階にもわたる慎重な

審理・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。そして、

会計検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に検査官会議

の議決を経た検査の結果等のみを決算検査報告に掲記するなどし、正式

な指摘事項等として公表することとしている。

(3) 検査過程及び審理・判断の過程の不公表の取扱い

会計検査院では、上記(1)及び(2)のような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよう、

すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換・討議

等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、中立的な

立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことができるよう、

これらの過程における情報は外部に公表しないという立場をとってい

る。

(4) 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査を

実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方で、国

等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査の目的を

達成するため、一定の信頼関係・協力関係にもあるものと考えられる。

会計検査院と受検庁との間では、検査過程における検査の結果等に関

する情報は、あくまで検査の一過程におけるものであって、最終的な結

論と異なることの少なくない未成熟なものであるという前提がある。

そして、前記(2)のように、会計検査院の正式な検査の結果等とされ
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るのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て決算検査報告に掲

記するなどされたもののみであるというのが同院の取扱いであり、この

最終的な意思決定に至るまでの間においては、問題とされた事態につい

て、事実関係の認識及びこれに対する評価を共有するなどのため、同院

と受検庁との間で十分な情報・資料に基づいて率直な意見交換及び様々

な角度からの十分な討議を行い、それらも踏まえて慎重な審理・判断を

行うことが必要とされている。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、質問文書と回

答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資料等

の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意見交換

等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検査院と受

検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資料や質問文

書・回答文書の内容等は、そのまま外部に公表されるものではないとい

う信頼の下で、その提出及び授受等が行われているものと認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とする検査

過程及び検査の結果等に関する審理・判断の過程における不公表の取扱

いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・資料の提供及び収

集と率直な意見交換等を確保する上で理由のないものではないと認めら

れる。

４ 不開示情報該当性について

上記１から３までの事情を前提に、当審査会において見分した本件対象

文書の具体的内容を踏まえつつ、本件不開示部分の不開示情報該当性を各

部分ごとに検討する。

(1) 不開示部分１について

不開示部分１は、１０検査年次において、会計検査院が航空幕僚監部

等に対し実施した会計検査に係る具体的な検査事項等の検査活動の内容

に関する情報であるとして、処分庁により不開示とされている。

しかし、不開示部分１に記録された情報は、会計検査院第２局防衛検

査第３課における航空幕僚監部の対象基地等に対する検査事項が、第三

者においても当該対象基地等の業務等の内容から容易に推測できる程度

の表現で記載されているに過ぎず、また、この検査事項に基づいて実施

した検査の実施状況が併せて総括的に記載されているに過ぎないもので

ある。

このため、このような情報が公にされたとしても、そこから諮問庁が

主張する会計検査院の具体的な検査事項、検査上の関心、検査手法等が
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明らかになるものとは認められない。

したがって、不開示部分１に記録された情報は、法第５条第６号イ及

び同号柱書きに規定する不開示情報に該当するとは認められない。

また、この情報は、国の機関の内部又は相互間における審議、検討又

は協議に関する情報にも該当しないので、法第５条第５号に規定する不

開示情報に該当するとは認められない。

以上のことから、不開示部分１は、開示することが妥当である。

(2) 不開示部分２について

不開示部分２に記録された情報は、１０検査年次において、会計検査

院が航空幕僚監部等に対し実施した会計検査に係る具体的な検査の結果

に関する情報であり、検査過程又は審理・判断の過程それ自体に関する

情報でもある。

そして、本件対象文書は会計検査院が検査過程等で作成・取得したも

のではないが、不開示部分２に記録された情報が上記のとおり会計検査

に係る具体的な検査の結果に関する情報や検査過程又は審理・判断の過

程それ自体に関する情報である以上、このような情報が公にされた場合

に生ずるおそれは、同院が検査過程等で作成・取得した文書に記録され

た同様の情報が公にされた場合に生ずる下記のおそれと異なるものでは

ない。

すなわち、このような情報が公にされた場合には、前記３の(4)に記

述した会計検査院の検査過程又は審理・判断の過程における情報の不公

表の取扱いに対する当該受検庁の信頼を損ない、今後の検査の実施に当

たり、同院と当該受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあると認められる。

前記３の(1)のとおり、会計検査院には、検査によって正確な事実を

把握し、不適切な事態を単に摘発するのみでなく、その真の発生原因を

究明して、その是正改善を促すという積極的な機能が期待されている。

このため、通常、事実関係等について最もよく知り得る立場にあり、ま

た、当該事態とその是正改善についての第一次的な責任と権限を有して

いる受検庁との間で十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換

等を行うことは、会計検査院の検査にとって必須のものである。

よって、これらに支障が生じた場合には、会計検査院において、十分

な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原因を究明すると

ともに、実効ある是正改善方策を追求することなどを困難にするおそれ

があると認められる。
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さらに、諮問庁は、上記のような支障は、当該受検庁との関係におい

てのみではなく、現在又は将来における受検庁一般等との関係において

も生じ得ると主張している。すなわち、会計検査院によって検査過程等

における情報の内容が公にされたという事実をとらえ、検査過程等の不

公表の取扱いに対する信頼が崩れたとし、これを理由ないし口実として

他の受検庁から検査に対する十分な協力が得られなくなるおそれがあ

り、同院とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張している。

会計検査院と受検庁とは、一般に、検査を実施する者と検査を受ける

者という立場で常に緊張関係にある。そして、受検庁によっては、検査

の結果等が決算検査報告に掲記されるなどして公表されることを極力回

避しようとする場合等には、不適切な会計検査対応が行われることもあ

るという事情も考慮すると、このような諮問庁の主張も決して理由のな

いものではないと考えられる。

したがって、不開示部分２に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、同条第６号柱書き及び第５号該当性について判断するまでもな

く、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(3) 不開示部分３について

ア 不開示部分３に記録された情報のうち、「(3)細部状況」を表す次

頁にわたる表中、「区分」欄の行にある「対象基地及び対象部隊等」

欄の右隣の欄の記載及び「時期」欄の列にある「計」欄の行の右端の

欄に記載された合計数は、１０検査年次において、会計検査院が航空

幕僚監部等に対し実施した会計検査に係る具体的な検査事項等の検査

活動の内容に関する情報であるとして、処分庁により不開示とされて

いる。

しかし、これらの部分に記録された情報は、不開示部分１に記録さ

れた検査の実施状況に関する情報が表にまとめられたものに過ぎな

い。また、「時期」欄の列にある「計」欄の行の右端の欄に記載され

た合計数である数値自体からは、諮問庁が主張する会計検査院の具体

的な検査事項、検査上の関心、検査手法等が明らかになるものではな

い。

したがって、これらの部分については、前記(1)と同じ理由により、
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開示することが妥当である。

イ 不開示部分３に記録された情報のうち、「(3)細部状況」を表す次

頁にわたる表中、「時期」欄の列にある「４月」欄から「７月」欄ま

での各行の右端の欄の記載は、１０検査年次において、会計検査院が

航空幕僚監部の対象基地等に対し、不開示部分１に記録された検査事

項に基づいて実施した検査活動の内容に関する月別の詳細な情報であ

る。そして、これらの情報からは、会計検査院の検査上の関心を推認

することが可能である。

このため、このような情報が公になり、航空幕僚監部等以外の受検

庁一般等に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将

来において同種・類似の検査を行う場合の検査上の関心が推認され、

受検庁等においていわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどし

て、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ず

るおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にするこ

とにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められ

ることから、同条第６号柱書き及び第５号該当性について判断するま

でもなく、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、本件対象文書の不開示部分を公表した場合に当該受検庁

に不利益が生ずるか否かについては、当該受検庁が判断すべきであると主

張している。

しかし、本件対象文書には、前記のとおり、会計検査院が実施した会計

検査に係る具体的な検査事項等の検査活動の内容及び検査の結果等に関す

る情報という同院の事務と関連を有する情報が含まれている。このことか

ら、防衛大臣は、このような情報については会計検査院事務総長が開示の

是非をより適切に判断できるものと考え、法第１２条第１項の規定に基づ

き、同事務総長と協議を行った結果、移送の処理が行われ、処分庁である

同事務総長において開示決定等が行われたことに不適当とされる点はない

と認められる。

また、審査請求人は、本件行政文書開示決定通知書は、当該文書のどの

部分を不開示としたか具体的に特定しておらず、行政処分として違法の疑

いが持たれる、また、技術的なミスによって誤った部分に被膜が施される
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可能性があるため、不開示部分の特定（何頁の何行目という形で）がなさ

れるべきであると主張している。

しかし、本件行政文書開示決定通知書により、不開示とした部分は内容

的に特定されており、当該通知書の記載として不備があるとは言えないこ

とから、審査請求人の主張は採用することができない。

６ 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書につき、諮問庁が不開示とすべきである

としている部分のうち、「第１」に記載した部分は開示することが妥当で

あると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成２０年（情）諮問第２号

事 件 名：陸上幕僚監部の平成１０年度「陸上自衛隊史」の特定の頁のうち

の一部開示決定に関する件

諮 問 日：平成２０年 ３月２４日

答 申 日：平成２１年 ６月 ４日

答申書

第１ 審査会の結論

陸上幕僚監部の平成１０年度「陸上自衛隊史」全文の開示請求の対象と

して特定された「陸上自衛隊史（平成１０年度）」における特定の頁につ

き、その一部を不開示とした決定については、１０検査年次において会計

検査院が実施した会計検査に係る具体的な検査事項に関する情報が記録さ

れているとして不開示とした部分のうち、２４６頁下から１行目１７文字

目から２７文字目までの部分を開示することが妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく開示

請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が２０年２月２２日付け２

００普第６３号により行った一部開示決定について、不開示とした部分の

決定の取消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書の記載によ

ると、おおむね以下のとおりである。

ア 記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべき

である。

イ 本件開示決定通知書は、不開示該当頁の何行目を不開示としたか具体

的に特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる。また、技

術的なミスによって誤った部分に被膜が施される可能性があるため、不

開示部分の特定（何頁の何行目という形で）がなされるべきである。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 事案の移送
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本件開示請求は、防衛大臣に対し、「陸上幕僚監部の平成１０年度「陸

上自衛隊史」全文」の開示を求めたものである。

この開示請求に対し、防衛大臣は、陸上幕僚監部で作成した「陸上自

衛隊史（平成１０年度）」を特定した上、当該陸上自衛隊史のうち２４

６頁、２４７頁及び５０６頁（以下、これらの３頁を「本件対象文書」

という。）については、これらに記録された情報の一部に会計検査院の

検査事務に係るものが含まれているとして、法第１２条第１項の規定に

基づき、処分庁に事案を移送した。

(2) 不開示決定

事案の移送を受けた処分庁は、本件対象文書の「会計検査・会計監査」

についての情報が記録された部分のうち、１０検査年次において会計検

査院が実施した会計検査に係る具体的な検査事項、検査の結果等に関す

る情報については不開示とし、会計検査の実施状況、内部監査の実施状

況及び予算等についての情報については、法に規定する不開示情報のい

ずれにも該当しないとの判断から、当該情報が記録された部分は開示と

する旨の一部開示決定を行った。

(3) 審査請求の提起

審査請求人は、上記一部開示決定の処分を不服として、２０年３月４

日付けで審査請求を提起した。

２ 本件対象文書に記録された情報の内容

(1) 陸上自衛隊史

陸上幕僚監部等の各部隊等は、「陸上自衛隊の部隊史に関する達」（昭

和４３年９月２６日陸上自衛隊達第３２－４号）に基づき、年度におけ

る隊務実施の経過を明らかにして、将来における隊務運営の参考に資す

るため、部隊史を作成することとされている。当該部隊史は、４月１日

から翌年３月３１日までの１年間を作成年度とし、年度の隊務運営の方

針、隊務実施の概要、隷下部隊等の隊務実施の概要、異動及び年表等を

記述し、所要の参考資料及び写真・図表等を添付することとなっている。

そして、上記部隊史のうち、陸上幕僚監部で作成し、陸上幕僚監部の

施策、方針、業務の実施等及び各方面隊、長官直轄部隊等の概要を記述

するものを「陸上自衛隊史」という。

(2) 本件対象文書に記録された情報

本件対象文書は、陸上幕僚監部で作成した「陸上自衛隊史（平成１０

年度）」（１０年４月１日から１１年３月３１日までの１年間における

陸上自衛隊の部隊史）のうち、「会計検査・会計監査」等が記録された



- 32 -

２４６頁及び２４７頁並びに「会計検査院実地検査受検状況」が記録さ

れた５０６頁であり、主な記載内容は、次のとおりである。

ア 「ア 会計検査（平成９年度決算検査）」

ここには、１０年１月から同年７月までの間に、会計検査院が陸上

幕僚監部及び補給統制本部を始め、５個方面総監部、８個師団司令部、

全補給処等を含み、合計４７か所の駐屯地等を対象として実地検査を

実施したこと（具体的検査箇所、実施時期が５０６頁に「会計検査院

実地検査受検状況」として表形式で記載されている。）、そして、不

開示とした部分として、１０検査年次における同院の陸上自衛隊に対

する具体的な主要検査項目（２４６頁下から４行目２０文字目から下

から２行目１６文字目までの記載。以下「不開示部分１」という。）、

１０検査年次における同院の三幕（陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び

航空幕僚監部）横断に係る具体的な主要検査項目（２４６頁下から１

行目１７文字目から２４７頁１行目１９文字目までの記載。以下「不

開示部分２」という。）及び１０検査年次において同院が陸上自衛隊

に対して実施した会計検査に係る具体的な検査の結果等（２４７頁３

行目１５文字目から４行目１６文字目までの記載及び５行目２文字目

から４２文字目までの記載。以下「不開示部分３」といい、不開示部

分１、不開示部分２及び不開示部分３を合わせて「本件不開示部分」

という。）に関する情報が記録されている。

イ 「イ 会計監査」

ここには、１０年度における会計監査の実施数（陸上幕僚監部２回、

１４４個駐(分)屯地）及び監査結果が記録されている。

３ 具体的な検査事項、検査の結果等に関する情報の不開示情報該当性

本件不開示部分は、１０検査年次において会計検査院が実施した会計検

査に係る具体的な検査事項、検査の結果等に関する情報である。

一般に、これらの情報が公にされた場合には、次の(1)から(4)までのよ

うなおそれがある。

(1) 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、現行制度上、捜査機関が行う犯罪

捜査等とは異なり、あくまでも受検庁の理解と協力を得て行われるもの

である。したがって、検査の実施に当たっては、会計検査院が「常時」

会計検査を実施し、「会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正

を図る」（会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２０条第２項）

という会計検査の目的の適切かつ効果的な達成を図るためには、同院と
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受検庁が検査する者と検査される者としての一定の緊張関係を保ちつ

つ、一定の信頼関係・協力関係に立つことが必要となる。

そして、検査過程では、会計検査院と受検庁との間で率直な意見の交

換ないし真剣かつ真摯な討議が行われることが重要である。なぜなら、

会計検査院が常時会計検査を実施することを通じ上記のような検査の目

的を適切かつ効果的に達成していくためには、検査の結果等に関する相

互の率直な意見の交換ないし真剣かつ真摯な討議を通じ、同院と受検庁

が事実関係の正確な把握及びこれに対する適切な評価を共有することが

必要となるからである。

このようなことから、会計検査院では、審理・判断の過程を経て最終

的な検査官会議の議決を経た最終的・確定的な検査の結果等に関する情

報以外のもの、すなわち、検査過程又は審理・判断の過程における未成

熟な検査の結果等に関する情報については、従来、不公表としている。

また、受検庁では、審理・判断の過程を経て最終的な検査官会議の議

決を経た最終的・確定的なもの以外の検査の結果等に関する情報につい

ては、その性質上公表されないものであることを前提として会計検査院

の検査に協力し、各種の検査資料の提出等、これらに関する所要の説明

を含む同院との率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ

真摯な討議等を行っているのであり、最終的・確定的なもの以外の検査

の結果等に関する情報がその性質上公表されないものであることは、受

検庁の同院の検査に対する理解と協力の前提である。

したがって、本件不開示部分に記録された情報が公にされた場合には、

当該受検庁に不当に不利益を及ぼすおそれがあるほか、会計検査院の検

査過程又は審理・判断の過程における情報の不公表に対する当該受検庁

又は受検庁一般等の信頼を損ね、同院の検査に対する受検庁の理解と協

力の前提を掘り崩し又は同院に対する不信感を呼び起こし、現在又は将

来の検査過程における各種の検査資料の円滑な提出を含む同院と受検庁

との間の率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な

討議の実施に著しい支障を及ぼすおそれがある。

よって、このような情報を公にすることは、当該受検庁に不当に不利

益を及ぼすおそれがあるほか、会計経理の適正を期し、是正を図るなど

の会計検査の目的の適切かつ効果的な実現を図ることに著しい支障を及

ぼすおそれ、すなわち、会計検査院の正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難

にするなどのおそれがある。
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(2) 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

また、上記(1)のとおり、会計検査院の実施する会計検査は受検庁の

理解と協力を得て行われるものであるが、同院が検査の結果等を決算検

査報告等に掲記し、公表することが特定の受検庁等に対する社会的非難

を招来するなど多方面に大きな影響を及ぼす場合があることなどから、

同院による実地検査の実施に当たっては、受検庁等による関係者の口裏

合わせ、関係書類の改ざんといった隠ぺい工作等の不適切な会計検査対

応が行われる例も見受けられる。

このような不適切な会計検査対応は、組織的な不正経理等の事態に対

する検査ではしばしば見受けられるところであるが、必ずしもそのよう

な検査事例に限られるものではない。また、会計検査院が行う資料提出

要求に対し、当該資料を提出した場合にこれが公にされるおそれがある

などとして、受検庁等においてその提出をちゅうちょし又はこれに難色

を示す場合も少なくない。

このような会計検査の現実を踏まえれば、本件不開示部分に記録され

た情報が公にされた場合には、現在又は将来の検査過程において、当該

受検庁又は受検庁一般等により当該不開示情報の開示を理由ないし口実

とする不適切な会計検査対応が行われ、会計検査院として必要な検査資

料の提出等が得られない事態を招来するおそれがあり、もって同院によ

る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするなどのおそれがある。

(3) 具体的な検査事項、検査の着眼点等に関する情報が外部に流出するお

それ

会計検査院の検査活動は、その性質上一定の密行性ないし秘密性を有

するものであり、ある検査箇所に係る具体的な検査事項、検査上の関心、

検査の結果等に関する情報は、基本的に検査上の秘密に属するものであ

って、これらに関する情報については、現在又は将来の検査過程におけ

る同種又は類似の検査事項に対する厳正かつ効果的な検査の実施のため

に同院内部に蓄積され、外部には秘匿されるべき性質のものである。

なぜなら、上記のような情報が公にされた場合には、会計検査院が現

在又は将来の検査過程で同種又は類似の検査事項に対する検査を実施す

る場合において、当該受検庁又は受検庁一般等に同院の具体的な検査活

動の内容を察知され、同院の実地検査の実施等に備え、あらかじめ周到

な実地検査対策を施され又は所要の検査資料の収集が阻害されるなどし

て、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがあるからであ



- 35 -

る。

そして、本件不開示部分に記録された情報からは、会計検査院の具体

的な検査事項、検査の観点、検査の着眼点等、同院の具体的な検査活動

の内容に関する情報を知り又は推認することが可能である。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院の正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするなどのおそれがあり、また、特定

の受検庁等に不当に利益を与えるおそれがある。

(4) 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

会計検査院では、その実施した検査の結果等に関する情報については、

同院内部における慎重かつ周到な審理・判断の過程を経て最終的な検査

官会議の議決を経た最終的・確定的なもののみを各年度の決算検査報告

等に掲記し、その正式な指摘事項等として公表することとする一方で、

それ以外の検査の結果等に関する情報については不公表としてきたとこ

ろである。したがって、最終的な検査官会議の議決を経ていない検査の

結果等に関する情報は、最終的・確定的な検査の結果等に関する情報と

は質的・性格的に異なる未成熟な情報であり、現行の会計検査制度上そ

の公表が予定されないものである。

また、本件不開示部分に記録された情報からは、会計検査院の具体的

な検査事項、検査の観点、検査の着眼点等、同院の具体的な検査活動の

内容に関する情報を知り又は推認することが可能であり、また、本件不

開示部分に記録された具体的な検査の結果等に関する情報は、審理・判

断の過程を経て最終的な検査官会議の議決を経たもの以外の検査の結果

等に関する情報であるとともに、検査過程又は審理・判断の過程それ自

体に関する情報でもある。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院内部

における公正・慎重な審理・判断の過程の手続的な意義を損ねるのみな

らず、実際上も同院に対する外部の圧力・干渉等を招来するなどして、

同院内部の審理・判断の過程の各段階における出席者相互間の自由で率

直な意見交換等に基づく多角的な観点からの慎重かつ周到な審理・判断

に支障を及ぼすおそれがある。また、その職務の適正な遂行のために他

の国家機関に対し憲法上独立の地位を有する会計検査院の独立機関とし

ての意思決定の中立性を不当に損ねるおそれがある。

４ 本件不開示部分の不開示情報該当性

(1) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性
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ア 前記３の(1)、(2)及び(3)において論じた点を踏まえると、本件不

開示部分に記録された情報は、この情報を「公にすることにより」、

会計検査院が検査過程で「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする

おそれ」（法第５条第６号イ）があり、不開示情報に該当する。

イ 本件不開示部分に記録された情報は、会計検査院が行う検査の過程

又は審理・判断の過程における事務に関する情報であり、法第５条第

６号柱書きに規定する「国の機関」が行う「事務」に関する情報に該

当する。そして、本件不開示部分に記録された情報が公にされた場合

に生ずるおそれとは、前記３の(4)で論じたとおりである。

したがって、本件不開示部分に記録された情報は、この情報を「公

にすることにより」、会計検査院の「検査」に関する「事務」の「性

質上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」（法第５

条第６号柱書き）があり、不開示情報に該当する。

(2) 法第５条第５号該当性

本件不開示部分に記録された情報は、会計検査院内部又は同院と受検

庁との間の「審議、検討又は協議」に関する情報であり、法第５条第５

号に規定する「国の機関」の「内部又は相互間」における「審議、検討

又は協議に関する情報」に該当する。

そして、前記３の(1)、(3)及び(4)において論じた点を踏まえると、

本件不開示部分に記録された情報を公にすることにより、会計検査院と

受検庁との間の率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ

真摯な討議の実施に著しい支障を及ぼすおそれ、同院内部における率直

な意見の交換等を不当に損ね、同院の独立機関としての意思決定の中立

性を不当に損ねるおそれ及び同院の現在又は将来の検査過程における厳

正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすなどし、特定の受検庁等に不

当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。

したがって、本件不開示部分に記録された情報は、この情報を「公に

することにより」、検査過程又は審理・判断の過程における「率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」及び会

計検査院の検査に関係する「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれ」（法第５条第５号）があり、不開示情報に該当する。

(3) 不開示部分の特定

本件審査請求人は、２０年３月４日付けの審査請求書において、「本

件開示決定通知書は、不開示該当頁の何行目を不開示としたか具体的に
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特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる」などと主張し

ている。

しかし、処分庁は、本件開示決定通知書の別紙「第２ 不開示とした

部分及びその理由」のうち「（不開示とした部分）」に係る記載により

内容的に本件不開示部分を特定するとともに、当該記載と本件開示実施

文書（２０年３月７日に本件審査請求人あてに発送したスキャナにより

電子化してフロッピーディスクに格納したＰＤＦファイル）の両者によ

っても本件不開示部分を特定しているため、本件審査請求人の主張は認

められない。

(4) 部分開示の要否

処分庁は、前記３、４の(1)及び(2)のとおり、本件不開示部分に記録

された情報の不開示情報該当性について検討を行った上、法第５条第６

号（イ及び柱書き）及び第５号に規定する不開示情報に該当する「ひと

まとまり」の部分を除いた残りの部分を既に部分開示しており、この「ひ

とまとまり」の不開示情報とは、「最小限の有意な情報」における不開

示情報と同旨であるから、これを更に細分化して部分開示することはで

きない。

(5) 諮問庁の所見

以上のことから、本件対象文書の一部を不開示とした処分は妥当であ

る。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成２０年 ３月２４日 諮問書の収受

② 同年 ７月２４日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 ８月 ６日 諮問庁の職員（会計検査院第２局防衛検査

第１課長ほか）からの口頭説明の聴取、本

件対象文書の見分及び審議

④ 同年１１月 ５日 審議

⑤ 平成２１年 ４月２３日 審議

⑥ 同年 ５月２７日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件諮問事件は、開示請求を受けた防衛大臣が、本件対象文書を開示請

求の対象文書として特定した上で、処分庁に移送した事案に係るものであ

る。
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上記移送を受けて、処分庁は、２０年２月に本件対象文書の一部である

本件不開示部分を不開示とする決定を行った。そして、この処分に対する

審査請求を受けて、諮問庁は当審査会に対する諮問を行っている。

審査請求人は、本件一部開示決定の取消しを求めているため、同決定を

対象として、以下、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書、本件不開示部分について

本件対象文書は、防衛大臣に対し、陸上幕僚監部の平成１０年度「陸上

自衛隊史」全文として開示請求があった「陸上自衛隊史（平成１０年度）」

のうち、会計検査院の検査事務に係る情報が含まれているとして、処分庁

に移送された２４６頁、２４７頁及び５０６頁の３頁分である。

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件不開示部分については、１０検査年次において会計検査院が実施した会

計検査に係る検査事項及び検査の結果等に関する情報が記録されていると

認められる。

３ 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱い等について

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関する

情報の取扱い等については、次のような事情が認められる。

(1) 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えのように直接

的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過程に

おいて、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、同院が指定し

た形式に基づく各種の検査資料の作成・提出を求めるなどして、事実関

係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合に

は、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、当該

事態及びその発生原因に関する所見等を記載した質問文書を受検庁に発

遣し、質問文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領することな

どの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるととも

に、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を

有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生原因の

究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

(2) 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣から

独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等が及
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ぼす影響の大きさなどにかんがみ、同院内部に何段階にもわたる慎重な

審理・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。そして、

会計検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に検査官会議

の議決を経た検査の結果等のみを決算検査報告に掲記するなどし、正式

な指摘事項等として公表することとしている。

(3) 検査過程及び審理・判断の過程の不公表の取扱い

会計検査院では、上記(1)及び(2)のような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよう、

すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換・討議

等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、中立的な

立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことができるよう、

これらの過程における情報は外部に公表しないという立場をとってい

る。

(4) 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査を

実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方で、国

等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査の目的を

達成するため、一定の信頼関係・協力関係にもあるものと考えられる。

会計検査院と受検庁との間では、検査過程における検査の結果等に関

する情報は、あくまで検査の一過程におけるものであって、最終的な結

論と異なることの少なくない未成熟なものであるという前提がある。

そして、前記(2)のように、会計検査院の正式な検査の結果等とされ

るのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て決算検査報告に掲

記するなどされたもののみであるというのが同院の取扱いであり、この

最終的な意思決定に至るまでの間においては、問題とされた事態につい

て、事実関係の認識及びこれに対する評価を共有するなどのため、同院

と受検庁との間で十分な情報・資料に基づいて率直な意見交換及び様々

な角度からの十分な討議を行い、それらも踏まえて慎重な審理・判断を

行うことが必要とされている。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、質問文書と回

答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資料等

の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意見交換

等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検査院と受

検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資料や質問文

書・回答文書の内容等は、そのまま外部に公表されるものではないとい
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う信頼の下で、その提出及び授受等が行われているものと認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とする検査

過程及び検査の結果等に関する審理・判断の過程における不公表の取扱

いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・資料の提供及び収

集と率直な意見交換等を確保する上で理由のないものではないと認めら

れる。

４ 不開示情報該当性について

上記１から３までの事情を前提に、当審査会において見分した本件対象

文書の具体的内容を踏まえつつ、本件不開示部分の不開示情報該当性を各

部分ごとに検討する。

(1) 不開示部分１について

不開示部分１に記録された情報は、１０検査年次における会計検査院

の陸上自衛隊に対する主要検査項目に関する情報である。そして、この

情報からは、会計検査院の具体的な検査事項、検査の観点、検査の着眼

点等を知り又は推認することが可能である。

このため、このような情報が公になり、陸上幕僚監部等以外の受検庁

一般等に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将来に

おいて同種・類似の検査を行う場合の検査上の関心が推認され、受検庁

等においていわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現在

又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれが

あると認められる。

したがって、不開示部分１に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、同条第６号柱書き及び第５号該当性について判断するまでもな

く、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(2) 不開示部分２について

ア 不開示部分２に記録された情報のうち、２４６頁下から１行目１７

文字目から２７文字目までの部分に記録された情報は、１０検査年次

における会計検査院の三幕横断に係る主要検査項目に関する情報であ

り、この情報からは同院の具体的な検査事項、検査の観点、検査の着

眼点等を知り又は推認することが可能であるとして、処分庁により不

開示とされている。

しかし、この部分に記録された情報は、会計検査院が１０検査年次
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の検査の結果をとりまとめた「平成９年度決算検査報告」において既

に公表された情報の範囲にとどまることから、公にされたとしても、

同院の具体的な検査事項、検査の観点、検査の着眼点等が新たに明ら

かになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び

同号柱書きに規定する不開示情報に該当するとは認められない。

また、この部分に記録された情報は、国の機関の内部又は相互間に

おける審議、検討又は協議に関する情報にも該当しないので、法第５

条第５号に規定する不開示情報に該当するとは認められない。

以上のことから、この部分については、開示することが妥当である。

イ 不開示部分２に記録された情報のうち、２４６頁下から１行目２８

文字目から２４７頁１行目１９文字目までの部分に記録された情報

は、１０検査年次における会計検査院の三幕横断に係る主要検査項目

に関する情報である。そして、この情報からは、会計検査院の具体的

な検査事項、検査の観点、検査の着眼点等を知り又は推認することが

可能である。

したがって、この部分に記録された情報は、前記(1)と同じ理由に

より、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(3) 不開示部分３について

不開示部分３に記録された情報は、１０検査年次において会計検査院

が陸上自衛隊に対して実施した会計検査に係る具体的な検査の結果に関

する情報であり、検査過程又は審理・判断の過程それ自体に関する情報

でもある。

そして、本件対象文書は会計検査院が検査過程等で作成・取得したも

のではないが、不開示部分３に記録された情報が上記のとおり会計検査

に係る具体的な検査の結果に関する情報や検査過程又は審理・判断の過

程それ自体に関する情報である以上、このような情報が公にされた場合

に生ずるおそれは、同院が検査過程等で作成・取得した文書に記録され

た同様の情報が公にされた場合に生ずる下記のおそれと異なるものでは

ない。

すなわち、このような情報が公にされた場合には、前記３の(4)に記

述した会計検査院の検査過程又は審理・判断の過程における情報の不公

表の取扱いに対する当該受検庁の信頼を損ない、今後の検査の実施に当

たり、同院と当該受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあると認められる。
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前記３の(1)のとおり、会計検査院には、検査によって正確な事実を

把握し、不適切な事態を単に摘発するのみでなく、その真の発生原因を

究明して、その是正改善を促すという積極的な機能が期待されている。

このため、通常、事実関係等について最もよく知り得る立場にあり、ま

た、当該事態とその是正改善についての第一次的な責任と権限を有して

いる受検庁との間で十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換

等を行うことは、会計検査院の検査にとって必須のものである。

よって、これらに支障が生じた場合には、会計検査院において、十分

な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原因を究明すると

ともに、実効ある是正改善方策を追求することなどを困難にするおそれ

があると認められる。

さらに、諮問庁は、上記のような支障は、当該受検庁との関係におい

てのみではなく、現在又は将来における受検庁一般等との関係において

も生じ得ると主張している。すなわち、会計検査院によって検査過程等

における情報の内容が公にされたという事実をとらえ、検査過程等の不

公表の取扱いに対する信頼が崩れたとし、これを理由ないし口実として

他の受検庁から検査に対する十分な協力が得られなくなるおそれがあ

り、同院とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張している。

会計検査院と受検庁とは、一般に、検査を実施する者と検査を受ける

者という立場で常に緊張関係にある。そして、受検庁によっては、検査

の結果等が決算検査報告に掲記されるなどして公表されることを極力回

避しようとする場合等には、不適切な会計検査対応が行われることもあ

るという事情も考慮すると、このような諮問庁の主張も決して理由のな

いものではないと考えられる。

したがって、不開示部分３に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、同条第６号柱書き及び第５号該当性について判断するまでもな

く、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、本件行政文書開示決定通知書は、当該文書のどの部分を

不開示としたか具体的に特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持

たれる、また、技術的なミスによって誤った部分に被膜が施される可能性
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があるため、不開示部分の特定（何頁の何行目という形で）がなされるべ

きであると主張している。

しかし、本件行政文書開示決定通知書により、不開示とした部分は内容

的に特定されており、当該通知書の記載として不備があるとは言えないこ

とから、審査請求人の主張は採用することができない。

６ 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書につき、諮問庁が不開示とすべきである

としている部分のうち、「第１」に記載した部分は開示することが妥当で

あると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成１９年（情）諮問第２号

事 件 名：検査課業務の手引の不開示決定に関する件

諮 問 日：平成１９年 ３月２２日

答 申 日：平成２１年 ９月１０日

答申書

第１ 審査会の結論

検査課業務の手引を不開示とした決定については、その処分が部分開示

と変更された後もなお不開示とされている別表の２欄のうち、別表の３欄

に掲げる部分を開示することが妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（平成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく

開示請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が平成１９年１月９日

付け１９０普第３号により行った不開示決定（以下「原処分」という。）

について、その取消しを求めるというものであった。

そして、本件審査請求が行われた後、処分庁は、原処分を変更し、後記

第３の１(2)のとおり、検査課業務の手引の一部を開示する旨の決定（以

下「変更処分」という。）を行った。

これを受け、審査請求人は、本件審査請求の趣旨を、原処分のうち変更

処分後もなお不開示とされている部分の取消しを求めるものに変更してい

る。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書及び意見書

の記載によると、おおむね以下のとおりである。

(1) 審査請求書

請求した文書は、会計検査院の事務手続、すなわち同院が公費の使わ

れ方について検査をし、決算検査報告にまとめるまでに、どのような判

断基準に基づき、どういった手続を行うのかなど、基本的なあり方を記

したものであり、日本国民としてまた納税者として、知る権利がある。
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また、「支障を及ぼすおそれがある」ならば、該当する部分のみ不開

示とすればよいのであって、文書全体を不開示とする必要はない。

(2) 意見書

ア 諮問庁は、検査の締切時期等が具体的に記録されている部分が開示

され、明らかとなることにより、「検査逃れ」(検査対応)などの不当

な行為が行われるおそれがあるとしている。

しかし、１７年１１月から施行された改正会計検査院法によると、

会計検査院は、検査結果を随時、国会に報告するものであり、本来は、

検査を一定の時期に行って一定の時期に報告するものではないはずで

ある。にもかかわらず、検査課業務の手引に一定の検査の締切時期が

書かれているとすれば、それ自体、すでに無効であり、たとえ開示さ

れたとしても、「検査逃れ」の原因になるとは考えにくい。また仮に、

現在も実態として会計検査院法改正前のあり方がほぼ踏襲されていて、

多くの検査が一定の時期に集中して行われていたとしても、受検機関

にとっては、例年の状況に照らせばおおよその検査手続の時期は容易

に推測できる可能性が高いと言わざるを得ない。つまり、たとえ「検

査逃れ」があったとしても、締切時期が開示されるか否かということ

との因果関係は必ずしも認められない。よって、上記検査逃れ(検査

対応)などの不当な行為が行われるおそれを理由として不開示とされ

た部分には、本来なら開示すべきところが全部、または相当部分含ま

れていると考えられる。

イ 諮問庁は、検査手法等が具体的に記録されている部分が開示され、

明らかとなることにより、「指摘逃れ」などの不当な行為が行われる

おそれがあるとしている。

しかし、検査は本来、個々の事実関係を積み上げた結果、問題点の

指摘に至るものであると理解する。つまり、個々の案件によりそれぞ

れ事情が異なっているにもかかわらず、一般的な検査のあり方を示す

手引書に記された一般的な手法などが、「指摘逃れ」につながるとは

考えにくい。

ウ 会計検査院は、検査の結果、導き出された不適切な支出や制度上の

問題点などすべてを決算検査報告に掲載しているわけではなく、そも

そも掲載に至るまでの経過には不透明な部分が多い。すべて決算検査

報告に掲載すべきであるかどうかは別として、検査結果で導き出され

た問題点や、是正させた点については、何らかの形で納税者である国

民や国民の代表からなる国会に報告または開示されてしかるべきであ
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る。その過程の大部分が不開示とされるということは、検査そのもの

が適切に行われたかどうかを検証する道を閉ざすことにつながる。こ

うした状態にあることがむしろ、何らかの圧力などにより、検査に支

障をきたすだけでなく、本来は掲載されるべき検査結果が闇に葬られ

る危険性もはらんでいると考えられる。

エ 諮問庁は、照会文書の発遣や決算検査報告の作成等に係る情報や取

扱い等が具体的に記録されている部分が開示され、明らかとなること

により、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思決定の中立

性が損なわれたり、同院の事務の遂行に支障を及ぼしたりするおそれ

があるとしている。

しかし、検査は本来、個々の事実関係を積み上げた結果、指摘に至

るものであると理解する。つまり、個々の案件によりそれぞれ事情が

異なっているにもかかわらず、一般的な検査のあり方を示す手引書に

記された一般的な検査の流れや手続が、「不当な圧力・干渉等が行わ

れ、会計検査院の意思決定の中立性が損なわれたり、同院の事務の遂

行に支障を及ぼしたりする」ことにつながるとは考えにくい。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 原処分

本件開示請求に対し処分庁である会計検査院事務総長は、対象文書と

して、本件開示請求時（１８年１２月）における検査課業務の手引を特

定し、これについて、１９年１月９日、次のような理由により不開示決

定処分を行った。

すなわち、検査課業務の手引は、検査の計画及び実施から決算検査報

告の取りまとめに至るまでの各段階での事務の取扱方針や処理手続、検

査に当たっての具体的な観点及び検査手法等に関する情報が記録されて

おり、会計検査院の検査活動は、その性質上、一定の密行性ないし秘密

性が要請されるところ、このような情報が開示された場合には、受検庁

に対し、同院の内部における事務処理方針や具体的な検査の観点、検査

手法等を告知する結果となり、現在又は将来の検査過程における厳正か

つ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがあるから、当該情報は、

法第５条第６号（イ及び柱書き）に規定する不開示情報に該当する。

そして、本件審査請求人は、上記の原処分の取消しを求め、１９年１

月１８日付けで会計検査院長に対して本件審査請求を提起した。

(2) 変更処分及び審査請求内容の変更
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諮問庁である会計検査院長は、原処分に対する審査請求について、１

９年３月２２日付けで当審査会に諮問を行った後、同年６月２８日付け

で、別表の２欄に掲げる部分については、後記３(2)ア及びイのとおり、

法第５条第６号（イ及び柱書き）に規定する不開示情報に該当すると認

められるため不開示を維持すべきであるが、その他の部分については、

法第５条各号に規定する不開示情報に該当するとは認められないため開

示が妥当であると判断する意見書を当審査会に提出した。

処分庁である会計検査院事務総長は、当該意見書を受けて、１９年７

月１２日付け１９０普第１９８号により原処分を変更し、検査課業務の

手引の別表の２欄に掲げる部分を除くその他の部分を開示する旨の変更

処分を行った。

そして、本件審査請求人は、原処分の変更を受けて、１９年８月１０

日付けで本件審査請求の趣旨を変更処分後もなお不開示とされている部

分の取消しを求めるものに変更している。

２ 検査課業務の手引に記録されている情報の内容・性質等

(1) 会計検査院の検査業務（検査の目的、運営等）

ア 検査の目的等

会計検査院は、国の収入支出の決算の検査その他の権限を有する国

家財政監督機関であり、「常時会計検査を行い、会計経理を監督し、

その適正を期し、且つ、是正を図る」ことを使命とし（会計検査院法

（昭和２２年法律第７３号）第２０条第２項）、正確性、合規性、経

済性、効率性及び有効性等の多角的な観点から検査を実施している

（同条第３項）。

そして、不適正、不適切な会計経理を発見したときは、単にこれを

指摘するのみではなく、その原因を究明してその是正改善を促すとい

う積極的な機能を果たしている。このため、会計検査院は、「検査の

進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事

項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理

について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理につ

いて是正改善の処置をさせることができる」こととされ（会計検査院

法第３４条）、また、「検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を

必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意

見を表示し又は改善の処置を要求することができる」こととされてい

る（会計検査院法第３６条）。このほか、会計検査院は、「検査の結

果により、国の収入支出の決算を確認する」こととされている（会計
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検査院法第２１条）。決算の確認とは、決算の計数の正確性と、決算

の内容をなす会計経理の妥当性を検査判定して、検査を了したことを

表明することであり、内閣は、会計検査院が検査の結果により確認し

た決算をその決算検査報告とともに国会に提出することとされている

（日本国憲法第９０条第１項）。

イ 検査の運営

会計検査院の検査は、次のような手順により実施されている。

すなわち、毎年９月頃に行われる「会計検査の基本方針の策定」に

基づく「検査計画の策定」から始まり、「検査の実施」（書面検査及

び実地検査）、「検査結果の分析・検討」（申報書の作成、検査結果の

中間報告、照会文書の発遣・回答文書の受領、検査報告事項案等の作

成・提案、局検査報告委員会・検査報告調整委員会・総長審議及び検

査官会議による各審議・議決等）を経て、「決算検査報告」の内閣送

付（翌年１１月上旬頃）まで、約１年のサイクルとなっている。

なお、決算検査報告に掲記された事項については、翌年以降その是

正改善が終わるまでフォローアップが続けられている。

また、１０年から、会計検査院は、国会からの要請に係る特定の事

項について検査を実施してその検査の結果を報告することができるこ

ととされ（国会からの検査要請事項に関する報告。会計検査院法第３

０条の３）、また、１７年１１月に、会計検査院法が一部改正され、

同院は、同法第３４条又は同法第３６条の規定により意見を表示し又

は処置を要求した事項その他特に必要があると認める事項について、

各年度の決算検査報告の内閣送付を待たず、随時、その検査の結果を

国会及び内閣に報告できることとされている（随時報告。会計検査院

法第３０条の２）。

(2) 検査課業務の手引に記録されている情報の内容

会計検査院検査局課は、上記(1)イの手順により検査業務を行ってい

るところであるが、当該検査及びそれに関連する業務（事務）に係る具

体的な事務の取扱方針、処理手続、検査の観点、検査方法等に関しては、

「検査事務規程」（昭和３５年会計検査院事務総局規程第２号）、「検査

計画事務処理要領」（平成１８年６月１６日会計検査院事務総長）、「書

面検査実施要領」（平成１３年４月２日会計検査院事務総長）、「申報書

作成要領」（昭和６３年４月１日会計検査院事務総長）、「検査報告等に

関する事務処理要領」（昭和５３年９月２９日会計検査院事務総長）等

の内部規程のほか、各種決定事項、通達等により定められている。
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検査課業務の手引は、検査局課における検査業務の円滑な遂行に資す

ることを目的とし、検査及びそれに関連する業務（事務）の具体的な指

針等となる各種決定事項、通達等の内容及びその取扱いについて、事務

総長官房総務課でこれらを取りまとめ編集した加除式の文書であり、検

査局課の課長、総括副長、文書係、課用等に配布されており、検査局課

の調査官、事務官等は、必要に応じ課用等の検査課業務の手引を利用す

ることとしている。そして、検査課業務の手引は、ほぼ毎年、内容の見

直しが行われ、その更新が図られている。一方、前記の「検査事務規

程」等の内部規程については、事務総長官房法規課が「会計検査院法規

集」として編集して院内に配布している。

検査課業務の手引に記録されている内容の構成は、次のとおりである。

内 容 頁

目次 １頁 ～ ８頁

第１ 検査の計画、実施及び検査後の処理 １－ １頁 ～ １－９２頁

第２ 意見表示と処置要求 ２－ １頁 ～ ２－１９頁

第３ 検査報告 ３－ １頁 ～ ３－７８頁

第４ 渉外・広報 ４－ １頁 ～ ４－４４頁

第５ 文書事務 ５－ １頁 ～ ５－２４頁

第６ 様式等 ６－ １頁 ～ ６－２１頁

（参考）諸調書等、主な対総務課提出文書 ６－２２頁 ～ ６－２５頁

（注）上記のほか、当該文書の表紙、各項目（第１～第６）の表紙がある。

(3) 検査課業務の手引に記録されている情報の性質

検査課業務の手引に記録されている情報は、具体的な事務の取扱方針、

処理手続等であり、これらの中には、検査の締切時期、具体的な検査の

観点、検査手法等という検査上の秘密に属する情報が含まれており、こ

れらの記録については、会計検査院の現在又は将来の検査過程における

各種の検査の厳正かつ効果的な実施の観点から公表になじまない性格の

ものである。

また、上記のような検査上の秘密に属する情報が記録されていること

から、検査課業務の手引は、「会計検査院文書管理規程」（平成１３年

３月２８日会計検査院長決定）及び「秘密文書等取扱要領」（平成１５

年１月２８日会計検査院事務総長）により秘文書に指定され、各課の秘

密文書管理簿にそれぞれ登載されている。
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さらに、検査課業務の手引は、このような性質から、前記のとおり検

査局課の課長、総括副長、文書係、課用等と限定的に配布されていたり、

また、一連番号を付して管理されていたり、当該文書の表紙には、「こ

の手引の中には、検査の「手の内情報」など部外者の目に触れることが

あってはならない事項が含まれておりますので、利用・保管に当たって

は、細心の注意を払って取り扱うようお願いします。」と記載されてい

たりと、秘文書としての厳正な管理が行われている。

３ 検査課業務の手引に記録されている情報の不開示情報該当性

(1) 変更処分の理由

検査課業務の手引には、上記のとおり、検査の「手の内情報」など部

外者の目に触れることがあってはならない事項が含まれているとの記録

がある一方で、それ以外のものも含まれていると想定されることなどか

ら、諮問庁において原処分の妥当性を検討した結果、原処分において不

開示とした情報のうち、別表の２欄に掲げる部分については、下記(2)

ア及びイのとおり、法第５条第６号（イ及び柱書き）に規定する不開示

情報に該当すると認められるため不開示を維持すべきであるが、その他

の部分については、法第５条各号に規定する不開示情報に該当するとは

認められないため開示が妥当であると判断した。

(2) 別表の２欄に掲げる部分を不開示とする理由

ア 法第５条第６号イ該当性

別表の１欄に掲げる番号①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、

⑪、⑬、⑮、⑲、○23 、○24 及び○27 に対応する２欄に掲げる部分について

は、検査の締切時期等が具体的に記録されているところ、このような

情報が開示され、明らかとなることにより、検査逃れ（不適切な検査

対応）などの不当な行為が行われるおそれがある。

また、別表の１欄に掲げる番号②、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪、

⑬、⑮、⑯、⑱、⑲、⑳、○22 、○23 、○24 及び○27 に対応する２欄に掲げる

部分については、検査手法等が具体的に記録されているところ、この

ような情報が開示され、明らかとなることにより、指摘逃れなどの不

当な行為が行われるおそれがある。

したがって、これらの部分に記録された情報は、「国の機関」が行

う「事務」に関する情報であって、これを「公にすることにより」、

「検査」に係る「事務」に関し、「正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困

難にするおそれ」（法第５条第６号イ）に該当するものである。
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イ 法第５条第６号柱書き該当性

別表の１欄に掲げる番号①、⑧、⑨、⑪、⑫、⑭、⑮、⑰、⑳、○21 、

○23 、○24 、○25 及び○26 に対応する２欄に掲げる部分については、照会文書

の発遣や決算検査報告の作成等に係る情報や取扱い等が具体的に記録

されているところ、このような情報が開示され、明らかとなることに

より、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性

が損なわれたり同院の事務の遂行に支障を及ぼしたりするおそれがあ

る。

したがって、この部分に記録された情報は、「国の機関」が行う

「事務」に関する情報であって、これを「公にすることにより」、

「当該事務」の「性質上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの」（法第５条第６号柱書き）に該当するもので

ある。

(3) 部分開示の適否

法第６条第１項の規定によると、「開示請求に係る行政文書の一部に

不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されてい

る部分を容易に区分して除くことができるとき」は、「当該部分を除い

た部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき」は別として、

「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない」とされている。

しかし、前記(2)において、諮問庁が、法第５条第６号（イ及び柱書

き）に該当する不開示情報であることを理由として、なお不開示とすべ

きと判断した部分は、いずれも第６号（イ及び柱書き）に規定する「お

それ」を基礎付ける「ひとまとまりの情報」が記録されている部分であ

り、これを細分化して部分開示すべき法的義務を負わないものである。

(4) 諮問庁の所見

以上のことから、検査課業務の手引の一部を不開示とした変更処分は

妥当である。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成１９年 ３月２２日 諮問書の収受

② 同年 ６月２９日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 ８月２０日 諮問庁から諮問内容の一部変更についての

通知を収受

④ 同年 ８月２８日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房総

務課長ほか）からの口頭説明の聴取、検査
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課業務の手引の見分及び審議

⑤ 同年１０月１８日 審査請求人から意見書を収受

⑥ 同年１０月２６日 審議

⑦ 同年１２月２５日 審議

⑧ 平成２０年 ３月２６日 審議

⑨ 同年 ４月３０日 審議

⑩ 同年 ５月２８日 審議

⑪ 同年１１月２８日 諮問庁から追加意見書を収受

⑫ 同年１２月１０日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房総

務課長ほか）からの口頭説明の聴取及び審

議

⑬ 平成２１年 １月２０日 審議

⑭ 同年 ２月１９日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房総

務課長ほか）からの口頭説明の聴取及び審

議

⑮ 同年 ３月１８日 審議

⑯ 同年 ７月 １日 審議

⑰ 同年 ７月２９日 審議

⑱ 同年 ９月 ９日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件開示請求は、検査課業務の手引に対してなされたものである。処分

庁は、これに該当する文書として、検査課業務の手引（平成１８年８月総

務課）を特定し、その全部を不開示とする旨の原処分を行った。そして、

これに対する審査請求を受けて、諮問庁は当審査会に対する諮問を行った。

その後、処分庁は、諮問後に当審査会に提出された諮問庁の意見書を踏

まえ、検査課業務の手引の一部を開示する旨の変更処分を行った。

これを受けて、審査請求人は、本件審査請求の趣旨を、変更処分後にお

いてもなお不開示とされている部分の取消しを求めるものに変更している

ため、以下、当該部分について、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書及び本件不開示部分について

諮問庁の説明によると、本件対象文書である検査課業務の手引は、検査

局課における検査業務の円滑な遂行に資するため、検査及びその指針とさ

れている各種決定事項、通達等を取りまとめ、各検査局課の業務の利用に

供されている文書であるとされている。
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当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件対象文書は、「目次」、「第１ 検査の計画、実施及び検査後の処理」、

「第２ 意見表示と処置要求」、「第３ 検査報告」、「第４ 渉外・広

報」、「第５ 文書事務」、「第６ 様式等」「（参考）諸調書等、主な対総

務課提出文書」により構成されており、変更処分後においてもなお不開示

とされている部分は以下のとおりである。

「第１ 検査の計画、実施及び検査後の処理」には、検査の基本方針の

策定から検査計画の策定、検査の実施、検査結果の取りまとめ等に至るま

での会計検査院の検査業務の流れなどについて記載されている。このうち、

別表の１欄に掲げる番号①から⑲までに対応する２欄に掲げる部分は、変

更処分後においてもなお不開示とされている。

「第２ 意見表示と処置要求」には、会計検査院法第３４条及び第３６

条に基づき、意見を表示し又は処置を要求する事項に関する事務の取扱方

針、処理手続等が記載されている。このうち、別表の１欄に掲げる番号○20

に対応する２欄に掲げる部分は、変更処分後においてもなお不開示とされ

ている。

「第３ 検査報告」には、「第２ 意見表示と処置要求」以外の決算検

査報告掲記事項に関する事務の取扱方針、処理手続等が記載されている。

このうち、別表の１欄に掲げる番号○21 から○24 までに対応する２欄に掲げる

部分は、変更処分後においてもなお不開示とされている。

「第５ 文書事務」、「第６ 様式等」及び「（参考）諸調書等、主な対

総務課提出文書」には、文書の発送等の事務手続、各種調書の様式等が記

載されている。このうち、別表の１欄に掲げる番号○25 から○27 までに対応す

る２欄に掲げる部分は、変更処分後においてもなお不開示とされている。

３ 会計検査院の検査業務等に関する情報について

一般に、会計検査院の検査業務に関する情報の取扱い等については、次

のような事情が認められる。

(1) 検査業務の締切期日等に関する情報

会計検査院の検査は、前年１０月頃の検査計画の策定から始まり、検

査の実施、検査結果の分析・検討（申報書の作成、検査結果の中間報告、

照会文書の発遣、回答文書の受領、検査報告事項案等の作成及び提案並

びに局検査報告委員会、検査報告調整委員会、総長審議及び検査官会議

の各審議等）の段階を経て、決算検査報告の内閣送付（１１月上旬頃）

までの、約１年の周期で行われている。また、１７年には、会計検査院

法の一部が改正され、会計検査院は、同法第３４条又は同法第３６条の



- 54 -

規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要がある

と認める事項について、各年度の決算検査報告の内閣送付を待たず、随

時、その検査の結果を国会及び内閣に報告できることとされた。

しかし、この会計検査院法の一部改正の後も、ほとんどの案件に関す

る検査は上記の周期に沿って実施されており、上記それぞれの段階につ

いて、毎年、締切期日及び作成する資料が具体的に設定されている。

そして、受検庁にとっては、過去の決算検査報告の内閣送付の時期か

ら、現年次の検査の周期をある程度推測できるとも考えられるものの、

上記それぞれの段階における具体的な締切期日等を推測することは困難

であると思われる。

これらのことから、上記それぞれの段階の具体的な締切期日等が公に

なった場合には、受検庁による関係資料の提出の遅延・拒否、関係書類

の改ざん・隠ぺい等が容易に行われるなどの不適切な会計検査対応をと

られるおそれがあるとの諮問庁の説明は十分理解できるものである。

(2) 具体的な検査手法等に関する情報

会計検査院では、検査の実施計画に関する情報、同院が選定した検査

対象事項、検査の観点、検査手法、実地検査の結果、発見の端緒、検査

継続予定の有無及びその概要等の具体的な検査活動内容に関する情報は、

基本的に検査上の秘密に属する事項であって、公表しないこととされて

いる。

この具体的な検査の観点及び検査手法等に関する情報は、これらの情

報が公になり、受検庁一般に知られることとなった場合には、会計検査

院が現在又は将来において同種・類似の検査を行う場合の具体的な検査

の観点及び検査手法等が明らかになり又は推認され、受検庁等において

いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現在又は将来に

おける厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれがあると認め

られる。

(3) 検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報

会計検査院では、検査計画の議決、検査報告事項案の議決等の検査業

務に係る審議について、その審議の内容や審議に出席する者に関して、

詳細を公表していない。

一般に、会計検査院と受検庁及びその関係者は、検査を実施する者と

検査を受ける者及びその関係者という立場で緊張関係にあり、検査の結

果、指摘等を受けた場合には、受検庁及びその関係者にとって金銭の返

還、弁償等の経済的負担につながることもあるほか、一定の社会的非難
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を受けることも少なくない。そして、上記審議に出席する者に関する情

報が公となった場合には、それらの者に対して、指摘等を免れようとす

る外部の者から不当な圧力・干渉等が加えられるなどして、会計検査院

の意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるとの諮問庁の説明は十分

理解できるものである。

(4) 業務の安全性に関する情報

会計検査院では、業務の安全性に関する取扱方針を定めている。この

取扱方針が公となった場合には、会計検査院の業務の安全性が損なわれ

るなどして、同院の事務の遂行に支障を生ずるおそれが生ずると認めら

れる。

以上のような事情を前提に、また、諮問庁の説明によると本件不開示部

分は秘文書として厳正な管理が行われる必要があるとしているものの、秘

文書として取り扱われていることが、直ちに法が定める不開示情報に該当

するものではないため、当審査会において見分した検査課業務の手引の具

体的内容を踏まえつつ、本件不開示部分の不開示情報該当性を別表の１欄

に掲げる①から○27 までの番号ごとに検討することとする。

４ 本件不開示部分の不開示情報該当性について

(1) ①について

別表の１欄に掲げる番号①に対応する２欄に掲げる部分には、会計検

査院の検査活動の基礎となる「会計検査の基本方針」と「検査計画策定

及び検査実施の実務指針」についての取扱い、検査計画案の策定から検

査官会議へ提案するまでの手順を図で示したものが記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情

報が明らかになり、検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、不当

な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性が損なわれた

り同院の事務の遂行に支障を及ぼしたりするおそれが生ずると説明して

いる。

しかし、この部分に記録された情報は、「検査計画策定及び検査実施

の実務指針」についての一般的な説明及び検査計画の策定に係る事務に

おける審議の手順を明らかにした図に過ぎず、仮に公にしたとしても、

検査業務の締切期日等に関する情報、検査業務に係る審議及びその出席

者等に関する情報が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び柱

書きに規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示
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することが妥当である。

(2) ②について

別表の１欄に掲げる番号②に対応する２欄に掲げる部分には、会計検

査院の検査の業務日程、検査体制等に関する情報が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになり、

検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行

為が行われるおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、一

般的な検査実施の周期、検査体制等に過ぎず、仮に公にしたとしても、

検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報

が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等

に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(3) ③について

別表の１欄に掲げる番号③に対応する２欄に掲げる部分には、検査の

指定を行う場合に作成する書類の内容が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報が明らかになり、検査逃れなどの不当な行為が行わ

れるおそれが生ずると説明している。
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しかし、この部分に記録された情報は、当該「検査の指定」を行う団

体等の基本情報についての項目名に過ぎず、仮に公にしたとしても、検

査業務の締切期日等に関する情報が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

(4) ④について

別表の１欄に掲げる番号④に対応する２欄に掲げる部分には、国から

補助金の交付や貸付金の貸付等を受けている者を「簡易指定第１号方

式」により検査指定する場合に必要となる書類の様式が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報が明らかになり、検査逃れなどの不当な行為が行わ

れるおそれが生ずると説明している。

しかし、この部分に記録された情報は、当該「簡易指定第１号方式」

を行おうとする対象についての公表されている情報等を記載させるため

の様式に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締切期日等に関す

る情報が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

(5) ⑤について

別表の１欄に掲げる番号⑤に対応する２欄に掲げる部分には、書面検

査の実施に関する情報が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになり、

検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行

為が行われるおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、書

面検査についての一般的な説明、通常の書面検査において一般的に実施

すべき事項、その方法等に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の

締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかに

なるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。
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ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等

に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(6) ⑥について

別表の１欄に掲げる番号⑥に対応する２欄に掲げる部分には、「実地

検査の計画及び実施上の留意事項」が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになり、

検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行

為が行われるおそれが生ずると説明している。

しかし、この部分に記録された情報は、実地検査の実施に関する抽象

的な留意事項等に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締切期日

等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになるもの

とは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

(7) ⑦について

別表の１欄に掲げる番号⑦に対応する２欄に掲げる部分には、実地検

査における特定の検査事項に関する具体的な情報が記録されている。そ

して、この情報には、具体的な実地検査の手法等に関する情報が含まれ

ている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること
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を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(8) ⑧について

別表の１欄に掲げる番号⑧に対応する２欄に掲げる部分には、複数の

検査課に関連する検査事項の取扱い方法に関する情報が記録されている。

そして、この情報には、具体的な検査手法等に関する情報が含まれてい

る。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(9) ⑨について

別表の１欄に掲げる番号⑨に対応する２欄に掲げる部分には、検査活

動の統一性・整合性の確保に関する情報が記録されている。そして、こ

の情報には、具体的な検査手法等に関する情報が含まれている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」、があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(10) ⑩について
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別表の１欄に掲げる番号⑩に対応する２欄に掲げる部分には、申報書

の作成に当たって留意すべき事項が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになり、

検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行

為が行われるおそれが生ずると説明している。

しかし、この部分に記録された情報は、申報書の作成に当たって留意

すべき一般的な事項に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになる

ものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

(11) ⑪について

別表の１欄に掲げる番号⑪に対応する２欄に掲げる部分には、申報書

の作成に当たって留意すべき事項が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に係

る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになり、検査逃れなどの

不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行為が行われるお

それ、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性が

損なわれたり同院の事務の遂行に支障を及ぼしたりするおそれが生ずる

と説明している。

しかし、この部分に記録された情報は、申報書の作成に当たって留意

すべき一般的な事項に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に係

る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになるものとは認められ

ない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び柱

書きに規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示

することが妥当である。

(12) ⑫について

別表の１欄に掲げる番号⑫に対応する２欄に掲げる部分には、中間報

告に関する情報や取扱い等が具体的に記録されている。そして、この情

報には、検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が含まれて
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いる。

このため、このような情報が公になり、外部の者に知られることとな

った場合には、前記３(3)のとおり、不当な圧力・干渉等が行われ、会

計検査院の意思決定の中立性が損なわれるおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号柱書きに規定する「国の機関」「が行う事務」

「に関する情報であって、公にすることにより、」「当該事務」「の性質

上、当該事務」「の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認めら

れることから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(13) ⑬について

別表の１欄に掲げる番号⑬に対応する２欄に掲げる部分には、具体的

な検査事項の取扱方針が記録されている。そして、この情報には、具体

的な検査手法等に関する情報が含まれている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(14) ⑭について

別表の１欄に掲げる番号⑭に対応する２欄に掲げる部分には、照会文

書の発遣先の取扱いに係る情報が具体的に記録されている。そして、こ

の情報には検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が含まれ

ている。

このため、このような情報が公になり、外部の者に知られることとな

った場合には、前記３(3)のとおり、不当な圧力・干渉等が行われ、会

計検査院の意思決定の中立性が損なわれたり同院の事務の遂行に支障を

及ぼしたりするおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号柱書きに規定する「国の機関」「が行う事務」

「に関する情報であって、公にすることにより、」「当該事務」「の性質

上、当該事務」「の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認めら
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れることから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(15) ⑮について

別表の１欄に掲げる番号⑮に対応する２欄に掲げる部分には、決算検

査報告事項案の調整委員会への送付締切時期等や調整委員会の運営方法

が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務の締切

期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に係

る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになり、検査逃れなどの

不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れなどの不当な行為が行われるお

それ、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性が

損なわれたり同院の事務の遂行に支障を及ぼしたりするおそれが生ずる

と説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、会

議の一般的な運営方法に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締

切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に

係る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになるものとは認めら

れない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び柱

書きに規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示

することが妥当である。

ただし、上記別表の２欄に掲げる部分のうち、別表の３欄に掲げる部

分以外の残余部分には、検査業務の締切期日等に関する情報、検査業務

に係る審議及びその出席者等に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁又は外部の者に知られ

ることとなった場合には、前記３(1)及び(3)のとおり、関係資料の提出

遅延・拒否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対

応をとられるおそれ、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査院の意思

決定の中立性が損なわれるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」又は法第５条第６号柱

書きに規定する「国の機関」「が行う事務」「に関する情報であって、

公にすることにより、」「当該事務」「の性質上、当該事務」「の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認められることから、法に規定す
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る不開示情報に該当すると認められる。

(16) ⑯について

別表の１欄に掲げる番号⑯に対応する２欄に掲げる部分には、統計情

報入力シートに記入する項目が列挙された表が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、具体的な検査手

法等に関する情報が明らかになり、指摘逃れなどの不当な行為が行われ

るおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、決

算検査報告等で既に公表されている一般的な項目等に過ぎず、仮に公に

したとしても、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになるものと

は認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、具体的な検査手法等に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(17) ⑰について

別表の１欄に掲げる番号⑰に対応する２欄に掲げる部分には、総長審

議の運営方法が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務に係る

審議及びその出席者等に関する情報が明らかになり、不当な圧力・干渉

等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性が損なわれたり同院の事務

の遂行に支障を及ぼしたりするおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、会

議の一般的な運営方法に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務に係

る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになるものとは認められ
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ない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号柱書きに

規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示するこ

とが妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が記録

されている。

このため、このような情報が公になり、外部の者に知られることとな

った場合には、前記３(3)のとおり、不当な圧力・干渉等が行われ、会

計検査院の意思決定の中立性が損なわれるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号柱書きに規定する「国の機関」「が行う事

務」「に関する情報であって、公にすることにより、」「当該事務」「の

性質上、当該事務」「の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認

められることから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(18) ⑱について

別表の１欄に掲げる番号⑱に対応する２欄に掲げる部分には、検査概

要を作成する際の留意事項が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、具体的な検査手

法等に関する情報が明らかになり、指摘逃れなどの不当な行為が行われ

るおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、検

査概要を作成する際の一般的な留意事項に過ぎず、仮に公にしたとして

も、具体的な検査手法等に関する情報が明らかになるものとは認められ

ない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、具体的な検査手法等に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする
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ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(19) ⑲について

別表の１欄に掲げる番号⑲に対応する２欄に掲げる部分には、特定の

検査事項の施行状況についての取扱いが記録されている。そして、この

情報には、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に

関する情報が含まれている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(20) ⑳について

別表の１欄に掲げる番号⑳は、「第２ 意見表示と処置要求」に関す

る部分であり、意見表示と処置要求の制度に関する説明、法令の解説、

過去の決算検査報告に掲記された事例等が記録されている。諮問庁は、

この部分について、表題（目次に記録されているもの）を除き、すべて

不開示としている。

諮問庁は、上記⑳に対応する２欄に掲げる部分に記録された情報が開

示されることにより、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に係

る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになり、指摘逃れなどの

不当な行為が行われるおそれ、不当な圧力・干渉等が行われ、会計検査

院の意思決定の中立性が損なわれたり同院の事務の遂行に支障を及ぼし

たりするおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、制

度及び法令の一般的な説明や既に公表されている決算検査報告の事例等

に過ぎず、仮に公にしたとしても、具体的な検査手法等に関する情報、
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検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになるもの

とは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び柱

書きに規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示

することが妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、検査手法等に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(21) ○21 について

別表の１欄に掲げる番号○21 に対応する２欄に掲げる部分には、決算検

査報告の部局等の名称の記述方法に関する留意事項が記録されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、検査業務に係る

審議及びその出席者等に関する情報が明らかになり、不当な圧力・干渉

等が行われ、会計検査院の意思決定の中立性が損なわれたり同院の事務

の遂行に支障を及ぼしたりするおそれが生ずると説明している。

しかし、この部分に記録された情報は、指摘事項に係る部局等の名称

の記述方法に関する抽象的な留意事項に過ぎず、仮に公にしたとしても、

検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が明らかになるもの

とは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号柱書きに

規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示するこ

とが妥当である。

(22) ○22 について

別表の１欄に掲げる番号○22 に対応する２欄に掲げる部分には、「各批

難態様の観点別分類」の表、当該表の内容についての説明及び分類する

際の留意事項等が記録されている。会計検査院においては、決算検査報

告事項案を、合規性、経済性、効率性、有効性の観点等に分類すること
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としており、これらの観点は上記「各批難態様の観点別分類」の表にお

いて、さらに詳細な批難態様に分類されている。

諮問庁は、このような情報が開示されることにより、具体的な検査手

法等に関する情報が明らかになり、指摘逃れなどの不当な行為が行われ

るおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、批

難態様の項目の一例に過ぎず、仮に公にしたとしても、具体的な検査手

法等に関する情報が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イに規定

する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示することが

妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分は、各批難態様の詳細な説明や留意点等であり、具体的な検査手

法等に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(2)のとおり、いわゆる検査対策を講ずること

を容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な検査の

実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(23) ○23 について

別表の１欄に掲げる番号○23 は、「第３ 検査報告」の「２ 不当事

項」、「３ 処置済事項」、「４ 特記事項」、「５ 特定検査状況」及び

「６概況記述」に係る意義、取扱方針等が記録されている。

諮問庁は、上記○23 の２欄に掲げる部分に記録された情報が開示される

ことにより、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等

に関する情報、検査業務に係る審議及びその出席者等に関する情報が明

らかになり、検査逃れなどの不当な行為が行われるおそれ、指摘逃れな

どの不当な行為が行われるおそれ、不当な圧力・干渉等が行われ、会計

検査院の意思決定の中立性が損なわれたり同院の事務の遂行に支障を及

ぼしたりするおそれが生ずると説明している。

しかし、このうち、別表の３欄に掲げる部分に記録された情報は、決
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算検査報告に掲記される事項に関する制度の説明、記述する際の留意事

項等に過ぎず、仮に公にしたとしても、検査業務の締切期日等に関する

情報、具体的な検査手法等に関する情報、検査業務に係る審議及びその

出席者等に関する情報が明らかになるものとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第６号イ及び柱

書きに規定する不開示情報に該当するとは認められないことから、開示

することが妥当である。

ただし、上記の２欄に掲げる部分のうち、３欄に掲げる部分以外の残

余部分には、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等

に関する情報が記録されている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。

したがって、この残余部分に記録された情報は、この情報を公にする

ことにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(24) ○24 について

別表の１欄に掲げる番号○24 に対応する２欄に掲げる部分には、決算検

査報告等に関する質疑応答事例が記録されている。そして、質疑応答事

例には、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関

する情報が含まれている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易
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にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(25) ○25 について

別表の１欄に掲げる番号○25 に対応する２欄に掲げる部分には、計算証

明書類の保管、閲覧等に関する情報が記録されている。そして、この情

報には、業務の安全性に関する具体的な情報が含まれている。

このため、このような情報が公になった場合には、前記３(4)のとお

り、会計検査院の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号柱書きに規定する「国の機関」「が行う事務」

「に関する情報であって、公にすることにより、」「当該事務」「の性質

上、当該事務」「の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認めら

れることから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(26) ○26 について

別表の１欄に掲げる番号○26 に対応する２欄に掲げる部分には、不審な

郵便物等の取扱い方法が記録されている。そして、この情報には、業務

の安全性に関する具体的な情報が含まれている。

このため、このような情報が公になった場合には、前記３(4)のとお

り、会計検査院の事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。

したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号柱書きに規定する「国の機関」「が行う事務」

「に関する情報であって、公にすることにより、」「当該事務」「の性質

上、当該事務」「の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認めら

れることから、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

(27) ○27 について

別表の１欄に掲げる番号○27 に対応する２欄に掲げる部分には、特定の

検査事項が明らかとなる様式等が記録されている。そして、この情報に

は、検査業務の締切期日等に関する情報、具体的な検査手法等に関する

情報が含まれている。

このため、このような情報が公になり、受検庁一般に知られることと

なった場合には、前記３(1)及び(2)のとおり、関係資料の提出遅延・拒

否、関係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとら

れるおそれ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現

在又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれ

があると認められる。
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したがって、この部分に記録された情報は、この情報を公にすること

により、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易

にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められること

から、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、検査結果で導き出された問題点や、是正させた点につい

ては、何らかの形で納税者である国民や国民の代表からなる国会に報告ま

たは開示されてしかるべきであり、その過程の大部分が不開示とされると

いうことは、検査そのものが適切に行われたかどうかを検証する道を閉ざ

すことにつながると主張している。そして、こうした状態にあることがむ

しろ、何らかの圧力などにより、検査に支障をきたすのみでなく、本来は

掲載されるべき検査結果が闇に葬られる危険性もはらんでいると考えられ

るとも主張している。

これは、検査課業務の手引のうちなお不開示とされている部分を開示す

ることが、本来は公表されるべき検査結果が隠ぺいされることを防ぐとい

う公益に合致することから、法第７条に規定する公益上の理由による裁量

的開示を行うべき場合に当たるという趣旨の主張を含むものとも解される。

しかし、これらの部分を公にした場合、関係資料の提出遅延・拒否、関

係書類の改ざん・隠ぺい等といった不適切な会計検査対応をとられるおそ

れ、いわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現在又は将来

における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれが生ずるなど、

会計検査院の検査の実施に軽視できない支障を及ぼすおそれがある。

したがって、法第７条の規定を適用して検査課業務の手引のうちなお不

開示とされている部分を開示することに、これらの不利益を上回る利益が

あると認めるに足る公益上の必要性が特にあるとは認められない。

したがって、審査請求人の主張は採用することができない。

その他、審査請求人は種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

６ 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから、検査課業務の手引につき、諮問庁が不開示とすべきで

あるとしている部分のうち、別表の３欄に記載した部分は開示することが

妥当であると判断した。
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会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子



- 72 -

（別表）

１ ２ 諮問庁が不開示妥当と判断し ３ 左のうち開示することが妥当
番 た部分 な部分
号

第１ 検査の計画、実施及び検査後の処理

① １－１頁の下１０行目から下６行 全部
目まで、１－２頁の１５行目から
１－３頁まで

② １－４頁の２行目から１－９頁ま １－４頁の２行目から下３行目ま
で で、同下１行目、１－６頁の１２

行目から１９行目まで、１－７頁
の１２行目から１－８頁の４行目
まで

③ １－１２頁の下６行目の８文字目 全部
から下４行目の３２文字目まで

④ １－２０頁の様式（同頁の左２列 全部
の表題の記録を除く。）、１－２
１頁の様式（同頁の左１列の表題
の記録を除く。）

⑤ １－２５頁の３行目から１－３０ １－２５頁の３行目から９行目ま
頁まで（１－２９頁の１行目、１ で
－３０頁の６行目の表題の冒頭の １－３０頁の６行目の４文字目か
番号を除き、目次の記録を含む。） ら下１行目まで（目次の記録を含

む。）

⑥ １－３７頁の７行目から１－３８ 全部
頁の２行目まで

⑦ １－３８頁の３行目から下１行目 なし
まで（表題の冒頭の番号を除き、
目次の記録を含む。）

⑧ １－３９頁の３行目から１－４１ なし
頁まで

⑨ １－４２頁（表題の冒頭の番号を なし
除き、目次の記録を含む。）

⑩ １－４３頁の１１行目から１７行 全部
目まで（表題の冒頭の記号を除き、
目次の記録を含む。）

⑪ １－４６頁の３行目から９行目ま 全部
で、１－４９頁の下９行目から下
２行目まで、１－５０頁の下７行
目の７文字目から下３行目まで
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１ ２ 諮問庁が不開示妥当と判断し ３ 左のうち開示することが妥当
番 た部分 な部分
号

⑫ １－５２頁の２行目から下１行目 なし
まで

⑬ １－５３頁から１－５６頁まで なし
（表題の冒頭の番号を除き、目次
の記録を含む。）

⑭ １－５７頁の３行目から１－６０ なし
頁の１１行目まで

⑮ １－７１頁の枠内の表、１－７２ １－７３頁の９行目から１３行目
頁の１行目のうち、時期に係る記 の１５文字目まで、同１３行目の
録、１－７２頁の１１行目から１ ２３文字目から下１３行目の３１
５行目まで（表題の冒頭の記号を 文字目まで、同下１２行目から下
除く。）、１－７３頁の９行目か ７行目の７文字目まで、同下７行
ら１－７４頁の１３行目まで 目の１０文字目、同１１文字目、

同下７行目の１６文字目から下６
行目の７文字目まで、同下６行目
の１３文字目から１－７４頁の４
行目の４文字目まで、同６行目か
ら１３行目まで

⑯ １－７８頁 表題、表－１、表－２、表－４、
表－５、表－６のすべて、表－３
の１行目まで

⑰ １－７９頁の２行目から１－８０ １－７９頁の２行目から下９行目
頁の７行目まで まで、同下８行目の５文字目から

下７行目の４文字目まで、同下７
行目の１２文字目から２４文字目
まで、同下６行目の５文字目から
下３行目の２３文字目まで、同下
２行目の６文字目から下１行目の
１７文字目まで、同下１行目の２
２文字目から１－８０頁の５行目
の１文字目まで、同５行目の９文
字目から６行目の１２文字目ま
で、同６行目の１７文字目から７
行目まで

⑱ １－８４頁の下７行目から１－８ １－８４頁の下７行目から下６行
５頁の１行目まで 目の５文字目まで、同下５行目の

４文字目から１－８５頁の１行目
まで

⑲ １－９１頁の８行目から１３行目 なし
まで
（表題の冒頭の記号を除き、目次
の記録を含む。）
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１ ２ 諮問庁が不開示妥当と判断し ３ 左のうち開示することが妥当
番 た部分 な部分
号

第２ 意見表示と処置要求

⑳ ２－１頁から２－１９頁まで ２－１頁の３行目から下１行目ま
（以下の表題を除く。） で、２－２頁の３行目から５行目
２－１頁の１行目、同２行目、２ まで、同７行目から下６行目まで、
－２頁の１行目、同２行目、同６ 同下４行目から２－３頁の下９行
行目、同下５行目、２－３頁の下 目まで、同下７行目から下４行目
８行目、２－１１頁の下１１行目 まで、２－５頁の下９行目から下
、２－１４頁の１行目、同２行目、 １行目まで、２－６頁の下８行目
同８行目、２－１５頁の１行目、 から下４行目まで、２－７頁の８
同下１０行目、同下９行目、２－ 行目、同９行目、同１５行目から
１６頁の４行目、同下１１行目、 ２－９頁の下１０行目まで、２－
２－１７頁の１行目 １１頁の下１０行目から下８行目

の７文字目まで、同下２行目から
２－１２頁の１０行目まで、同１
６行目から２－１３頁まで、２－
１４頁の３行目から７行目まで、
同９行目から下１行目まで、２－
１５頁の下８行目から２－１６頁
の３行目まで、同５行目から１６
行目まで、同下１０行目から下１
行目まで、２－１７頁の２行目か
ら２－１９頁まで

第３ 検査報告

○21 ３－５頁の１０行目から３－６頁 全部
の下９行目まで

○22 ３－１０頁の＜記入例＞のうち ３－１０頁の＜記入例＞のうち
「備考」欄の記録、３－１１頁か 「備考」欄の記録
ら３－１９頁まで
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１ ２ 諮問庁が不開示妥当と判断し ３ 左のうち開示することが妥当
番 た部分 な部分
号

○23 ３－２０頁から３－７４頁まで ３－４３頁の３行目から下６行目
（以下の表題を除く。） まで、同下３行目、３－４４頁の
３－２０頁の１行目、同２行目、 １０行目から１４行目まで、３－
３－２２頁の４行目、同５行目、 ４７頁の３行目から３－４８頁の
３－２７頁の１行目、同２行目、 ７行目まで、同下４行目から下１
３－３１頁の１行目、３－４３頁 行目まで、３－４９頁の２行目か
の１行目、同２行目、同下５行目、 ら３－５０頁の２行目まで、３－
同下４行目、３－４４頁の下１１ ５７頁の２行目から６行目まで、
行目、３－４５頁の下９行目、３ 同８行目から３－５８頁の３行目
－４７頁の１行目、同２行目、３ まで、同５行目から下１行目まで、
－４９頁の１行目、３－５０頁の ３－６２頁の１２行目から下１行
３行目、同下８行目、３－５３頁 目まで、３－６３頁の２行目から
の４行目、３－５７頁の１行目、 下１行目まで、３－６４頁、３－
同７行目、３－５８頁の４行目、 ６５頁の３行目から３－６６頁の
３－５９頁の１行目、３－６０頁 ８行目まで、同１０行目から３－
の１行目、３－６２頁の１１行目、 ６７頁の下９行目まで、同下７行
３－６３頁の１行目、３－６５頁 目から３－７４頁まで
の１行目、同２行目、３－６６頁
の９行目、３－６７頁の下８行目
（以下の表題の冒頭の番号又は記
号を除き、目次の記録を含む。）
３－３５頁の１３行目、同１４行
目、３－３７頁の５行目、同６行
目、同下１行目、３－４０頁の下
６行目、３－４２頁の１行目

○24 ３－７５頁の２行目から３－７８ なし
頁まで

第５ 文書事務

○25 ５－１２頁の下６行目から５－１ なし
４頁まで、５－１６頁から５－１
８頁まで、５－１９頁の２行目か
ら５－２２頁まで
（５－２０頁は、「注意点」に係
る記録のみ）

○26 ５－２３頁の１２行目から１５行 なし
目まで

第６ 様式等

○27 ６－１９頁（表題の冒頭の番号を なし
除き、目次の記録を含む。）、６
－２５頁の下３行目の対総務課提
出文書の名称
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諮問事件：

諮問番号：平成２１年（情）諮問第３号

事 件 名：会計検査院事務総長が平成２０年８月に特定番号で受け付けた行

政文書開示請求に対する不開示決定に関する件

諮 問 日：平成２１年 ３月１９日

答 申 日：平成２１年１０月１５日

答申書

第１ 審査会の結論

会計検査院事務総長が平成２０年８月に特定番号で受け付けた行政文書

開示請求に係る文書について、開示請求に形式上の不備があることを理由

に不開示とした決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第３条の規定に基

づく開示請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が平成２０年１２

月２６日付け２００普第３７８号により行った不開示決定について、その

取消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の判読

可能な部分の記載からは不明である。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 第１回補正の求め

審査請求人は、処分庁に対し、平成２０年８月２日付けで開示請求を

行った。

しかし、開示請求書の「開示を求める行政文書」欄に記載された内容

には判読不明の部分があり、判読可能な部分についても当該開示請求に

係る文書を特定するに足りる内容であるとは認められず、また、情報公

開法第１６条第１項に規定する開示請求に係る手数料（以下「開示請求

手数料」という。）相当額の収入印紙が貼付されていなかった。

このため、処分庁は、この開示請求書には形式上の不備があるとして、

情報公開法第４条第２項の規定により、審査請求人に対し、２０年８月
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２５日付けで、相当の期間（１４日）を定めた上、次の①ないし③のと

おり開示請求書の補正の求めを行った。

① 開示請求書の「開示を求める行政文書」欄に記載されていると解さ

れる文字を想定して処分庁が当該記載内容を清書した上、この清書し

た内容が請求内容と相違がないかの確認を求めるとともに、判読困難

な部分について追記すること。

② 当該開示請求に係る文書を特定するに足りる具体的な情報（文書の

作成時期、文書の種類又は名称等）を提供すること。

③ 書面による開示請求である本件については、少なくとも開示請求書

１通につき３００円の収入印紙の貼付が必要であるとして、収入印紙

を送付すること。

(2) 第２回補正の求め

上記の第１回補正の求めに対し、審査請求人から、２０年８月２８日

付けで、「行政文書開示請求書（Ｈ２０．８．４付提出の補正）」と読

み取れる文書（以下「補正書」という。）の提出及び開示請求手数料３

００円相当の収入印紙の送付があったものの、上記(1)①により処分庁

が求めた確認及び追記に対しては応答がなく、また、補正書に記載され

た内容にも判読不明の部分があり、判読可能な部分についても本件開示

請求に係る文書を特定するに足りる内容であるとは認められなかった。

このため、処分庁は、審査請求人に対し、２０年１１月５日付けで、

相当の期間（１４日）を定めた上、開示請求書及び補正書について、前

記(1)①及び②と同様の補正の求めを行った。

(3) 第３回補正の求め

上記の第２回補正の求めの通知後、審査請求人から、２０年１１月５

日付けで、「補正書」と読み取れる文書（以下「再補正書」という。）

の提出があったものの、前記(1)①による確認及び追記の求めに対して

は応答がなく、また、再補正書に記載された内容にも判読不明の部分が

あり、判読可能な部分についても本件開示請求に係る文書を特定するに

足りる内容であるとは認められなかった。さらに、再補正書の判読可能

な部分には、「最終的に取り下げるということもあり得ます。」との記

載が見受けられ、審査請求人が本件開示請求を行う意思を継続して有し

ているかにつき疑義が生じた。

このため、処分庁は、審査請求人に対し、２０年１２月８日付けで、

相当の期間（１４日）を定めた上、開示請求書、補正書及び再補正書に

ついて、前記(1)①及び②と同様の内容に次の④の内容を加え、補正の
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求めを行った。

④ 本件開示請求を取り下げる意思を有する場合は、指定の期日までに

連絡すること。

そして、上記第３回補正の求めに対し、審査請求人から処分庁が指定

した期日までに回答がなかったため、処分庁は、審査請求人は本件開示

請求を取り下げる意思がなく、また、補正の求めに応じる意思もないも

のと判断し、開示請求書の「開示を求める行政文書」欄（補正書及び再

補正書を含む。）の記載内容では、当該開示請求に係る文書を特定する

に足りる事項の記載が不十分であることから、本件開示請求には形式上

の不備があると認め、不開示決定を行った（平成２０年１２月２６日付

け２００普第３７８号）。

２ 諮問庁の所見

以上のとおり、本件開示請求には形式上の不備があるとして不開示とし

た本件開示請求に係る処分は適法かつ妥当なものである。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行っ

た。

① 平成２１年 ２月２７日 審査請求人から意見書を収受

② 同年 ３月１９日 諮問書の収受

③ 同年 ３月２７日 審査請求人から追加意見書を収受

④ 同年 ４月１７日 審査請求人から追加意見書を収受

⑤ 同年 ５月２７日 審議

⑥ 同年 ６月 １日 審査請求人から追加意見書を収受

⑦ 同年 ６月２９日 諮問庁から意見書を収受

⑧ 同年 ７月２９日 諮問庁の職員（会計検査院事務総長官房法

規課長ほか）からの口頭説明の聴取及び審

議

⑨ 同年 ８月 ５日 審査請求人から追加意見書を収受

⑩ 同年 ８月１７日 審査請求人から追加意見書を収受

⑪ 同年 ８月２１日 審査請求人から追加意見書を収受

⑫ 同年 ９月 ９日 審議

⑬ 同年１０月１４日 審議

第５ 審査会の判断の理由

当審査会において、処分庁あてに送付された開示請求書を確認したとこ

ろ、記載された内容には、判読困難な部分が多く、判読可能と考えられる
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記載部分についても、開示請求に係る文書を特定するに足りる内容である

とは認められず、本件開示請求には形式上の不備がある。

処分庁は、審査請求人に対して、相当の期間を定めて開示請求書、補正

書及び再補正書に記載されていると解される請求内容の確認、判読不明の

部分の追記及び行政文書を特定するに足りる具体的な情報の提供を内容と

する補正の求めを行っており、補正の求めはいずれも情報公開法第４条第

２項の趣旨に照らして相当である。しかし、審査請求人は処分庁による補

正の求めに応じていないものと認められる。

以上のことから、本件開示請求に形式上の不備があることを理由として

不開示とした決定は妥当であると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成２１年（情）諮問第１号

事 件 名：平成１９年度決算検査報告に掲記された特定の地方公共団体にお

ける国土交通省所管国庫補助金の不適正な経理処理について、補

助金予算科目が特定できる資料の不開示決定に関する件

諮 問 日：平成２１年 ２月２０日

答 申 日：平成２１年１１月１６日

答申書

第１ 審査会の結論

平成１９年度決算検査報告に掲記された特定の地方公共団体（以下「本

件地方公共団体」という。）における国土交通省所管国庫補助金の不適正

な経理処理の補助金予算科目が特定できる資料（以下「本件対象文書」と

いう。）について、その全部を不開示とした決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく開示

請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が２１年１月１９日付け２

１０普第１７号により行った不開示決定について、その取消しを求めると

いうものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書及び意見書

の記載によると、おおむね以下のとおりである。

(1) 審査請求書

ア 本件地方公共団体による不正経理は、県民国民を欺く行為であり、

さらに、虚偽文書を作成するとは、法治国家の中枢を成す公務員及び

行政の取るべき行動ではない。

会計検査院は、様々な理由付けをして不開示決定を正当化している

が、国民の模範を示すべき公務員が不法行為を働くこと自体が言語道

断であり、不法行為に関する文書を不開示とすることは、それに加担

する行為に等しい。

イ 法第１条の趣旨からすれば、本件のような不法行為に関する資料は

すべて開示されるべきである。会計検査院の不開示理由は、納税する
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国民側に立った視点のものではなく、むしろ、行政側の都合によるも

のと考えられる。会計検査院には、検査し、報告するだけではなく、

不正行為を二度とさせない強い姿勢を示すことが求められている。

ウ 法第５条第５号に規定する率直な意見の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそれは、既に決算検査報告として公表され

たものに対しては、不開示理由に該当しない。

また、同号に規定する不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、

特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれについて

も、不正経理は県民国民に対する背信行為であり、開示したとしても

混乱は生じないばかりか、特定の者に不利益を及ぼすものでもないこ

とから、不開示理由に該当しない。むしろ、背信行為者に利益を与え

ることになる。

エ 法第５条第６号イに規定する検査に係る事務に関し正確な事実の把

握を困難にするおそれ等は、既に決算検査報告として公表されたもの

に対しては、不開示理由に該当しない。むしろ、積極的に開示される

べきであり、結果的に公務員による税金の無駄遣いが減少するものと

思料される。

オ 法第５条第２号イに規定する法人等の正当な利益を害するおそれと

は、行政間での手続が正常に行われた場合にのみ適用されるべきであ

る。既に本件地方公共団体からは関係文書２００枚の情報公開が行わ

れ、法人等の情報についても明らかになっていることから、上記おそ

れを理由に不開示とすることは、不正経理を行った悪意の者をほう助

することになり、また、国と本件地方公共団体における法解釈に矛盾

を来し整合性を欠くことになる。

(2) 意見書

ア 日本国憲法第１７条、第９７条、第９８条及び第９９条の規定によ

ると条規に反する行為の全部又は一部は効力を有せず、国民は、公務

員の不法行為により損害を受けたときには、法律の定めにより賠償を

求めることができると解釈できる。国民の権利（主権在民）を行使す

る上で、行政及び公務員の不法、不正行為に目を背けることはできな

い。

会計検査院の平成１９年度決算検査報告により、本件地方公共団体

の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反が判明した。

そして、その記載内容から本件地方公共団体の職員は、虚偽公文書作

成・同行使等及び公金詐欺の刑法犯に該当するものと考えられる。
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この結果、本件地方公共団体は補助金を返還することになり、さら

には適正な会計処理を行っていれば支払う必要のなかった延滞加算金

等も支払うことになったことは、県民の実害である。

また、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２条第１６項には、

「地方公共団体は、法令に違反してその事務処理をしてはならない。」

と規定されており、本件地方公共団体が行った不正経理は、同項にも

違反している。

したがって、憲法第１７条に規定する公務員の不法行為による国家

賠償の権利を行使する目的で、情報開示を求めたものである。

イ 法第１条の趣旨からすれば、政府の諸活動を国民に説明する責務を

全うし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推

進を図る上で、本件の部分開示は当然のことである。

しかし、諮問庁が本件に関して作成した意見書の主張によると、本

件対象文書のすべてについて、不開示妥当の結論となっている。これ

では、法の本来の目的から著しく掛け離れ、会計検査院は法の対象外

の仕組みとなっているものと思料される。

会計検査院の検査過程における情報のすべてを開示することが同院

の検査に支障を来すことは理解できるが、不法行為の確定部分に関す

る情報の部分開示は可能なはずである。

ウ 憲法第１７条に基づく訴追を行うためには、上記イの不法行為の確

定部分に関する情報の部分開示が必要不可欠である。

今回の開示請求は、審査請求人ができる範囲から行政訴追を進める

上で必要なものであり、それを妨げる不法行為者の擁護と理解される

ような法の運用は許されず、また、公務員の訴追に関する憲法上の権

利は尊重されるべきであるから、最大限部分開示されるべきものであ

る。

エ 会計検査院が決算検査報告で公表した指摘事項について、既に本件

地方公共団体からは資料（業者名・金額の分かるもの、請求書、りん

議書、国に提出した報告書等）の開示を受けており、すべてを不開示

とした会計検査院の対応とは顕著な差異が生じていることは、情報公

開制度に一石を投じるものである。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 本件対象文書及び処分の概要

(1) 本件対象文書の特定

審査請求人は、２０年１２月１５日付けで、会計検査院事務総長に対
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して、平成１９年度決算検査報告に掲記された国土交通省所管国庫補助

金の不適正な経理処理のうち、本件地方公共団体に係る経理処理がそれ

ぞれ国の補助金予算科目のどれに該当するか特定（確定）できる資料に

ついて開示請求を行った。

処分庁は、上記開示請求に対して、平成１９年度決算検査報告に掲記

された「国庫補助事業に係る事務費の執行に当たり、虚偽の内容の関係

書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用

費を支払ったり、補助の対象とならない用途に賃金や旅費を支払ったり

していたもの」等の指摘事項（以下「１９年度報告事項」という。）に

おける本件地方公共団体の指摘に係る検査資料として、下記の文書を特

定した。

ア 指摘の態様等を整理した資料

イ 予算科目別の国庫補助事務費に関する資料

ウ 予算科目について整理した資料

(2) 不開示決定

処分庁は、２１年１月１９日付けで、本件対象文書が１９年度報告事

項に係る検査過程、すなわち、２０検査年次の検査過程において、会計

検査院が特定の検査事項の取りまとめのために作成・使用するなどした

検査資料であり、同院の一定の検査上の関心ないし検査の目的に基づい

て整備が行われたものであるなどとして、後記２及び３と同様の理由に

より、不開示決定を行った。

(3) 審査請求の提起

審査請求人は、２１年１月２３日付けで、上記不開示決定の処分を不

服として審査請求を提起した。

２ 検査資料の一般的な不開示情報該当性

本件対象文書は、会計検査院が本件地方公共団体に対する２０検査年次

の検査過程において、特定の検査事項の取りまとめのために作成・使用す

るなどした検査資料である。

一般に、検査資料が開示され、その種別・内容等に関する情報が公にさ

れた場合には、次の(1)から(4)までのようなおそれがある。

(1) 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、現行制度上、捜査機関が行う犯罪

捜査等とは異なり、あくまでも受検庁の理解と協力を得て行われるもの

である。したがって、検査の実施に当たっては、会計検査院が「常時」

会計検査を実施し、「会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正
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を図る」（会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２０条第２項）

という会計検査の目的の適切かつ効果的な達成を図るためには、同院と

受検庁が検査する者と検査される者としての一定の緊張関係を保ちつ

つ、一定の信頼関係・協力関係に立つことが必要となる。

そして、検査過程では、会計検査院と受検庁との間で率直な意見の交

換ないし真剣かつ真摯な討議が行われることが重要である。なぜなら、

会計検査院が常時会計検査を実施することを通じ上記のような検査の目

的を適切かつ効果的に達成していくためには、検査の結果等に関する相

互の率直な意見の交換ないし真剣かつ真摯な討議を通じ、同院と受検庁

が事実関係の正確な把握とこれに対する適切な評価を共有することが必

要となるからである。

このようなことから、会計検査院は、審理・判断の過程を経て最終的

な検査官会議の議決を経た最終的・確定的な検査の結果等に関する情報

以外のもの、すなわち、検査過程又は審理・判断の過程における未成熟

な検査の結果等に関する情報については、従来、不公表としている。

そして、受検庁は、審理・判断の過程を経て最終的な検査官会議の議

決を経た最終的・確定的なもの以外の検査の結果等に関する情報につい

ては、その性質上公表されないものであることを前提として会計検査院

の検査に協力し、各種の検査資料の提出、これらに関する所要の説明及

び検査に必要な情報の提供を含む同院との率直な意見の交換ないし検査

の結果等に関する真剣かつ真摯な討議等を行っているのであり、最終的

・確定的なもの以外の検査の結果等に関する情報がその性質上公表され

ないものであることは、受検庁の同院の検査に対する理解と協力の前提

である。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院の検

査過程又は審理・判断の過程における情報の不公表に対する受検庁一般

又はその他の関係者一般の信頼を損ね、同院の検査に対する受検庁の理

解と協力の前提を掘り崩し又は同院に対する不信感を呼び起こし、現在

又は将来の検査過程における各種の検査資料の円滑な提出、検査に必要

な情報の円滑な提供等を含む同院と受検庁との間の率直な意見の交換な

いし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な討議の実施に著しい支障を及

ぼすおそれがある。

よって、このような情報を公にすることは、会計経理の適正を期し、

是正を図るなどの会計検査の目的の適切かつ効果的な実現を図ることに

著しい支障を及ぼすおそれ、すなわち、会計検査院の正確な事実の把握



- 85 -

を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にするなどのおそれがある。

(2) 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

また、上記(1)のとおり、会計検査院の実施する会計検査は受検庁の

理解と協力を得て行われるものであるが、同院が検査の結果等を決算検

査報告等に掲記し、公表することが受検庁に対する社会的非難を招来す

るなど多方面に大きな影響を及ぼす場合があることなどから、同院が検

査の結果等を決算検査報告等に掲記し、同院の正式な指摘事項等として

公表するまでの過程では、受検庁により様々な会計検査対応が行われる。

すなわち、①会計検査院が実地検査等の検査過程で検査の端緒をつか

み、②実地検査の延長である検査過程で受検庁から各種の検査資料の提

出、検査に必要な情報の提供を受けるなどして事実関係を把握し、③質

問文書を作成して受検庁に発遣し、④質問文書に対する回答文書を受領

するまでの過程では、当該検査の結果等が決算検査報告等に掲記され、

公表されることを極力回避しようとする受検庁により、関係者の口裏合

わせ、関係書類の改ざんといった隠ぺい工作等の不適切な会計検査対応

が行われる例も見受けられる。

また、会計検査院が行う資料提出要求又は検査に必要な情報の提供要

求に対し、当該資料又は情報を提出又は提供した場合にはこれが公にさ

れるおそれがあるなどとして受検庁がその提出又は提供をちゅうちょし

又はこれに難色を示す場合も少なくない。

そして、一般に、ある検査事項に関する検査資料が開示された場合に

は、当該受検庁のほか、他の受検庁においても、検査資料に関する情報

は一般に公にされるもの又はその蓋然性が高いものであると受け止めら

れるおそれがある。上記のような会計検査の現実を踏まえれば、受検庁

一般にそのように受け止められた場合には、現在又は将来の検査過程に

おいて、受検庁により当該検査資料の開示を理由ないし口実とする不適

切な会計検査対応が行われ、会計検査院として必要な検査資料の提出、

検査に必要な情報の提供等が得られない事態を招来するおそれがあり、

もって同院による正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするなどのおそれ

がある。

なお、このような不適切な会計検査対応の理由ないし口実を与えるお

それは、会計検査院による検査の結果等が受検庁にとって重大な事態で

あり、問題の所在が表面化することそれ自体を回避しようとするような
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場合であればあるほど現実的なものとなることは、会計検査における経

験則に照らし明らかである。

(3) 具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出するお

それ

一般に、会計検査院の検査活動は、その性質上一定の密行性ないし秘

密性を有するものであり、検査対象である特定の検査事項及びこれに関

する具体的な検査活動の内容、進ちょく状況、具体的な検査の着眼点及

び検査手法、検査結果の取りまとめに関するノウハウ等については、い

ずれも検査上の秘密に属する事項であって、これらに関する情報につい

ては、現在又は将来の検査過程における同種又は類似の検査事項に対す

る厳正かつ効果的な検査の実施のために同院内部に蓄積され、外部には

秘匿されるべき性質のものである。

そして、検査資料は、特定の検査事項の検査過程において具体的な検

査上の関心ないし検査の目的に従って収集・整備されるものであるか

ら、その収集・整備の状況は、当該検査事項及びこれに関する具体的な

検査活動の内容、その進ちょく状況等を端的に示すものであり、また、

検査資料は、具体的な検査の着眼点、検査手法等に基づき取得又は作成

されるものであるから、検査資料の種別・内容等に関する情報からは、

具体的な検査の着眼点、検査手法、さらには検査結果の取りまとめに関

するノウハウ等を推知することが可能である。

したがって、検査資料の種別・内容等に関する情報が公にされた場合

には、会計検査院が現在又は将来の検査過程で同種又は類似の検査事項

に対する検査を実施する場合において、上記のような検査上の秘密に属

する情報又はこれを推知することが可能な情報を受検庁に察知され、同

院の実地検査の実施等に備え、あらかじめ周到な実地検査対策を施され

又は所要の検査資料の収集（検査に必要な情報の収集を含む。）を阻害

されるなどして、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれが

ある。

すなわち、このような情報を公にすることは、会計検査院の正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にするなどのおそれがあり、また、特定の受検

庁又はその他の関係者に不当に利益を与えるおそれがある。

なお、会計検査院の実施する会計検査は、基本的に、特定の検査箇所

に対する実地検査の終了により完結し又は同院が実施した検査の結果等

をある年度の決算検査報告等に掲記することで完結するものではなく、
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同種又は類似の検査が繰り返し又は複数年次にわたって継続的に行われ

ることが少なくない。このため、ある不開示情報の不開示情報該当性（一

定の「おそれ」の有無）を判断するに当たっては、このような会計検査

院の会計検査の特質ないしその実施状況について十分に斟酌されなけれ

ばならない。

(4) 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

検査過程又は審理・判断の過程における不公表の取扱いの趣旨・目的

は、外部の不当な圧力・干渉等を排除した中立的立場からの厳正かつ円

滑な検査の実施及び検査の結果等に対する公正・慎重な審理・判断の機

会を確保することにある。そして、検査資料は、検査過程又は審理・判

断の過程における検査の結果等に関する情報であり、上記(3)のとおり、

当該検査資料の種別・内容等に関する情報からは、具体的な検査の着眼

点、検査手法等を知り又は推認することが可能である。

したがって、検査資料の種別・内容等に関する情報を公にすることは、

会計検査院内部における公正・慎重な審理・判断の機会を確保するため

に設けられた審理・判断の過程の手続的な意義を損ねるのみならず、同

院に対する外部の不当な圧力・干渉等を招来するなどして、同院内部の

審理・判断の過程における出席者相互間の自由で率直な意見交換等に基

づく多角的な観点からの慎重かつ周到な審理・判断に支障を及ぼすおそ

れがある。

すなわち、会計検査院内部における率直な意見の交換等を不当に損ね、

審理・判断に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼし、また、同院の独立

機関としての意思決定の中立性を不当に損ねるおそれがある。

３ 本件対象文書の不開示情報該当性

(1) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

ア 前記２の(1)から(3)までにおいて論じた点を踏まえると、本件対象

文書に記録された情報は、この情報を「公にすることにより」、会計

検査院が検査過程で「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそ

れ」（法第５条第６号イ）があり、不開示情報に該当する。

イ 本件対象文書に記録された情報は、会計検査院が行う検査の過程又

は審理・判断の過程における事務に関する情報であり、法第５条第６

号柱書きに規定する「国の機関」が行う「事務」に関する情報に該当

する。そして、本件対象文書に記録された情報が公にされ、その種別

・内容等が明らかとされることにより生ずるおそれとは、前記２の(4)
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で論じたとおりである。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、この情報を「公に

することにより」、会計検査院の「検査」に関する「事務」の「性質

上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」（法第５条

第６号柱書き）があり、不開示情報に該当する。

(2) 法第５条第５号該当性

本件対象文書に記録された情報は、会計検査院内部又は同院と受検庁

等との間の「審議、検討又は協議」に関する情報であり、法第５条第５

号に規定する「国の機関」、「地方公共団体」の「内部又は相互間」に

おける「審議、検討又は協議に関する情報」に該当する。

そして、前記２の(1)、(3)及び(4)において論じた点を踏まえると、

本件対象文書に記録された情報を公にすることにより、会計検査院と受

検庁との間の率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真

摯な討議の実施に著しい支障を及ぼすおそれ、同院内部における率直な

意見の交換等を不当に損ね、同院の独立機関、国等の機関の会計検査を

担当する専門機関としての意思決定の中立性を不当に損ねるおそれ及び

同院の具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出し、

特定の受検庁又はその他の関係者に同院の検査による指摘を免れる術を

教示する結果となるなどのおそれがある。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、この情報を「公にす

ることにより」、検査過程又は審理・判断の過程における「率直な意見

の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」及び会計

検査院の検査に関係する「特定の者に不当に利益を与え」るおそれ（法

第５条第５号）があり、不開示情報に該当する。

(3) 法第５条第２号イ該当性

さらに、本件対象文書の一部には、法人の名称の情報が記録されてい

る。

当該情報は、法人等に関する情報であって、この情報を「公にするこ

とにより」、当該法人等の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの」（法第５条第２号イ）であり、不開示情報に該

当する。

(4) 部分開示の適否

本件対象文書は、会計検査院が本件地方公共団体に対する２０検査年

次の検査過程において、特定の検査事項の取りまとめのために作成・使

用するなどした検査資料であるから、それ全体として当該検査事項に関
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する一個の検査資料であり、前記３の(1)及び(2)のとおり、その種別・

内容等を明らかにすることが法第５条第６号（イ及び柱書き）及び第５

号に規定する「おそれ」を生じさせる。そして、このような「おそれ」

を生じさせるという点については、本件対象文書を構成する各文書の種

別・内容等の情報の一部を明らかにする場合についても同様である。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、文書ごとにそれぞれ

その全体が検査資料の種別・内容等に関するひとまとまりの情報とし

て、法第５条第６号（イ及び柱書き）及び第５号に該当することから、

不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる

（法第６条第１項）か否かを検討する必要はない。

(5) 諮問庁の所見

以上のことから、本件不開示決定の処分は妥当である。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成２１年 ２月２０日 諮問書の収受

② 同年 ４月３０日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 ５月２７日 諮問庁の職員（会計検査院第５局特別検査

課長ほか）からの口頭説明の聴取、本件対

象文書の見分及び審議

④ 同年 ６月 ８日 審査請求人から意見書を収受

⑤ 同年１０月１４日 審議

⑥ 同年１１月１１日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件諮問事件は、２０年１２月に行われた開示請求に対し、処分庁が本

件対象文書を開示請求の対象文書として特定した上で、２１年１月に本件

対象文書を不開示とする決定を行った事案に係るものである。

そして、同年同月に審査請求人より、この処分に対する審査請求が申し

立てられたことから、同年２月に諮問庁は当審査会に対する諮問を行って

いる。

審査請求人は、本件不開示決定の取消しを求めているため、同決定を対

象として、以下、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書について

本件対象文書は、平成１９年度決算検査報告に掲記された国土交通省所

管国庫補助金の不適正な経理処理のうち、本件地方公共団体に係る経理処
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理がそれぞれ国の補助金予算科目のどれに該当するか特定（確定）できる

資料として開示請求があったものである。

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件対象文書はすべて、２０検査年次の検査過程において、会計検査院が特

定の検査事項の取りまとめのために作成・使用するなどした検査資料であ

ると認められる。

３ 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱い等について

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関する

情報の取扱い等については、次のような事情が認められる。

(1) 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えのように直接

的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過程に

おいて、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、同院が指定し

た形式に基づく各種の検査資料の作成・提出を求めるなどして、事実関

係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合に

は、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、当該

事態及びその発生原因に関する所見等を記載した質問文書を受検庁に発

遣し、質問文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領することな

どの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるととも

に、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を

有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生原因の

究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

(2) 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣から

独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等が及

ぼす影響の大きさなどにかんがみ、同院内部に何段階にもわたる慎重な

審理・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。そして、

会計検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に検査官会議

の議決を経た検査の結果等のみを決算検査報告に掲記するなどし、正式

な指摘事項等として公表することとしている。

(3) 検査過程及び審理・判断の過程における情報の不公表の取扱い

会計検査院では、上記(1)及び(2)のような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよう、
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すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換・討議

等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、中立的な

立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことができるよう、

これらの過程における情報は外部に公表しないという立場をとってい

る。

また、会計検査院では、特定の検査事項に関し、検査過程において収

集、作成等される検査資料に記録された情報を公にすれば、検査事項、

検査内容、検査の着眼点のほか、具体的な検査手法等が明らかになり、

検査の実施及び検査の結果等の審理・判断に支障が生ずるおそれがある

としている。

(4) 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査を

実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方で、国

等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査の目的を

達成するため、一定の信頼関係・協力関係にもあるものと考えられる。

会計検査院と受検庁との間では、検査過程における検査の結果等に関

する情報は、あくまで検査の一過程におけるものであって、最終的な結

論と異なることの少なくない未成熟なものであるという前提がある。

そして、前記(2)のように、会計検査院の正式な検査の結果等（指摘

事項等）とされるのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て決

算検査報告に掲記するなどされたもののみであるというのが同院の取扱

いであり、この最終的な意思決定に至るまでの間においては、問題とさ

れた事態について、事実関係の認識及びこれに対する評価を共有するな

どのため、同院と受検庁との間で十分な情報・資料に基づいて率直な意

見交換及び様々な角度からの十分な討議を行い、それらも踏まえて慎重

な審理・判断を行うことが必要とされている。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、質問文書と回

答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資料等

の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意見交換

等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検査院と受

検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資料や質問文

書・回答文書の内容等は、そのまま外部に公表されるものではないとい

う信頼の下で、その提出及び授受等が行われているものと認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とする検査

過程及び検査の結果等に関する審理・判断の過程における不公表の取扱
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いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・資料の提供及び収

集と率直な意見交換等を確保する上で理由のないものではないと認めら

れる。

４ 不開示情報該当性について

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件対象文書は、２０検査年次の検査過程において、本件地方公共団体にお

ける国庫補助事業に係る事務費の執行に際しての不適正な経理処理の具体

的な内容を把握するために、会計検査院が本件地方公共団体から検査に必

要な情報の提供を受け作成した検査資料であり、この種別・内容からは、

同院の具体的な検査手法、検査結果の取りまとめに関するノウハウ等を端

的に読み取ることができるものである。

このため、これらの情報が公になり、本件地方公共団体以外の受検庁等

一般に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将来におい

て同種・類似の検査を行う場合の検査手法、検査結果の取りまとめに関す

るノウハウ等が明らかになり又は推認され、受検庁等においていわゆる検

査対策を講ずることを容易にするなどして、現在又は将来における厳正か

つ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、本件対象文書に記録された情報は、この情報を公にするこ

とにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められることから、

同条第６号柱書き及び第５号該当性等について判断するまでもなく、法に

規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、既に本件地方公共団体から１９年度報告事項に関する資

料の開示を受けており、この資料に記録されている情報と同一の情報につ

いては開示すべきであると主張している。

しかし、本件対象文書に同一の情報が含まれているとしても、それを公

にすることとすれば、具体的な検査手法、検査結果の取りまとめに関する

ノウハウ等が推認されるものと認められ、審査請求人の主張は採用するこ

とができない。

また、審査請求人は、本件対象文書に不開示情報に該当する情報が含ま

れているのならば、その部分のみを不開示とし、その他の部分については

開示すべきであると主張している。

しかし、前記のとおり、本件対象文書の種別・内容からは、具体的な検
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査手法、検査結果の取りまとめに関するノウハウ等が明らかになることか

ら、本件対象文書の一部を開示しても、会計検査院が作成した検査資料の

種別・内容が明らかになることで、不開示情報を開示することと同様の結

果をもたらすことになるものと認められ、審査請求人の主張は採用するこ

とができない。

その他、審査請求人は種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

６ 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書を不開示とした決定は妥当であると判断

した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成２１年（情）諮問第２号

事 件 名：陸上幕僚監部の平成１８年度「陸上自衛隊史」の特定の頁のうち

の一部開示決定に関する件

諮 問 日：平成２１年 ２月２６日

答 申 日：平成２１年１１月１６日

答申書

第１ 審査会の結論

陸上幕僚監部の平成１８年度「陸上自衛隊史」全文の開示請求の対象と

して特定された「平成１８年度陸上自衛隊史」における特定の頁について、

その一部を不開示とした決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく開示

請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が２１年１月２３日付け２

１０普第２４号により行った一部開示決定について、不開示とした部分の

決定の取消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書の記載によ

ると、おおむね以下のとおりである。

ア 記録された内容を精査し、支障が生じない部分については開示すべき

である。

イ 本件開示決定通知書は、当該文書のどの部分を不開示としたか具体的

に特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる。また、技術

的なミスによって誤った部分に被膜が施される可能性が他省庁による措

置においても起こり得るため、不開示部分の特定（何頁の何行目という

形で）がなされるべきである。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 事案の移送

本件開示請求は、防衛大臣に対し、「陸上幕僚監部の平成１８年度「陸

上自衛隊史」全文」の開示を求めたものである。



- 95 -

この開示請求に対し、防衛大臣は、陸上幕僚監部で作成した「平成１

８年度陸上自衛隊史」を特定した上、当該陸上自衛隊史のうち３３９頁

及び６１５頁（以下、これらの２頁を「本件対象文書」という。）につ

いては、これらに記録された情報の一部に会計検査院の検査事務に係る

ものが含まれているとして、法第１２条第１項の規定に基づき、処分庁

に事案を移送した。

(2) 不開示決定

事案の移送を受けた処分庁は、本件対象文書の「会計検査・会計監査」

についての情報が記録された部分のうち、１８検査年次において会計検

査院が実施した会計検査に係る具体的な検査事項、検査の結果等に関す

る情報については不開示とし、会計検査の実施状況、内部監査の実施状

況及び予算等についての情報については、法に規定する不開示情報のい

ずれにも該当しないとの判断から、当該情報が記録された部分は開示と

する旨の一部開示決定を行った。

(3) 審査請求の提起

審査請求人は、上記一部開示決定の処分を不服として、２１年２月１

０日付けで審査請求を提起した。

２ 本件対象文書に記録された情報の内容

(1) 陸上自衛隊史

陸上幕僚監部等の各部隊等は、「陸上自衛隊の部隊史に関する達」（昭

和４３年９月２６日陸上自衛隊達第３２－４号）に基づき、年度におけ

る隊務実施の経過を明らかにして、将来における隊務運営の参考に資す

るため、部隊史を作成することとされている。当該部隊史は、４月１日

から翌年３月３１日までの１年間を作成年度とし、年度の隊務運営の方

針、隊務実施の概要、隷下部隊等の隊務実施の概要、異動及び年表等を

記述し、所要の参考資料及び写真・図表等を添付することとなっている。

そして、上記部隊史のうち、陸上幕僚監部で作成し、陸上幕僚監部の

施策、方針、業務の実施等及び各方面隊、長官直轄部隊等の概要を記述

するものを「陸上自衛隊史」という。

(2) 本件対象文書に記録された情報

本件対象文書は、陸上幕僚監部で作成した「平成１８年度陸上自衛隊

史」（１８年４月１日から１９年３月３１日までの１年間における陸上

自衛隊の部隊史）のうち、「会計検査・会計監査」等が記録された３３

９頁及び「会計検査院実地検査受検状況（平成１７年度決算検査）」が

記録された６１５頁であり、会計検査院の検査事務に係る部分は、次の
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とおりである。

「ア 会計検査（平成１７年度決算検査）」には、１７年１１月から

１８年７月までの間に、会計検査院が陸上幕僚監部・市ヶ谷駐屯地及び

補給統制本部・十条駐屯地を始め、合計４４か所の駐屯地等と１７個自

衛隊地方連絡部を対象として実地検査を実施したこと（具体的検査箇所、

実施時期が６１５頁に「会計検査院実地検査受検状況（平成１７年度決

算検査）」として表形式で記載されている。）

３ 具体的な検査事項、検査の結果等に関する情報の不開示情報該当性

本件対象文書に記録された情報のうち、不開示とした部分は、１８検査年

次において会計検査院が陸上自衛隊に対して実施した会計検査に係る具体的

な検査事項、検査の結果等（３３９頁８行目１５文字目から同１１行目まで

の記載。以下「本件不開示部分」という。）に関する情報である。

一般に、これらの情報が公にされた場合には、次の(1)から(4)までのよう

なおそれがある。

(1) 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、現行制度上、捜査機関が行う犯罪捜

査等とは異なり、あくまでも受検庁の理解と協力を得て行われるものであ

る。したがって、検査の実施に当たっては、会計検査院が「常時」会計検

査を実施し、「会計経理を監督し、その適正を期し、且つ、是正を図る」

（会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２０条第２項）という会計

検査の目的の適切かつ効果的な達成を図るためには、同院と受検庁が検査

する者と検査される者としての一定の緊張関係を保ちつつ、一定の信頼関

係・協力関係に立つことが必要となる。

そして、検査過程では、会計検査院と受検庁との間で率直な意見の交換

ないし真剣かつ真摯な討議が行われることが重要である。なぜなら、会計

検査院が常時会計検査を実施することを通じ上記のような検査の目的を適

切かつ効果的に達成していくためには、検査の結果等に関する相互の率直

な意見の交換ないし真剣かつ真摯な討議を通じ、同院と受検庁が事実関係

の正確な把握及びこれに対する適切な評価を共有することが必要となるか

らである。

このようなことから、会計検査院では、審理・判断の過程を経て最終的

な検査官会議の議決を経た最終的・確定的な検査の結果等に関する情報以

外のもの、すなわち、検査過程又は審理・判断の過程における未成熟な検

査の結果等に関する情報については、従来、不公表としている。

また、受検庁では、審理・判断の過程を経て最終的な検査官会議の議決
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を経た最終的・確定的なもの以外の検査の結果等に関する情報について

は、その性質上公表されないものであることを前提として会計検査院の検

査に協力し、各種の検査資料の提出等、これらに関する所要の説明を含む

同院との率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な討

議等を行っているのであり、最終的・確定的なもの以外の検査の結果等に

関する情報がその性質上公表されないものであることは、受検庁の同院の

検査に対する理解と協力の前提である。

したがって、本件不開示部分に記録された情報が公にされた場合には、

当該受検庁に不当に不利益を及ぼすおそれがあるほか、会計検査院の検査

過程又は審理・判断の過程における情報の不公表に対する当該受検庁又は

受検庁一般等の信頼を損ね、同院の検査に対する受検庁の理解と協力の前

提を掘り崩し又は同院に対する不信感を呼び起こし、現在又は将来の検査

過程における各種の検査資料の円滑な提出を含む同院と受検庁との間の率

直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な討議の実施に

著しい支障を及ぼすおそれがある。

よって、このような情報を公にすることは、当該受検庁に不当に不利益

を及ぼすおそれがあるほか、会計経理の適正を期し、是正を図るなどの会

計検査の目的の適切かつ効果的な実現を図ることに著しい支障を及ぼすお

それ、すなわち、会計検査院の正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするなど

のおそれがある。

(2) 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

また、上記(1)のとおり、会計検査院の実施する会計検査は受検庁の理

解と協力を得て行われるものであるが、同院が検査の結果等を決算検査報

告等に掲記し、公表することが特定の受検庁等に対する社会的非難を招来

するなど多方面に大きな影響を及ぼす場合があることなどから、同院によ

る実地検査の実施に当たっては、受検庁等による関係者の口裏合わせ、関

係書類の改ざんといった隠ぺい工作等の不適切な会計検査対応が行われる

例も見受けられる。

このような不適切な会計検査対応は、組織的な不正経理等の事態に対す

る検査ではしばしば見受けられるところであるが、必ずしもそのような検

査事例に限られるものではない。また、会計検査院が行う資料提出要求に

対し、当該資料を提出した場合にこれが公にされるおそれがあるなどとし

て、受検庁等においてその提出をちゅうちょし又はこれに難色を示す場合

も少なくない。



- 98 -

このような会計検査の現実を踏まえれば、本件不開示部分に記録された

情報が公にされた場合には、現在又は将来の検査過程において、当該受検

庁又は受検庁一般等により当該不開示情報の開示を理由ないし口実とする

不適切な会計検査対応が行われ、会計検査院として必要な検査資料の提出

等が得られない事態を招来するおそれがあり、もって同院による正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするなどのおそれがある。

(3) 具体的な検査事項、検査の着眼点等に関する情報が外部に流出するおそ

れ

会計検査院の検査活動は、その性質上一定の密行性ないし秘密性を有す

るものであり、ある検査箇所に係る具体的な検査事項、検査上の関心、検

査の結果等に関する情報は、基本的に検査上の秘密に属するものであって、

これらに関する情報については、現在又は将来の検査過程における同種又

は類似の検査事項に対する厳正かつ効果的な検査の実施のために同院内部

に蓄積され、外部には秘匿されるべき性質のものである。

なぜなら、上記のような情報が公にされた場合には、会計検査院が現在

又は将来の検査過程で同種又は類似の検査事項に対する検査を実施する場

合において、当該受検庁又は受検庁一般等に同院の具体的な検査活動の内

容を察知され、同院の実地検査の実施等に備え、あらかじめ周到な実地検

査対策を施され又は所要の検査資料の収集が阻害されるなどして、厳正か

つ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがあるからである。

そして、本件不開示部分に記録された情報からは、会計検査院の具体的

な検査事項、検査の観点、検査の着眼点等、同院の具体的な検査活動の内

容に関する情報を知り又は推認することが可能である。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院の正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするなどのおそれがあり、また、特定の受

検庁等に不当に利益を与えるおそれがある。

(4) 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

会計検査院では、その実施した検査の結果等に関する情報については、

同院内部における慎重かつ周到な審理・判断の過程を経て最終的な検査官

会議の議決を経た最終的・確定的なもののみを各年度の決算検査報告等に

掲記し、その正式な指摘事項等として公表することとする一方で、それ以

外の検査の結果等に関する情報については不公表としてきたところであ

る。したがって、最終的な検査官会議の議決を経ていない検査の結果等に
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関する情報は、最終的・確定的な検査の結果等に関する情報とは質的・性

格的に異なる未成熟な情報であり、現行の会計検査制度上その公表が予定

されないものである。

また、本件不開示部分に記録された情報からは、会計検査院の具体的な

検査事項、検査の観点、検査の着眼点等、同院の具体的な検査活動の内容

に関する情報を知り又は推認することが可能であり、また、本件不開示部

分に記録された具体的な検査の結果等に関する情報は、審理・判断の過程

を経て最終的な検査官会議の議決を経たもの以外の検査の結果等に関する

情報であるとともに、検査過程又は審理・判断の過程それ自体に関する情

報でもある。

したがって、このような情報が公にされた場合には、会計検査院内部に

おける公正・慎重な審理・判断の過程の手続的な意義を損ねるのみなら

ず、実際上も同院に対する外部の圧力・干渉等を招来するなどして、同院

内部の審理・判断の過程の各段階における出席者相互間の自由で率直な意

見交換等に基づく多角的な観点からの慎重かつ周到な審理・判断に支障を

及ぼすおそれがある。また、その職務の適正な遂行のために他の国家機関

に対し憲法上独立の地位を有する会計検査院の独立機関としての意思決定

の中立性を不当に損ねるおそれがある。

４ 本件不開示部分の不開示情報該当性

(1) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

ア 前記３の(1)、(2)及び(3)において論じた点を踏まえると、本件不開

示部分に記録された情報は、この情報を「公にすることにより」、会計

検査院が検査過程で「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若

しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」

（法第５条第６号イ）があり、不開示情報に該当する。

イ 本件不開示部分に記録された情報は、会計検査院が行う検査の過程又

は審理・判断の過程における事務に関する情報であり、法第５条第６号

柱書きに規定する「国の機関」が行う「事務」に関する情報に該当する。

そして、本件不開示部分に記録された情報が公にされた場合に生ずるお

それとは、前記３の(4)で論じたとおりである。

したがって、本件不開示部分に記録された情報は、この情報を「公に

することにより」、会計検査院の「検査」に関する「事務」の「性質上」、

「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」（法第５条第６号

柱書き）があり、不開示情報に該当する。

(2) 法第５条第５号該当性
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本件不開示部分に記録された情報は、会計検査院内部又は同院と受検

庁との間の「審議、検討又は協議」に関する情報であり、法第５条第５

号に規定する「国の機関」の「内部又は相互間」における「審議、検討

又は協議に関する情報」に該当する。

そして、前記３の(1)、(3)及び(4)において論じた点を踏まえると、

本件不開示部分に記録された情報を公にすることにより、会計検査院と

受検庁との間の率直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ

真摯な討議の実施に著しい支障を及ぼすおそれ、同院内部における率直

な意見の交換等を不当に損ね、同院の独立機関としての意思決定の中立

性を不当に損ねるおそれ及び同院の現在又は将来の検査過程における厳

正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすなどし、特定の受検庁等に不

当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。

したがって、本件不開示部分に記録された情報は、この情報を「公に

することにより」、検査過程又は審理・判断の過程における「率直な意

見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」及び会

計検査院の検査に関係する「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利

益を及ぼすおそれ」（法第５条第５号）があり、不開示情報に該当する。

(3) 不開示部分の特定

本件審査請求人は、２１年２月１０日付けの審査請求書において、「本

件開示決定通知書は、当該文書のどの部分を不開示としたか具体的に特

定しておらず、行政処分として違法の疑いが持たれる」などと主張して

いる。

しかし、処分庁は、本件開示決定通知書の別紙「第２ 不開示とした

部分及びその理由」のうち「（不開示とした部分）」に係る記載により

内容的に本件不開示部分を特定するとともに、当該記載と本件開示実施

文書（２１年２月２０日に本件審査請求人あてに発送したスキャナによ

り電子化してフロッピーディスクに格納したＰＤＦファイル）の両者に

よっても本件不開示部分を特定しているため、本件審査請求人の主張は

認められない。

(4) 部分開示の要否

処分庁は、前記３、４の(1)及び(2)のとおり、本件不開示部分に記録

された情報の不開示情報該当性について検討を行った上、法第５条第６

号（イ及び柱書き）及び第５号に規定する不開示情報に該当する「ひと

まとまり」の部分を除いた残りの部分を既に部分開示しており、この「ひ

とまとまり」の不開示情報とは、「最小限の有意な情報」における不開
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示情報と同旨であるから、これを更に細分化して部分開示することはで

きない。

(5) 諮問庁の所見

以上のことから、本件対象文書の一部を不開示とした処分は妥当であ

る。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成２１年 ２月２６日 諮問書の収受

② 同年 ６月１０日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 ７月 １日 本件対象文書の見分及び審議

④ 同年１１月１１日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件諮問事件は、開示請求を受けた防衛大臣が、本件対象文書を開示請

求の対象文書として特定した上で、処分庁に移送した事案に係るものであ

る。

上記移送を受けて、処分庁は、２１年１月に本件対象文書の一部である

本件不開示部分を不開示とする決定を行った。そして、この処分に対する

審査請求を受けて、諮問庁は当審査会に対する諮問を行っている。

審査請求人は、本件一部開示決定の取消しを求めているため、同決定を

対象として、以下、その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書、本件不開示部分について

本件対象文書は、防衛大臣に対し、陸上幕僚監部の平成１８年度「陸上

自衛隊史」全文として開示請求があった「平成１８年度陸上自衛隊史」の

うち、会計検査院の検査事務に係る情報が含まれているとして、処分庁に

移送された３３９頁及び６１５頁の２頁分である。

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、本

件不開示部分については、１８検査年次において会計検査院が実施した会

計検査に係る検査事項及び検査の結果等に関する情報が記録されていると

認められる。

３ 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱い等について

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関する

情報の取扱い等については、次のような事情が認められる。

(1) 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えのように直接
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的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過程に

おいて、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、同院が指定し

た形式に基づく各種の検査資料の作成・提出を求めるなどして、事実関

係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合に

は、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、当該

事態及びその発生原因に関する所見等を記載した質問文書を受検庁に発

遣し、質問文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領することな

どの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるととも

に、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を

有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生原因の

究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

(2) 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣から

独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等が及

ぼす影響の大きさなどにかんがみ、同院内部に何段階にもわたる慎重な

審理・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。そして、

会計検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に検査官会議

の議決を経た検査の結果等のみを決算検査報告に掲記するなどし、正式

な指摘事項等として公表することとしている。

(3) 検査過程及び審理・判断の過程における情報の不公表の取扱い

会計検査院では、上記(1)及び(2)のような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよう、

すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換・討議

等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、中立的な

立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことができるよう、

これらの過程における情報は外部に公表しないという立場をとってい

る。

(4) 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査を

実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方で、国

等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査の目的を

達成するため、一定の信頼関係・協力関係にもあるものと考えられる。

会計検査院と受検庁との間では、検査過程における検査の結果等に関
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する情報は、あくまで検査の一過程におけるものであって、最終的な結

論と異なることの少なくない未成熟なものであるという前提がある。

そして、前記(2)のように、会計検査院の正式な検査の結果等とされ

るのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て決算検査報告に掲

記するなどされたもののみであるというのが同院の取扱いであり、この

最終的な意思決定に至るまでの間においては、問題とされた事態につい

て、事実関係の認識及びこれに対する評価を共有するなどのため、同院

と受検庁との間で十分な情報・資料に基づいて率直な意見交換及び様々

な角度からの十分な討議を行い、それらも踏まえて慎重な審理・判断を

行うことが必要とされている。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、質問文書と回

答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資料等

の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意見交換

等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検査院と受

検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資料や質問文

書・回答文書の内容等は、そのまま外部に公表されるものではないとい

う信頼の下で、その提出及び授受等が行われているものと認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とする検査

過程及び検査の結果等に関する審理・判断の過程における不公表の取扱

いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・資料の提供及び収

集と率直な意見交換等を確保する上で理由のないものではないと認めら

れる。

４ 不開示情報該当性について

上記１から３までの事情を前提に、当審査会において見分した本件対象

文書の具体的内容を踏まえつつ、本件不開示部分の不開示情報該当性を検

討する。

(1) 具体的な検査事項に係る情報

本件不開示部分に記録された情報には、１８検査年次における会計検

査院の陸上自衛隊に対する検査事項に関する情報が含まれており、この

情報からは、会計検査院の具体的な検査事項、検査の観点、検査の着眼

点等を知り又は推認することが可能である。

このため、このような情報が公になり、陸上幕僚監部等以外の受検庁

一般等に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将来に

おいて同種・類似の検査を行う場合の検査上の関心が推認され、受検庁

等においていわゆる検査対策を講ずることを容易にするなどして、現在
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又は将来における厳正かつ効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれが

あると認められる。

(2) 具体的な検査の結果等に係る情報

本件不開示部分に記録された情報には、１８検査年次において会計検

査院が陸上自衛隊に対して実施した会計検査に係る具体的な検査の結果

に関する情報が含まれており、この情報は検査過程又は審理・判断の過

程それ自体に関する情報でもある。

そして、本件対象文書は会計検査院が検査過程等で作成・取得したも

のではないが、本件不開示部分に記録された情報が上記のとおり会計検

査に係る具体的な検査の結果に関する情報や検査過程又は審理・判断の

過程それ自体に関する情報である以上、このような情報が公にされた場

合に生ずるおそれは、同院が検査過程等で作成・取得した文書に記録さ

れた同様の情報が公にされた場合に生ずる下記のおそれと異なるもので

はない。

すなわち、このような情報が公にされた場合には、前記３の(4)に記

述した会計検査院の検査過程又は審理・判断の過程における情報の不公

表の取扱いに対する当該受検庁の信頼を損ない、今後の検査の実施に当

たり、同院と当該受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあると認められる。

前記３の(1)のとおり、会計検査院には、検査によって正確な事実を

把握し、不適切な事態を単に摘発するのみでなく、その真の発生原因を

究明して、その是正改善を促すという積極的な機能が期待されている。

このため、通常、事実関係等について最もよく知り得る立場にあり、ま

た、当該事態とその是正改善についての第一次的な責任と権限を有して

いる受検庁との間で十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換

等を行うことは、会計検査院の検査にとって必須のものである。

よって、これらに支障が生じた場合には、会計検査院において、十分

な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原因を究明すると

ともに、実効ある是正改善方策を追求することなどを困難にするおそれ

があると認められる。

さらに、諮問庁は、上記のような支障は、当該受検庁との関係におい

てのみではなく、現在又は将来における受検庁一般等との関係において

も生じ得ると主張している。すなわち、会計検査院によって検査過程等

における情報の内容が公にされたという事実をとらえ、検査過程等の不

公表の取扱いに対する信頼が崩れたとし、これを理由ないし口実として
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他の受検庁から検査に対する十分な協力が得られなくなるおそれがあ

り、同院とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張している。

会計検査院と受検庁とは、一般に、検査を実施する者と検査を受ける

者という立場で常に緊張関係にある。そして、受検庁によっては、検査

の結果等が決算検査報告に掲記されるなどして公表されることを極力回

避しようとする場合等には、不適切な会計検査対応が行われることもあ

るという事情も考慮すると、このような諮問庁の主張も決して理由のな

いものではないと考えられる。

以上のことから、本件不開示部分に記録された情報は、この情報を公に

することにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務に関

し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるこ

とから、同条第６号柱書き及び第５号該当性について判断するまでもなく、

法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、本件行政文書開示決定通知書は、当該文書のどの部分を

不開示としたか具体的に特定しておらず、行政処分として違法の疑いが持

たれる、また、技術的なミスによって誤った部分に被膜が施される可能性

が他省庁による措置においても起こり得るため、不開示部分の特定（何頁

の何行目という形で）がなされるべきであると主張している。

しかし、本件行政文書開示決定通知書により、不開示とした部分は内容

的に特定されており、当該通知書の記載として不備があるとは言えないこ

とから、審査請求人の主張は採用することができない。

６ 本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書の一部を不開示とした決定は妥当である

と判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成２１年（情）諮問第４号

事 件 名：会計検査院事務総長が平成２１年２月に特定番号で受け付けた行

政文書開示請求に対する不開示決定に関する件

諮 問 日：平成２１年 ９月 ２日

答 申 日：平成２１年１２月１０日

答申書

第１ 審査会の結論

会計検査院事務総長が平成２１年２月に特定番号で受け付けた行政文書

開示請求に係る文書について、開示請求に形式上の不備があることを理由

に不開示とした決定は妥当である。

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第３条の規定に基

づく開示請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が平成２１年６月

１５日付け２１０普第１６２号により行った不開示決定について、その取

消しを求めるというものである。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の判読

可能な部分の記載によると、おおむね以下のとおりである。

口頭による意見陳述の機会を求める。諮問庁に私の話を聞きに来るよう

に答申するのは当然である。

第３ 諮問庁の説明の要旨

諮問庁から提出された諮問書によると、不開示決定の経緯は以下のとお

りである。

１ 第１回補正の求め

審査請求人は、処分庁に対し、平成２１年２月２４日付けで開示請求

を行った。

しかし、開示請求書の「開示を求める行政文書」欄に記載された内容

には判読不明の部分があり、判読可能な部分についても当該開示請求に

係る文書を特定するに足りる内容であるとは認められず、また、情報公

開法第１６条第１項に規定する開示請求に係る手数料（以下「開示請求
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手数料」という。）相当額の収入印紙が貼付されていなかった。

このため、処分庁は、この開示請求書には形式上の不備があるとして、

情報公開法第４条第２項の規定により、審査請求人に対し、２１年３月

１６日付けで、相当の期間（１４日）を定めた上、次の①ないし③のと

おり開示請求書の補正の求めを行った。

① 開示請求書の「開示を求める行政文書」欄に記載されていると解さ

れる文字を想定して処分庁が当該記載内容を清書した上、この清書し

た内容が請求内容と相違がないかの確認を求めるとともに、判読困難

な部分について追記すること。

② 当該開示請求に係る文書を特定するに足りる具体的な情報（文書の

作成時期、文書の種類又は名称等）を提供すること。

③ 書面による開示請求である本件については、少なくとも開示請求書

１通につき３００円の収入印紙の貼付が必要であるとして、収入印紙

を送付すること。

２ 第２回補正の求め

上記の第１回補正の求めに対し、審査請求人から、２１年３月２４日

付けで、「補正書」と読み取れる文書（以下「補正書」という。）の提

出があったものの、上記①により処分庁が求めた確認及び追記に対して

は応答がなく、補正書に記載された内容にも判読不明の部分があり、判

読可能な部分についても本件開示請求に係る文書を特定するに足りる内

容であるとは認められず、また、開示請求手数料相当額の収入印紙の送

付がなかった。

このため、処分庁は、審査請求人に対し、２１年４月９日付けで、相

当の期間（１４日）を定めた上、開示請求書及び補正書について、前記

①ないし③と同様の内容の補正の求めを行った。

３ 第３回補正の求め

上記の第２回補正の求めに対し、審査請求人から、２１年４月１３日

付けで、「補正書」と読み取れる文書（以下「再補正書」という。）の

提出があったものの、前記①に対する追記によっても、本件開示請求に

係る文書を特定することはできず、再補正書に記載された内容にも判読

不明の部分があり、判読可能な部分についても本件開示請求に係る文書

を特定するに足りる内容であるとは認められず、また、開示請求手数料

相当額の収入印紙の送付がなかった。

このため、処分庁は、審査請求人に対し、２１年５月２１日付けで、

相当の期間（１４日）を定めた上、開示請求書、補正書及び再補正書に
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ついて、前記①ないし③と同様の内容に次の④の内容を加え、補正の求

めを行った。

④ 本件開示請求を取り下げる意思を有する場合は、指定の期日までに

連絡すること。

そして、上記の第３回補正の求めに対し、審査請求人から、２１年５

月２７日付けで、「補正書」と読み取れる文書（以下「再々補正書」と

いう。）の提出があったものの、前記①ないし④に対しては応答がなく、

再々補正書に記載された内容にも判読不明の部分があり、判読可能な部

分についても本件開示請求に係る文書を特定するに足りる内容であると

は認められず、また、開示請求手数料相当額の収入印紙の送付がなかっ

た。

このため、処分庁は、再々補正書をもってしても、開示請求書の「開

示を求める行政文書」欄の記載内容では、当該開示請求に係る文書を特

定するに足りる事項の記載が不十分であること、また、指定した期限ま

でに開示請求手数料が納付されていないことから、本件開示請求には形

式上の不備があると認め、不開示決定を行った（平成２１年６月１５日

付け２１０普第１６２号）。

以上のとおり、本件開示請求には形式上の不備があるとして不開示とし

た本件開示請求に係る処分は適法かつ妥当なものである。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

①平成２１年 ８月 ５日 審査請求人から意見書の収受

② 同年 ８月１７日 審査請求人から追加意見書の収受

③ 同年 ８月２１日 審査請求人から追加意見書の収受

④ 同年 ９月 ２日 諮問書の収受

⑤ 同年 ９月 ４日 審査請求人から追加意見書の収受

⑥ 同年 ９月１７日 審査請求人から追加意見書の収受

⑦ 同年１０月１４日 審議

⑧ 同年１０月２６日 審査請求人から追加意見書の収受

⑨ 同年１１月１１日 審議

⑩ 同年１２月 ９日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 処分の妥当性について

情報公開法第１６条第１項に基づき、開示請求者は、開示請求を行うに

当たり、開示請求手数料を納付しなければならないこととされている。し
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かし、当審査会において、処分庁あてに送付された開示請求書について確

認したところ、開示請求手数料相当額の収入印紙が貼付されておらず、処

分庁による収入印紙の送付を求める旨の補正の求めにも審査請求人は応じ

ていない。

また、開示請求書の「開示を求める行政文書」欄の記載について、処分

庁は、判読困難な部分に対する追記及び文書の特定に必要な情報の提供と

いう補正の求めを行ったが、審査請求人の提出した補正書等の内容からで

は、開示請求に係る文書を特定するには至らないものと認められる。

したがって、本件開示請求に形式上の不備があるとする処分庁の判断は

妥当であると認められる。

２ 本件開示請求書の補正の求めについて

処分庁は、審査請求人に対して、相当の期間を定めて開示請求手数料の

納付、補正書及び再補正書に記載されていると解される請求内容の確認、

判読不明の部分の追記及び行政文書を特定するに足りる具体的な情報の提

供を内容とする補正の求めを行っており、補正の求めはいずれも情報公開

法第４条第２項の趣旨に照らして相当である。

３ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、その他種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

４ 本件不開示決定の妥当性

以上のことから、本件開示請求に形式上の不備があることを理由として

不開示とした決定は妥当であると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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諮問事件：

諮問番号：平成２０年（情）諮問第１号

事 件 名：国民年金保険料の強制徴収に係る検査資料等の不開示決定等に関

する件

諮 問 日：平成２０年 ３月１０日

答 申 日：平成２２年 ３月１１日

答申書

第１ 審査会の結論

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による保険料の強制徴収が正

しく処理されていたかの検査資料等の開示請求に係る対象文書として特定

された下記の文書（以下「本件対象文書」という。）につき、アの文書の

全部を不開示とし、イ及びウの文書の一部を開示とした決定については、

諮問庁が不開示としている部分のうち、イの文書について、「添書」の出

張官（主任官を除く。）の官職、氏名及び個人印の印影並びに「出張日割

表等」の不開示部分を開示することが妥当である。

ア 平成１６、１９検査年次の検査過程において、会計検査院が社会保険

庁本庁、地方社会保険事務局等（以下「社会保険庁本庁等」という。）

から取得した各種の検査資料及び同院が作成した検査資料（以下「本件

対象文書１」という。）

イ １６年７月２６日から同年７月３０日までの間に上席調査官（年金担

当）が厚生労働本省外３箇所について実施した会計実地検査に係る申報

書（以下「本件対象文書２」という。）

ウ １９検査年次に国民年金事業について実施した会計実地検査に係る観

点別検査実施記録票（以下「本件対象文書３」という。）

第２ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

本件審査請求の趣旨は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成１１年法律第４２号。以下「法」という。）第３条の規定に基づく開示

請求に対し、処分庁である会計検査院事務総長が１９年１１月９日付け１

９０普第３０５号により行った不開示決定（以下「原処分」という。）及

び処分庁が２０年２月２０日付け２００普第６０号により行った一部開示

決定（以下「変更処分」という。）のうち不開示とした部分の決定につい

て、その取消しを求めるというものである。
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２ 審査請求の理由

審査請求人の主張する審査請求の主たる理由は、審査請求書等の記載及

び審査請求人による口頭意見陳述によると、おおむね以下のとおりである。

ア １９年１０月４日に国民年金法に関する行政文書の開示請求をしたと

ころ、同月２５日、会計検査院総務課より連絡票が届いた。その記載に

よると、審査請求人が開示を求めた検査記録は保存されていないが、実

地検査の際に受検庁から収集した資料や会計検査院独自に作成した資料

が保存されていたため、開示請求書の「請求する行政文書の名称等」欄

の記載を「検査記録」から「検査資料」へと補正するように指導された

が、不開示のための指導とは詐欺にあった気分である。

イ 関係文書不存在の不開示決定通知にするところ、資料の有無の文言に

ついて指導したと理解したが、１９年１１月９日付け１９０普第３０５

号行政文書不開示決定通知書、処分庁からの通知に関して、不当な対応

であった。

ウ 決算検査報告には、国民年金事業の中に「強制徴収制度がある」とい

う記載はあるが、その細部については何も記載されていない。国民年金

法の第９６条以降に強制徴収があり、国の職員は国税徴収法（昭和３４

年法律第１４７号）に基づいて滞納整理をしなければならなかったが、

会計検査院は何も行っていない。会計検査院が何か行っているのであれ

ば、書類を見せるよう開示請求したところ、新たに該当する対象文書の

うち何を本件開示請求に係る文書に含めるか意思確認を求められ、その

中身が全然分からない言葉ばかりであった。

エ 書類があるかないかについて、仕事をしていて、保存期間が過ぎたか

ら「ない」というのであれば分かるが、仕事をしていなくて「ない」と

いうのは、情報公開法からいくと罰則規定もなければ何もないので、そ

れで終わってしまう。それについては、私は我慢できないということを

言いたい。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 開示決定等の経緯

(1) 原処分

本件開示請求は、１９年１０月４日付けで、「①国民年金法による保

険料の強制徴収が正しく処理されていたかの検査記録、②保険料の滞納

処分の時の納付書は正しく業務勘定に収入される用紙であったかの検査

記録、③納付書の管理に関する検査記録」の開示を求めたものである。

この開示請求に対し、処分庁は、いつ、だれが、どのように検査をして、
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検査の結果がどうであったかといった内容が記録された文書に該当する

「検査記録」は保有していないことから、１９年１０月３０日に本件審

査請求人の了承を得て、当該開示請求中の「検査記録」を「検査資料」

にそれぞれ補正した（以下、この補正前の本件開示請求を「補正前請求」、

補正後の本件開示請求を「補正後請求」という。）。

そして、処分庁は、補正後請求に係る対象文書として、本件対象文書

１（本件対象文書１の詳細は別紙の１参照。）を特定し、１９年１１月

９日付けで後記２(1)及び(2)と同様の理由により不開示決定を行い、本

件審査請求人に通知した。

(2) 審査請求の提起

本件審査請求人は、上記原処分を不服とし、１９年１１月１２日付け

で審査請求を提起した。

(3) 変更処分

処分庁では、上記の審査請求の後、補正前請求の趣旨を踏まえるなど

慎重に検討等を行い、２０年２月５日に本件審査請求人に対し、会計検

査院では、補正前請求に関連する会計検査に係るいくつかの情報が記録

された文書として、本件対象文書２及び本件対象文書３を保有している

こと、そして、これらの文書を補正前請求に係る対象文書として開示を

求めるかにつき本件審査請求人の意思を確認したい旨を連絡した。これ

に対し、本件審査請求人から、同年２月６日付けでこれらの文書いずれ

についても対象文書として開示を求めるとの回答がなされたことから処

分庁では、補正前請求に係る対象文書として本件対象文書２及び本件対

象文書３（本件対象文書２及び本件対象文書３の詳細は別紙の２参照）

を追加特定し、同年２月２０日付けで次の(ｱ)及び(ｲ)のとおり一部開示

決定を行い、本件審査請求人に通知した。

(ｱ) 本件対象文書２のうち、下記①及び②の情報が記録された部分につ

いては後記３(1)から(3)までと同様の理由により不開示とし、その他

の情報（外形的事実に関する情報）が記録された部分については開示

することとした。

① 具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報

② 出張官（主任官を除く。）の官職・氏名及び個人印の印影

なお、本件対象文書２の「出張箇所、日割及び打合せ」の一部につ

いても、この部分に記録されている情報が「① 具体的な検査事項・

検査の内容等に関する情報」に該当するとして、不開示とされている。

(ｲ) 本件対象文書３のうち、下記①及び②の情報が記録された部分につ
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いては後記４(1)から(3)までと同様の理由により不開示とし、その他

の情報（外形的事実に関する情報）が記録された部分については開示

することとした。

① 具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報

② 検査担当者の氏名

２ 本件対象文書１に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 検査資料の一般的な不開示情報該当性

一般に、検査資料が開示され、その種別・内容等に関する情報が明ら

かとされた場合には、下記アないしエのようなおそれがある。

ア 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

会計検査院が実施する会計検査は、強制処分等の権限を背景として

行われるものではなく、受検庁の理解と協力を得て行われるものであ

る。したがって、検査の実施に当たっては、会計検査院と受検庁が検

査する者と検査される者としての一定の緊張関係を保ちつつ、一定の

信頼関係・協力関係に立つことが必要となる。

そして、検査過程では、検査の結果等に関する相互の率直な意見の

交換ないし真剣かつ真摯な討議を通じ、会計検査院と受検庁が事実関

係の正確な把握とこれに対する適切な評価を共有することが必要とな

る。

このようなことから、会計検査院では、審理・判断過程を経て最終

的な検査官会議の議決を経た最終的・確定的な検査の結果等に関する

情報以外のもの、すなわち、検査過程又は審理・判断過程における未

成熟な検査の結果等に関する情報については、従来から不公表として

おり、このことは、受検庁の同院が実施する検査に対する理解と協力

の前提となっている。

したがって、このような情報が開示された場合には、検査過程又は

審理・判断過程における情報の不公表に対する受検庁一般の信頼を損

ね、検査に対する受検庁の理解と協力の前提を掘り崩し、検査過程に

おける検査資料の円滑な提出等を含む会計検査院と受検庁との間の率

直な意見の交換ないし検査の結果等に関する真剣かつ真摯な討議の実

施、事実関係の正確な把握及びこれに対する適切な評価の共有、ひい

ては不適切な会計経理の原因の究明、会計検査の目的の適切かつ効果

的な実現に著しい支障を及ぼすおそれがある。

イ 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

上記アのとおり、会計検査は受検庁の理解と協力を得て行われるも
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のであるが、会計検査院が検査の結果等を決算検査報告等に掲記し、

公表することが受検庁に対する社会的非難を招来する場合があること

などから、検査過程又は審理・判断過程では、当該検査の結果等が決

算検査報告等に掲記され、公表されることを極力回避しようとする受

検庁により、関係者の口裏合わせ、関係書類の改ざんといった不適切

な会計検査対応が行われたり、資料提出要求に対し、提出をちゅうち

ょし又は難色を示したりする例も見受けられる。

そして、一般に、特定の検査資料が開示された場合には、当該受検

庁のほか、他の受検庁においても、検査資料に関する情報は一般に開

示されることがあるものであると受け止められるおそれがあり、その

ように受け止められた場合には、現在又は将来の検査過程において、

検査資料の開示を理由ないし口実とする不適切な会計検査対応が行わ

れ、会計検査院として必要な検査資料の提出等が得られない事態を招

来するおそれがあり、もって、同院による会計検査の厳正かつ円滑な

実施に著しい支障を及ぼす具体的かつ現実的なおそれがある。

ウ 具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出する

おそれ

一般に、会計検査は、その性質上一定の密行性ないし秘密性を有す

るものであり、検査対象である特定の検査事項及びこれに関する具体

的な検査活動の内容、進ちょく状況、具体的な検査の着眼点及び検査

手法、検査の結果等の取りまとめに関する検査上のノウハウなどにつ

いては、現在又は将来の検査過程における同種又は類似の検査事項に

対する厳正かつ効果的な検査の実施のために会計検査院内部に蓄積さ

れ、外部には秘匿されるべき性質のものである。

そして、検査資料は、特定の検査事項の検査過程において具体的な

検査上の関心ないし検査の目的に従って収集・整備されるものである

から、検査資料の種別・内容等に関する情報からは、具体的な検査の

着眼点、検査手法等に関する情報を推知することが可能である。

したがって、検査資料の種別・内容等に関する情報が開示された場

合には、会計検査院の実地検査の実施等に備え、あらかじめ周到な実

地検査対策を施され又は所要の検査資料の収集が阻害されるなどし

て、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがある。

なお、検査資料には、会計検査院が会計検査の目的達成のために受

検庁の協力を得て提出を受けるもののほか、同院独自の検査の着眼点、

検査手法等に基づき作成又は取得されるものも少なくない。また、あ
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る検査資料が受検庁から会計検査院に提出されたものである場合であ

っても、必ずしもそれ自体で当該受検庁に同院の検査目的等が了知さ

れることになる訳ではない。

エ 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

当該検査資料の種別・内容等に関する情報からは、上記ウのとおり、

具体的な検査の着眼点、検査手法等を知り又は推認し得るものである。

したがって、検査資料の種別・内容等に関する情報を公にすること

は、会計検査院内部における公正・慎重な審理・判断を確保するため

に設けられた審理・判断の過程の手続的な意義を損ねるのみならず、

同院に対する外部の不当な圧力・干渉等を招来するなどして、出席者

相互間の自由で率直な意見交換等に基づく多角的な観点からの慎重か

つ周到な審理・判断に支障を及ぼすおそれがある。

すなわち、会計検査院内部における率直な意見の交換等を不当に損

ね、審理・判断に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼし、また、同院

の独立機関としての意思決定の中立性を不当に損ねるおそれがある。

(2) 本件対象文書１に記録された情報の不開示情報該当性

ア 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

(ｱ) 前記(1)アからウまでにおいて論じた点を踏まえると、本件対象

文書１に記録された情報は、この情報を「公にすることにより」、

会計検査院が検査過程で「正確な事実の把握を困難にするおそれ又

は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難に

するおそれ」（法第５条第６号イ）があり、不開示情報に該当する。

(ｲ) 本件対象文書１に記録された情報は、検査の過程又は審理・判断

の過程における事務に関する情報であり、法第５条第６号柱書きに

規定する「国の機関」が行う「事務」に関する情報に該当する。そ

して、本件対象文書１に記録された情報が公にされ、その種別・内

容等が明らかとされることにより生ずるおそれとは、前記(1)エで

論じたとおりである。

したがって、本件対象文書１に記録された情報は、この情報を「公

にすることにより」、会計検査院の「検査」に関する「事務」の「性

質上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」（法第

５条第６号柱書き）があり、不開示情報に該当する。

イ 法第５条第５号該当性

本件対象文書１に記録された情報は、会計検査院内部又は同院と受

検庁等との間の「審議、検討又は協議」に関する情報であり、法第５
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条第５号に規定する「国の機関」の「内部又は相互間」における「審

議、検討又は協議に関する情報」に該当する。

そして、前記(1)ア、ウ及びエにおいて論じた点を踏まえると、本

件対象文書１に記録された情報を公にすることにより、受検庁の会計

検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ、具体的な検査の着

眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出し、特定の受検庁又はそ

の他の関係者に会計検査院の検査による指摘を免れる術を教示する結

果となるおそれ、公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそ

れがある。

したがって、本件対象文書１に記録された情報は、この情報を「公

にすることにより」、検査過程又は審理・判断の過程における「率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」

及び会計検査院の検査に関係する「特定の者に不当に利益を与え」る

おそれ（法第５条第５号）があり、不開示情報に該当する。

ウ 法第５条第１号又は第２号イ該当性

さらに、本件対象文書１に記録された情報の一部には、個人の氏名

等又は法人の印影の情報が記録されている。

これらの情報は、①「個人に関する情報」であって、「特定の個人

を識別することができるもの」（法第５条第１号本文）又は②法人等

に関する情報であって、この情報を「公にすることにより」、当該法

人等の「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

もの」（法第５条第２号イ）であり、不開示情報に該当する。

エ 部分開示の適否

本件対象文書１は、いずれも１６、１９検査年次の検査過程におい

て、特定の検査事項に関し、会計検査院が社会保険庁本庁等から取得

した各種の検査資料又は同院が作成した検査資料であるから、それ全

体として当該検査事項に関する一個の検査資料であり、文書ごとにそ

れぞれその全体が検査資料の種別・内容等に関するひとまとまりの情

報として、法第５条第６号（イ及び柱書き）及び第５号に該当するこ

とから、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くこと

ができる（法第６条第１項）か否かを検討する必要はない。

３ 本件対象文書２に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 申報書に記録された情報の内容・性質

ア 申報書に記録された情報の内容

申報書には、①表紙、②添書、③出張日割表等、④目次及び⑤申報
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事項（「検査の方針」、「検査所見の概況」及び「個別事項」）を記載

することとされている。

このうち、「添書」は、申報書の供覧を受けた者が順次押印する部

分である。そして、添書には、主任官以下出張官全員の官職・氏名が

記載され、個人印が押印される。

また、「申報事項」のうち、「検査の方針」には、出張箇所ごとに

重要項目等の検査項目を記載するとともに、検査項目ごとの勢力配分

比を記載することとされている。

「検査所見の概況」には、出張箇所、検査項目ごとに、検査の結果、

違法・不当であると判断した事態、又は違法・不当ではないかとの疑

義があり、引き続き検討する要を認めた事態のすべてについて、件名、

事態の大要、今後必要としている事務処理及び検査担当者の氏名を記

載することとされている。

そして、「個別事項」には、「検査所見の概況」に記載した事態の

うち、照会文書の起案の準備が整っているものなどについて、さらに

詳細に記載することとされている（以下、申報書の「検査所見の概況」

又は「個別事項」に記録された実地検査の結果等については「検査所

見等」という。）。

イ 申報書に記録された情報の性質

申報書は、特定の検査箇所ごとに、実地検査の実施直後という検査

過程のごく初期の段階において作成される当該実地検査の速報的な性

質を有する文書である。

そして、申報書の「検査の方針」に記録される情報は、当該検査年

次ないし当該検査箇所に係る検査の重要項目、準重要項目、特定着眼

項目、その他の項目及び検査項目ごとの勢力配分比であり、これは、

検査の実施計画に関する情報であって、現在又は将来の検査過程にお

ける各種の検査の厳正かつ効果的な実施の観点から公表になじまない

性格のものである。

また、検査所見等は、特定の検査箇所に対する事実関係の把握が不

十分な段階における未成熟な情報であって、その後の検査過程におけ

る十分な検証又は審理・判断過程における慎重かつ周到な審理・判断

を経る要があるものであり、それ自体、公表になじまない性格のもの

である。

(2) 申報書に記録された情報の一般的な不開示情報該当性

上記(1)で述べたところを踏まえれば、一般に、申報書が開示され、



- 118 -

これに記録された具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報（申報

書に検査所見等が記録されているかどうか（検査所見等の有無）に関す

る情報を含む。以下同じ。）、並びに出張官（主任官を除く。）の官職・

氏名及び個人印の印影が明らかとされた場合には、次のアないしカのよ

うなおそれがある。

ア 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

前記２(1)アで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

イ 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

前記２(1)イで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

ウ 具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出する

おそれ

前記２(1)ウで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

エ 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

前記２(1)エで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

オ 会計検査院の公式見解であると国民一般に受け取られるなどのおそ

れ

申報書に記録された当該検査の結果等に関する情報は、事実関係の

把握が不十分な段階における未成熟な情報であって、このような情報

が開示された場合には、当該情報が会計検査院の公式見解であると国

民一般に受け取られ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあ

り、また、特定受検庁又はその他の関係者に不当に不利益を及ぼすお

それがある。

カ 検査担当者に対する外部の圧力・干渉等を招来するおそれ

会計検査院の職務の性質上、同院の正式な指摘事項等として公表さ

れることを不都合とする外部から、同院又は同院の特定の検査事項に

係る検査担当者に対して様々な働きかけ又は圧力・干渉等が行われる

例は少なくない。

申報書に記録された特定の検査事項の検査担当者又は特定の検査箇

所に対する実地検査の出張官を特定することができる会計検査院職員

の氏名等に関する情報の開示は、当該検査担当者（出張官）に対する

外部からの様々な働きかけ又は圧力・干渉等を招来するなどして厳正

かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼし、正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発

見を困難にするおそれがあり、また、特定の検査事項の検査担当者又

は特定の検査箇所に対する実地検査の出張官個人としての権利利益を
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害するおそれがある。

(3) 本件対象文書２に記録された情報の不開示情報該当性

ア 具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報の不開示情報該当性

上記(2)を踏まえ、本件対象文書２に記録された情報のうち、具体

的な検査事項・検査の内容等に関する情報の不開示情報該当性につい

て検討すると、以下のとおりである。

(ｱ) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

前記(2)アないしエで述べたおそれが生ずることから、当該情報

は、「国の機関」が行う「事務」に関する情報（法第５条第６号柱

書き）であって、公にすることにより、「検査」に係る「事務」に

関し、「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不

当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」（同

号イ）及び「当該事務」の「性質上」、「当該事務」の「適正な遂

行に支障を及ぼすおそれがあるもの」（同号柱書き）に該当する。

(ｲ) 法第５条第５号該当性

また、具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報が開示され

た場合には、前記(2)ア、ウ、エ及びオで述べたおそれが生ずるこ

とから、当該情報は、「国の機関」の「内部又は相互間」における

「審議、検討又は協議に関する情報」であって、公にすることによ

り、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれ」、「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」及び

「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」が

あるもの（法第５条第５号）に該当する。

イ 出張官（主任官を除く。）の官職・氏名及び個人印の印影の不開示

情報該当性

また、前記(2)を踏まえ、本件対象文書２に記録された情報のうち、

出張官（主任官を除く。）の官職・氏名及び個人印の印影の不開示情

報該当性について検討すると、以下のとおりである。

(ｱ) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

出張官（主任官を除く。）の官職・氏名及び個人印の印影が開示

された場合には、前記(2)カで述べたおそれが生ずることから、当

該情報は、「国の機関」が行う「事務」に関する情報（法第５条第

６号柱書き）であって、公にすることにより、「検査」に係る「事

務」に関し、「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若し

くは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」
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（同号イ）及び「当該事務」の「性質上」、「当該事務」の「適正

な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」（同号柱書き）に該当す

る。

(ｲ) 法第５条第１号該当性

出張官（主任官を除く。）の氏名及び個人印の印影は、「個人に

関する情報」であって、「特定の個人を識別することができるもの」

（法第５条第１号本文）に該当する。

そして、このような情報が開示された場合には、前記(2)カで述

べたおそれが生ずることから、当該情報は、法第５条第１号本文に

規定する不開示情報に該当する。

ウ 部分開示の適否

本件対象文書２に記録された情報のうち不開示とした部分は、ひと

まとまりの情報すなわち最小限の有意な情報であるから、これをさら

に細分化して部分開示することは妥当ではない。

４ 本件対象文書３に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 本件対象文書３に記録された情報の内容・性質等

ア 観点別検査実施記録票

１９検査年次以降、各検査担当者は、会計実地検査を終了した後、

実地検査の対象とした事務事業について、検査の観点及び批難態様を

記載した観点別検査実施記録票を作成することとされていて、上席調

査官（年金担当）では、国民年金事業に係る検査において調査官等名、

検査箇所、検査実施年月日、検査項目、検査内容、観点及び態様の各

事項を主な記載内容としている。

イ 本件対象文書３に記録された情報の内容・性質

観点別検査実施記録票は、各検査担当者が検査実施年月日ごとに、

実地検査の実施直後という検査過程の初期の段階において作成する文

書であり、よって、本件対象文書３に記録された情報は、検査過程の

初期の段階における精度不十分な情報（未成熟な情報）であり、公表

にはなじまないものである。また、当該情報から推知することが可能

な具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報は、現在又は将来

の検査過程における会計検査の厳正かつ効果的な実施の観点から公表

になじまないものである。

(2) 本件対象文書３に記録された情報が開示された場合のおそれ

上記(1)を踏まえれば、本件対象文書３が開示され、これに記録され

た具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報及び検査担当者の氏名
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が明らかとされた場合には、次のアないしオのおそれがある。

ア 具体的な検査の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出する

おそれ

前記２(1)ウで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

イ 受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそれ

前記２(1)アで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

ウ 受検庁による不適切な会計検査対応を招来するおそれ

前記２(1)イで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

エ 公正・慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれ

前記２(1)エで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

オ 検査担当者に対する外部の圧力・干渉等を招来するおそれ

前記３(2)カで述べた「おそれ」と同様のおそれが生ずる。

(3) 本件対象文書３に記録された情報の不開示情報該当性

ア 具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報の不開示情報該当性

上記(2)を踏まえ、本件対象文書３に記録された情報のうち、具体

的な検査事項・検査の内容等に関する情報の不開示情報該当性につい

て検討すると、以下のとおりである。

(ｱ) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

このような情報が開示された場合には、前記(2)アないしエで述

べたおそれが生ずることから、当該情報は、「国の機関」が行う「事

務」に関する情報（法第５条第６号柱書き）であって、公にするこ

とにより、「検査」に係る「事務」に関し、「正確な事実の把握を

困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しく

はその発見を困難にするおそれ」（同号イ）及び「当該事務」の「性

質上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

もの」（同号柱書き）に該当する。

(ｲ) 法第５条第５号該当性

また、このような情報が開示された場合には、前記(2)ア、イ及

びエで述べたおそれが生ずることから、当該情報は、「国の機関」

の「内部又 は相互間」における「審議、検討又は協議に関する情報」

であって、公にすることにより、「率直な意見の交換若しくは意思

決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」及び「特定の者に不当に

利益を与え」るおそれがあるもの（法第５条第５号）に該当する。

イ 検査担当者の氏名の不開示情報該当性

また、前記(2)を踏まえ、本件対象文書３に記録された情報のうち、
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検査担当者の氏名の不開示情報該当性について検討すると、以下のと

おりである。

(ｱ) 法第５条第６号（イ及び柱書き）該当性

前記(2)オで述べたおそれが生ずることから、当該情報は、「国

の機関」が行う「事務」に関する情報（法第５条第６号柱書き）で

あって、公にすることにより、「検査」に係る「事務」に関し、「正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を

容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」及び「当該事務」

の「性質上」、「当該事務」の「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるもの」に該当する。

(ｲ) 法第５条第１号該当性

検査担当者の氏名は、「個人に関する情報」であって、「特定の

個人を識別することができるもの」（法第５条第１号本文）に該当

する。

そして、このような情報が開示された場合には、前記(2)オで述

べたおそれが生ずることから、当該情報は、法第５条第１号本文に

規定する不開示情報にも該当する。

ウ 部分開示の適否

本件対象文書３に記録された情報のうち、不開示とした部分は、ひ

とまとまりの情報、すなわち、最小限の有意な情報であるから、これ

をさらに細分化して部分開示することは妥当ではない。

５ 諮問庁の所見

以上のことから、本件不開示決定（原処分の変更による一部不開示決定

を含む。）の処分は妥当である。

第４ 調査審議の経過

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

① 平成２０年 ３月１０日 諮問書の収受

② 同年 ６月１９日 諮問庁から意見書を収受

③ 同年 ７月 ３日 諮問庁の職員（会計検査院第２局上席調査

官（年金担当）ほか）からの口頭説明の聴

取、本件対象文書の見分及び審議

④ 同年 ９月 ３日 審議

⑤ 同年１０月 ８日 審査請求人からの口頭意見陳述の聴取及び

審議

⑥ 平成２１年 ４月２３日 審議
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⑦ 同年 ５月２７日 審議

⑧ 同年 ７月 １日 審議

⑨ 同年 ９月 １日 諮問庁から追加意見書を収受

⑩ 同年 ９月 ９日 諮問庁の職員（会計検査院第２局厚生労働

検査第４課長ほか）からの口頭説明の聴取

及び審議

⑪ 同年１０月１４日 審議

⑫ 同年１２月 ９日 審議

⑬ 平成２２年 ３月１０日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 諮問の経緯及び当審査会の判断の対象について

本件開示請求は、補正後請求によると、①国民年金法による保険料の強

制徴収が正しく処理されていたかの検査資料、②保険料の滞納処分の時の

納付書は正しく業務勘定に収入される用紙であったかの検査資料、③納付

書の管理に関する検査資料に対してなされたものである。処分庁は、これ

に該当する文書として、本件対象文書１を特定した上で、不開示とする原

処分を行った。

処分庁では、この不開示決定に対する審査請求の後、補正前請求の趣旨

を踏まえるなどして検討したところ、本件対象文書２及び本件対象文書３

を保有していることが明らかになったため、審査請求人にこれらについて

も対象文書として開示を求める旨の確認を行った上で、これらを対象文書

に含めてその一部を開示する変更処分を行った。

そして、諮問庁は、審査請求人の了解を得て、原処分に加えて、変更処

分も審査請求の対象に含めるよう審査請求書を補正した。

したがって、審査請求人は、原処分に加えて、変更処分のうち不開示と

した部分の決定の取消しを求めているため、両処分を対象として、以下、

その当否を検討することとする。

２ 本件対象文書１に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 本件対象文書１について

本件対象文書１はすべて、１６、１９検査年次の検査過程において、

特定の検査事項に関し、会計検査院が社会保険庁本庁等から取得した各

種の検査資料又は同院が作成した検査資料である。

(2) 会計検査院の検査及び検査の結果等の取扱い等について

一般に、会計検査院の検査、検査の結果等の取扱い及びこれらに関す

る情報の取扱い等については、次のような事情が認められる。
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ア 会計検査院の検査

会計検査院が行う検査は、捜査機関による捜索、差押えのように直

接的・物理的な強制力の行使を伴うものではなく、同院では、検査過

程において、受検庁に対し、口頭での説明や意見交換に加え、同院が

指定した形式に基づく各種の検査資料の作成・提出を求めるなどし

て、事実関係の把握等を行っている。

そして、上記のような検査の結果、会計経理上の疑義が生じた場合

には、会計検査院が把握し、整理した事実関係、検査上生じた疑義、

当該事態及びその発生原因に関する所見等を記載した質問文書を受検

庁に発遣し、質問文書に対する受検庁の回答を回答文書として受領す

ることなどの過程を通じて、受検庁と継続的に討議を行っている。

これにより、会計検査院では、事実関係の正確な把握に努めるとと

もに、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と権

限を有する受検庁との間で事態の認識や評価の共有を図り、真の発生

原因の究明、実効ある是正改善方策の追求等を図っている。

イ 検査の結果等の取扱い

実施した検査の結果等の取扱いについて、会計検査院では、内閣か

ら独立して国等の会計検査を担当する専門機関としての同院の指摘等

が及ぼす影響の大きさなどにかんがみ、同院内部に何段階にもわたる

慎重な審理・判断の過程を設け、様々な観点から審議を行っている。

そして、会計検査院では、これら各段階における審議を経て最終的に

検査官会議の議決を経た検査の結果等のみを決算検査報告に掲記する

などし、正式な指摘事項等として公表することとしている。

ウ 検査過程及び審理・判断の過程における情報の不公表の取扱い

会計検査院では、上記ア及びイのような検査過程及び検査の結果等

に対する審理・判断の過程を設けている意義を十全なものとするよ

う、すなわち、十分な情報・資料の収集、受検庁との率直な意見交換

・討議等を確保し、また、外部からの不当な圧力・干渉等を排除し、

中立的な立場から厳正かつ公正に検査及び審理・判断を行うことがで

きるよう、これらの過程における情報は外部に公表しないという立場

をとっている。

また、会計検査院では、特定の検査事項に関し、検査過程において

収集、作成等される検査資料に記録された情報を公にすれば、検査事

項、検査内容、検査の着眼点のほか、具体的な検査手法等が明らかに

なり、検査の実施及び検査の結果等の審理・判断に支障が生ずるおそ
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れがあるとしている。

エ 会計検査における受検庁との協力関係

会計検査院が検査を遂行する上において、同院と受検庁とは、検査

を実施する者と検査を受ける者という立場での緊張関係に立つ一方

で、国等の会計経理の適正を期し、かつ、是正を図るという会計検査

の目的を達成するため、一定の信頼関係・協力関係にもあるものと考

えられる。

そして、前記イのように、会計検査院の正式な検査の結果等（指摘

事項等）とされるのは、検査過程及び所定の審理・判断の過程を経て

決算検査報告に掲記するなどされたもののみであるというのが同院の

取扱いであり、この最終的な意思決定に至るまでの間においては、問

題とされた事態について、事実関係の認識及びこれに対する評価を共

有するなどのため、同院と受検庁との間で十分な情報・資料に基づい

て率直な意見交換及び様々な角度からの十分な討議を行い、それらも

踏まえて慎重な審理・判断を行うことが必要とされている。

このため、検査過程において、検査資料の作成・提出、質問文書と

回答文書の授受等を通じて行われる会計検査院と受検庁との間での資

料等の提出及び討議については、十分な情報・資料の提供、率直な意

見交換等を確保することが必要となる。このようなことから、会計検

査院と受検庁との間では、特定の検査事項に関して提出される検査資

料や質問文書・回答文書の内容等は、そのまま外部に公表されるもの

ではないという信頼の下で、その提出及び授受等が行われているもの

と認められる。

このような会計検査院と受検庁との間における信頼を前提とする検

査過程及び検査の結果等に関する審理・判断の過程における不公表の

取扱いは、現在又は将来の検査過程における十分な情報・資料の提供

及び収集と率直な意見交換等を確保する上で理由のないものではない

と認められる。

(3) 不開示情報該当性について

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、

本件対象文書１は、会計検査院の一定の検査上の関心ないし検査の目的

に基づいて収集・整備が行われた検査資料であり、この種別・内容から

は、同院の検査事項、検査内容、検査の着眼点、具体的な検査手法等を

端的に読み取ることができるものである。

このため、これらの情報が公になり、社会保険庁本庁等以外の受検庁
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一般に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将来にお

いて同種・類似の検査を行う場合の検査の着眼点、具体的な検査手法等

が明らかになり又は推認され、受検庁においていわゆる検査対策を講ず

ることを容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ効果的な

検査の実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

また、本件の検査資料が公にされると、検査過程等における検査の結

果等に関する情報の不公表の取扱いに対する受検庁の信頼を損ない、今

後の検査の実施に当たり、会計検査院と受検庁との間での十分な情報・

資料の提供及び収集、率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあると

認められる。

さらに、諮問庁は、上記のような支障は、本件の検査に直接関係する

受検庁に対してのみ生ずるものではなく、現在又は将来における他の受

検庁一般との関係においても生じ得ると主張している。すなわち、会計

検査院によって検査資料が公にされたという事実をとらえ、検査過程等

の不公表の取扱いに対する信頼が崩れたとし、これを理由ないし口実と

して他の受検庁から検査に対する十分な協力が得られなくなるおそれが

あり、同院とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張している。

受検庁によっては、検査の結果等が決算検査報告に掲記されるなどし

て公表されることを極力回避しようとするなどの場合には、資料の提出

に難色を示したり、周到な検査対策を施したりといった不適切な会計検

査対応が行われることもあるという事情を考慮すると、このような諮問

庁の主張も決して理由のないものではないと考えられる。

そして、会計検査院には、検査によって正確な事実を把握し、不適切

な事態を単に摘発するだけでなく、その真の発生原因を究明して、その

是正改善を促すという積極的な機能が期待されている。このため、通常、

事実関係等について最もよく知り得る立場にあり、また、当該事態の発

生とその是正改善についての第一次的な責任と権限を有している受検庁

との間で十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換等を行うこ

とは、会計検査にとって必須のものと認められる。

したがって、受検庁との間における十分な情報・資料の提供及び収集、

率直な意見交換等に支障が生じた場合には、会計検査院において、十分

な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原因を究明すると

ともに、実効ある是正改善方策を追求することなどに支障が生ずるおそ

れがあると認められる。
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以上のことから、本件対象文書１に記録された情報は、この情報を公

にすることにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係る事務

に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な

行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認め

られることから、同条第５号該当性等について判断するまでもなく、法

に規定する不開示情報に該当すると認められる。

３ 本件対象文書２に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 本件対象文書２について

本件対象文書２は、１６年７月２６日から同年７月３０日までの間に

上席調査官（年金担当）が厚生労働本省外３箇所について実施した会計

実地検査に係る申報書である。

(2) 会計実地検査における打合せ事項と申報書

会計検査院が行う検査の過程において重要な役割を占めるのが、実際

に検査箇所に赴いて実施する会計実地検査であり、実地検査の結果、違

法・不当であると判断した事態、又は違法・不当ではないかとの疑義が

あり、引き続き検討する要があると認めた事態があった場合には、実地

検査の最終日等に同院と受検庁との間で行われる打合せの場で、打合せ

事項としてそのような事態の概要等について通告することとされてい

る。諮問庁の説明によれば、会計検査院が実地検査において検査の端緒

をつかみ、当該実地検査の終了後も検査を継続する要があると認めた事

態等がある場合には、必ずこの打合せの場において、今後の検査継続等

について受検庁に対し通告することとしているとのことである。そして、

このような実地検査の打合せにおいて受検庁に対し通告した打合せ事項

等が、申報書において検査所見の概況等として記載され、会計検査院の

上層部にまで報告されることとなるものであり、この申報書には、添書、

出張日割表等、目次及び申報事項等を記載することとされている。

(3) 不開示情報該当性について

ア 添書の不開示部分

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したとこ

ろ、当該不開示部分は、主任官を除く出張官の官職、氏名及び個人印

の印影（以下「出張官の氏名等」という。）であり、これらは、出張

官に係る法第５条第１号本文に規定する個人に関する情報であって、

本件実地検査に従事した者を特定することができるものであると認め

られる。

諮問庁は、出張官の氏名等が開示されることにより、検査担当者に
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対する外部の圧力・干渉等を招来するなどして、厳正かつ効果的な検

査の実施に支障を及ぼし、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にする

おそれがあり、また、特定の検査事項の検査担当者又は特定の検査箇

所に対する実地検査の出張官個人としての権利利益を害するおそれが

あると主張している。

しかし、本件においては、出張官の人数等をかんがみると、出張官

の氏名等を公にすることにより直ちに特定の検査事項の担当者が明ら

かになるとはいえないことなどから、外部の関係者等から当該出張官

に対する不当な圧力・干渉等を招来するおそれがあるとは認められな

い。

このため、出張官の氏名等は、法第５条第６号イ及び柱書きに規定

する不開示情報に該当するとは認められない。

また、公務員の氏名については、「各行政機関における公務員の氏

名の取扱いについて」（平成１７年８月３日付け情報公開に関する連

絡会議申合せ）により特段の支障の生ずる場合を除き、公にするもの

とされ、また、その場合は、慣行として公にされ、又は公にすること

が予定されている情報として取り扱うこととされており、本件におい

ては、前記のとおり、特段の支障の生ずるおそれがあるとは認められ

ないことから、出張官の氏名等のうち氏名及び個人印の印影は、法第

５条第１号ただし書イに該当する。

さらに、出張官の氏名等のうち官職については、公務員の職務の遂

行に係る情報のうち、当該公務員の職に係る部分であることから、法

第５条第１号ただし書ハに該当する。

したがって、出張官の氏名等は開示することが妥当である。

イ 出張日割表等の不開示部分

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したとこ

ろ、当該不開示部分は、出張箇所、実地検査を行った年月日並びに検

査結果の打合せの日時、場所及び主な当局者の職氏名が記録されてい

る出張日割表等の出張箇所欄のうち、出張箇所名に追加して記録され

た情報である。

諮問庁は、この追加して記録されている情報は具体的な検査事項・

検査の内容等に関する情報であり、このような情報が開示されること

により、受検庁の会計検査に対する理解と協力の前提を掘り崩すおそ

れ、受検庁の不適切な会計検査対応を招来するおそれ、具体的な検査
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の着眼点、検査手法等に関する情報が外部に流出するおそれ、公正・

慎重な審理・判断の確保に支障を及ぼすおそれがあると説明してい

る。

しかし、この部分には、上席調査官（年金担当）の当該検査箇所に

対する検査の実施状況が抽象的に記録されているに過ぎず、仮に公に

したとしても、具体的な検査事項・検査の内容等に関する情報が明ら

かになるとは認められない。

したがって、この部分に記録された情報は、法第５条第５号、同条

第６号イ及び柱書きに規定する不開示情報に該当せず、開示すること

が妥当である。

ウ 目次及び申報事項の不開示部分

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したとこ

ろ、当該不開示部分は、①目次のうち、検査の方針の項目に係る記載、

目次であることを示す記載及び頁番号であることを示す記載、②申報

事項のうち、検査の方針の表題、並びに表のうち、出張箇所の名称の

記載部分、これに係る書式部分及びこれらの直下の行を除いた部分で

ある。

申報事項の部分には、検査所見の概況等として打合せ事項等を記載

するとされていることから、当該不開示部分が開示された場合には、

本件実地検査における打合せ事項等の有無が明らかになることにな

る。そして、打合せ事項等の有無に関する情報を公にした場合、以下

のように、会計検査院の検査の実施に支障が生ずるおそれがあると認

められる。

(ｱ) 実地検査の過程においては、各検査担当者は、受検庁に対し、多

くの質問を投げかけたり、疑問を提示したり、注意を行ったりする

のが通常であるが、そのすべてが実地検査の最終日等に行われる打

合せの場で打合せ事項として通告されるわけではない。すなわち、

打合せ事項とされるのは、各検査担当者が検査の過程で行った多く

の質問、疑問、注意等に係る事態のうち、重要性が高いものであっ

たり、今後検査を継続する必要があると判断されたものであったり

する事態に限られるのであって、検査箇所によっては、このような

打合せ事項とされるべき事態がないという場合も必ずしも少なくな

いとのことである。

このような事情を踏まえると、打合せ事項として正式に通告され

る事態があるか否かということは会計検査院にとっても受検庁にと
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っても重大な問題であり、また、何らかの打合せ事項があったとい

うだけで、受検庁が一定の社会的非難を受ける場合があることも否

定できない。一方、打合せは、実地検査の実施直後という検査過程

のごく初期の段階において行われるものであり、打合せで通告され

た事態やそれについての見解は、その後の検査、受検庁との意見交

換、会計検査院内における審議等によってさらに検討が加えられる

べき精度不十分なものであって、打合せ事項がそのまま同院が公表

する正式な指摘事項等となるものではない。

前記２(2)ウのとおり、会計検査院では、検査過程等における情

報について外部に公表しないという立場をとっており、同院と受検

庁との間では、検査過程における検査の結果等に関する情報は、外

部に公表されるものではないという信頼の下で、問題とされた事態

について、十分な情報・資料を提供及び収集し、それらに基づいて

率直に意見を交換し、様々な角度から討議を行っているものと認め

られる。

このため、申報事項のうち不開示とされている部分が開示され、

打合せ事項等の有無に関する情報が公にされると、検査過程等にお

ける検査の結果等に関する情報の不公表の取扱いに対する受検庁の

信頼を損ない、今後の検査の実施に当たり、会計検査院と受検庁と

の間での十分な情報・資料の提供及び収集、率直な意見交換等に支

障が生ずるおそれがあると認められる。

さらに、諮問庁は、上記のような支障は、本件実地検査に直接関

係する受検庁に対してのみ生ずるものではなく、現在又は将来にお

ける他の受検庁一般との関係においても生じ得ると主張している。

すなわち、会計検査院によって検査過程等の途上にある情報の内容

が公にされたという事実をとらえ、検査過程等の不公表の取扱いに

対する信頼が崩れたとし、これを理由ないし口実として他の受検庁

から検査に対する十分な協力が得られなくなるおそれがあり、同院

とこれら受検庁との間での十分な情報・資料の提供及び収集、率直

な意見交換等に支障が生ずるおそれがあるなどと主張している。

受検庁によっては、検査の結果等が決算検査報告に掲記されるな

どして公表されることを極力回避しようとするなどの場合には、資

料の提出に難色を示したり、周到な検査対策を施したりといった不

適切な会計検査対応が行われることもあるという事情を考慮する

と、このような諮問庁の主張も決して理由のないものではないと考
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えられる。

そして、会計検査院には、検査によって正確な事実を把握し、不

適切な事態を単に摘発するだけでなく、その真の発生原因を究明し

て、その是正改善を促すという積極的な機能が期待されている。こ

のため、通常、事実関係等について最もよく知り得る立場にあり、

また、当該事態の発生とその是正改善についての第一次的な責任と

権限を有している受検庁との間で十分な情報・資料の提供及び収

集、率直な意見交換等を行うことは、会計検査にとって必須のもの

と認められる。

したがって、受検庁との間における十分な情報・資料の提供及び

収集、率直な意見交換等に支障が生じた場合には、会計検査院にお

いて、十分な情報に基づいて正確な事実関係を把握し、真の発生原

因を究明するとともに、実効ある是正改善方策を追求することなど

に支障が生ずるおそれがあると認められる。

(ｲ) 申報事項のうち検査の方針の部分については、打合せ事項等の有

無にかかわらず、常に記載されることとされていて、その記載から

打合せ事項等の有無が直ちに明らかになるわけではない。しかし、

検査の方針の部分には、表形式で、本件実地検査に係る出張箇所の

名称及びそれに対する具体的な検査の方針、すなわち、重点的に検

査することとしている検査項目、これに準じて着眼することとして

いる検査項目、当該出張箇所について特に着眼した検査項目等の別

に、その具体的な検査項目及び検査項目ごとの勢力配分比が記録さ

れており、このうち具体的な検査の方針を記載すべき部分及びこれ

に係る書式部分のうち重点項目、これに準じる項目等の別を示す記

述（これらの部分に係る枠線を含む。）については表の後半部分に

当たることから、これらを開示すると、申報事項のうち検査の方針

が記録されている部分の範囲が明らかになってしまうことになる。

そして、本件申報書については、申報事項が記録されている部分は

全部で１３０枚であることが明らかにされているため、そのうち検

査の方針が記録されている部分の範囲が明らかになれば、それより

後の部分の有無により、結果的に検査所見の概況等として記録され

た打合せ事項等の有無が推認されてしまうこととなると認められ

る。

さらに、上記の具体的な検査の方針に関する情報が仮に公にされ

た場合には、同種・類似の検査を行うことが予想される出張箇所に
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おいて、当該重点事項や勢力配分の大きい事項等に的を絞っていわ

ゆる検査対策を講じることを容易にしたり、検査の実施に対して不

当な圧力・干渉等を招来したりするなどのおそれがあると認められ

る。

したがって、上記(ｱ)及び(ｲ)に記述したとおり、本件申報書の目次

及び申報事項の部分のうち不開示とされている部分に記録されている

情報は、公にすることにより、法第５条第６号イに規定する「検査」

「に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそ

れ」があると認められることから、同条第５号該当性等について判断

するまでもなく、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

４ 本件対象文書３に記録された情報の不開示情報該当性等

(1) 本件対象文書３について

本件対象文書３は、１９検査年次に国民年金事業について実施した会

計実地検査に係る観点別検査実施記録票である。

(2) 不開示情報該当性について

当審査会において本件対象文書を見分するなどして調査したところ、

当該不開示部分は、本件対象文書３のうち、検査項目、検査内容、観点、

態様の各欄の記録及び検査を担当した調査官等名の欄の記録である。

ア 検査項目、検査内容、観点、態様の各欄の不開示部分

当該不開示部分のうち検査項目、検査内容、観点、態様の各欄に記

録された情報からは、会計検査院の具体的な検査事項、検査の観点、

検査の着眼点等を知り又は推認することが可能である。

このため、これらの情報が公になり、社会保険庁本庁等以外の受検

庁一般に知られることとなった場合には、会計検査院が現在又は将来

において同種・類似の検査を行う場合の検査の観点・着眼点、検査手

法等が明らかになり又は推認され、受検庁においていわゆる検査対策

を講じることを容易にするなどして、現在又は将来における厳正かつ

効果的な検査の実施に支障が生ずるおそれがあると認められる。

したがって、これらの情報は、公にすることにより、法第５条第６

号イに規定する「検査」「に係る事務に関し、正確な事実の把握を困

難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ」があると認められることから、同条第５

号該当性等について判断するまでもなく、法に規定する不開示情報に

該当すると認められる。
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イ 調査官等名の欄の不開示部分

当該不開示部分のうち検査を担当した調査官等名の欄に記録されて

いる情報からは、実地検査を行った者を特定することができるものと

認められる。

会計検査院と受検庁及びその関係者は、検査を実施するものと検査

を受けるもの及びその関係者という立場で緊張関係にあり、検査の結

果、指摘等を受けた場合には、受検庁及びその関係者にとって金銭の

返還、弁償等の経済的負担につながることもあるほか、一定の社会的

非難を受けることも少なくないところである。このようなことからす

ると、会計検査院に対しては、指摘等を免れようとするなどして、常

に外部から不当な圧力・干渉等が加えられるおそれがあり、実際、そ

のように外部からの様々な働きかけ又は不当な圧力・干渉等が加えら

れた例も存在するとの諮問庁の説明は十分理解できるものである。

そして、本件開示決定により本件対象文書３は国民年金事業に対す

る実地検査を実施した際に作成されたものであることが明らかとなっ

ており、また、本件対象文書３に記録された各社会保険事務所等の名

称も明らかとなっているため、その各社会保険事務所等の実地検査を

行った調査官等の氏名が明らかとなれば、上記のとおり、当該社会保

険事務所等又は当該事業に関係を有する外部の関係者等から当該調査

官等に対して不当な圧力・干渉等を招来するおそれがあると認められ

る。なお、本件対象文書３に記録された実地検査自体は既に終了して

いるものの、会計検査の継続性・反復性からすると、当該調査官等に

対する上記のような圧力・干渉等は、当該実地検査や当該検査年次の

終了後であっても生じ得るものと考えられる。

そして、このような事態が生じた場合には、当該調査官等に限らず、

現在又は将来の検査過程における検査担当者一般の検査活動を萎縮さ

せるおそれもあると認められる。

したがって、当該不開示部分のうち、調査官等の氏名は、この情報

を公にすることにより、法第５条第６号イに規定する「検査」「に係

る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」が

あると認められることから、同条第１号該当性等について判断するま

でもなく、法に規定する不開示情報に該当すると認められる。

５ 審査請求人のその他の主張について

審査請求人は、会計検査院が国民年金の強制徴収について検査を行っている
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のであれば、それに関係する書類を開示するべきであると主張している。これは、

本件対象文書１から３までについて、その不開示とされている部分を開示するこ

とが、会計検査院が国民年金の強制徴収について適正に検査を行ったこと

に対する説明責任を果たすことになるという公益に合致することから、法

第７条に規定する公益上の理由による裁量的開示を行うべき場合に当たる

という趣旨の主張を含むものとも解される。

しかし、前記２から４までで述べたように、これらの部分のうち、３に

おいて開示すべきとした箇所以外の部分を公にした場合、会計検査院の検

査担当者ないし出張官に対して不当な圧力・干渉等を招来したり、検査過

程等における検査の結果等に関する情報の不公表の取扱いに対する受検庁

の信頼が損なわれたりして、同院の検査の実施に軽視できない支障を及ぼ

すおそれがある。

したがって、法第７条の規定を適用して本件申報書のうちなお不開示と

されている部分を開示することに、これらの不利益を上回る利益があると

認めるに足るだけの公益上の必要性が特にあるとは認められず、審査請求

人の主張は採用することができない。

その他、審査請求人は種々の主張をするが、いずれも当審査会の結論を

左右するものとは認められない。

６ 本件不開示決定の妥当性について

以上のことから、本件対象文書につき、諮問庁が不開示とすべきである

としている部分のうち、「第１」に記載した部分は開示することが妥当で

あると判断した。

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会

委員 小木曽 国 隆

委員 河 野 正 男

委員 早 坂 禧 子
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別紙

１ 本件対象文書１の詳細

ア 補正後請求のうち「①国民年金法による保険料の強制徴収が正しく

処理されていたかの検査資料」として、

・平成１５年度決算検査報告の特定検査状況「国民年金事業の実施状

況について」（以下「１５年度特定」という。）における国民年金

保険料の強制徴収の検査に係る関係文書（資料）

・平成１８年度決算検査報告の特定検査状況「国民年金事業における

被保険者資格の適用、保険料収納等の実施状況について」（以下「１

８年度特定」という。）における国民年金保険料の強制徴収の検査

に係る関係文書（資料）

イ 補正後請求のうち「②保険料の滞納処分の時の納付書は正しく業務

勘定に収入される用紙であったかの検査資料、③納付書の管理に関す

る検査資料」として、

・平成１８年度決算検査報告の厚生労働省に係る不正行為「職員の不

正行為による損害が生じたもの」（以下「１８年度不正行為」とい

う。）における長野社会保険事務局長野南社会保険事務室及び福岡

社会保険事務局小倉南社会保険事務所の検査に係る関係文書（資料）

２ 本件対象文書２及び本件対象文書３の詳細

ア 補正前請求のうち「①国民年金法による保険料の強制徴収が正しく

処理されていたかの検査記録」として、

・１５年度特定における国民年金保険料の強制徴収の検査に係る「会

計実地検査申報書（１６年７月２６日から同年７月３０日までの間

に厚生労働本省外３箇所について実施したもの、上席調査官（年金

担当）に係るもの）」（本件対象文書２）

・１８年度特定における国民年金保険料の強制徴収の検査に係る「観

点別検査実施記録票」（本件対象文書３）

イ 補正前請求のうち「②保険料の滞納処分の時の納付書は正しく業務

勘定に収入される用紙であったかの検査記録、③納付書の管理に関す

る検査記録」として、

・１８年度不正行為における長野社会保険事務局長野南社会保険事務

室の検査に係る「観点別検査実施記録票」（本件対象文書３）
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